
令和２年９月定例会

環 境 生 活 建 設 委 員 会

予算決算委員会（環境生活建設分科会）

会  議  録

長 崎 県 議 会



目    次

  （委員間討議）

１、開催日時・場所 …………………………………………………………………  １

２、出 席 者 …………………………………………………………………  １

３、経     過

≪委員会≫

審査内容等に関する委員間討議（協議） ………………………………………   １

  （第１日目）

１、開催日時・場所 …………………………………………………………………   ３

２、出 席 者 …………………………………………………………………   ３

３、審 査 事 件 …………………………………………………………………   ３

４、付 託 事 件 …………………………………………………………………   ３

５、経     過

（土 木 部）

≪分科会≫

土木部長予算議案説明 …………………………………………………………  ５

監理課長補足説明 ……………………………………………………………… ５

建設企画課長補足説明 …………………………………………………………  ６

予算議案に対する質疑 …………………………………………………………  ６

予算議案に対する討論 …………………………………………………………  １５

≪委員会≫

土木部長総括説明 ………………………………………………………………  １５

住宅課企画監補足説明 …………………………………………………………  １７

都市政策課長補足説明 …………………………………………………………  １７

建設企画課長補足説明 …………………………………………………………  １９

港湾課長補足説明 ………………………………………………………………  ２０

議案に対する質疑 ………………………………………………………………  ２１

議案に対する討論 ………………………………………………………………  ２２

陳 情 審 査 …………………………………………………………………  ２３

知事専決事項報告に対する質問 ……………………………………………… ２５

長崎県総合計画（仮）素案に対する質問 …………………………………… ２８

議案外所管事項に対する質問 …………………………………………………  ３２

意見書審査 ………………………………………………………………………  ４０

（第２日目）

１、開催日時・場所 …………………………………………………………………  ４３

２、出 席 者 …………………………………………………………………  ４３

３、経     過

（文化観光国際部）

≪分科会≫

文化観光国際部長予算議案等説明 …………………………………………… ４４

文化振興課長補足説明 ………………………………………………………… ４５

世界遺産課長補足説明 ………………………………………………………… ４８

観光振興課長補足説明 ………………………………………………………… ４８



国際観光振興室長補足説明 …………………………………………………… ５０

物産ブランド推進課長補足説明 ……………………………………………… ５１

スポーツ振興課長補足説明 …………………………………………………… ５２

予算議案等に対する質疑 ………………………………………………………  ５３

予算議案に対する討論 …………………………………………………………  ７８

≪委員会≫

文化観光国際部長総括説明 …………………………………………………… ７８

議案に対する討論 ………………………………………………………………  ８１

陳 情 審 査 ………………………………………………………………… ８１

経営状況説明書に対する質問 ………………………………………………… ８３

長崎県総合計画（仮）素案に対する質問 …………………………………… ８３

議案外所管事項に対する質問 …………………………………………………  ８６

（第３日目）

１、開催日時・場所 ………………………………………………………………… ９５

２、出 席 者 ………………………………………………………………… ９５

３、経     過

（県民生活環境部）

≪分科会≫

県民生活環境部長予算議案説明 ………………………………………………  ９５

人権・同和対策課長補足説明 ………………………………………………… ９６

予算議案に対する質疑 …………………………………………………………  ９６

予算議案に対する討論 ………………………………………………………… １０２

≪委員会≫

県民生活環境部長所管事項説明 ……………………………………………… １０３

県民生活環境課長補足説明 …………………………………………………… １０４

男女参画・女性活躍推進室長補足説明 ……………………………………… １０５

陳 情 審 査 ………………………………………………………………… １０６

知事専決事項報告及び経営状況説明書に対する質問 ……………………… １０７

長崎総合計画（仮）素案等に対する質問 …………………………………… １０７

議案外所管事項に対する質問…………………………………………………… １１４

（交 通 局）

≪委員会≫

交通局長所管事項説明 ………………………………………………………… １２２

陳 情 審 査 ………………………………………………………………… １２４

経営状況説明書に対する質問 ………………………………………………… １２４

議案外所管事項に対する質問 ………………………………………………… １２５

委員間協議 ……………………………………………………………………… １２９



  （配付資料）

・分科会関係議案説明資料（土木部）

・委員会関係議案説明資料（土木部）

・委員会関係議案説明資料（追加１：土木部）

・分科会関係議案説明資料（文化観光国際部）

・委員会関係議案説明資料（文化観光国際部）

・委員会関係議案説明資料（追加１：文化観光国際部）

・委員会関係議案説明資料（追加２：文化観光国際部）

・分科会関係議案説明資料（県民生活環境部）

・委員会関係議案説明資料（県民生活環境部）

・委員会関係議案説明資料（交通局）



委員間討議



令和２年９月定例会・環境生活建設委員会（９月１０日）

- 1 -

１、開催年月日時刻及び場所

  令和２年９月１０日

自  午前１１時００分

至  午前１１時０８分

於  委 員 会 室 ３

２、出席委員の氏名

委 員 長 山本 由夫 君

副 委 員 長 久保田将誠 君

委   員 田中 愛国 君

〃 溝口芙美雄 君

〃 徳永 達也 君

〃 山田 朋子 君

〃 ごうまなみ 君

〃 宅島 寿一 君

〃 宮島 大典 君

〃 宮本 法広 君

    〃 中村 泰輔 君

３、欠席委員の氏名

な  し

４、委員外出席議員の氏名

な  し

５、審査の経過次のとおり

― 午前１１時００分 開会 ―

【山本(由)委員長】 ただいまから、環境生活建

設委員会を開会いたします。

これより議事に入ります。

まず会議録署名委員を、慣例によりまして、

私から指名させていただきます。

会議録署名委員は、溝口委員、ごう委員のご

両人にお願いいたします。

次に、審査の方法について、お諮りいたしま

す。

本日の委員会は、令和２年9月定例会におけ

る本委員会の審査内容等を決定するための委員

間討議であります。

それでは、審査方法等について、お諮りいた

します。

審査の方法については、委員会を協議会に切

り替えて行いたいと思いますが、ご異議ござい

ませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

ご異議ないようですので、そのように進める

ことにいたします。

それでは、ただいまから、委員会を協議会に

切り替えます。

しばらく休憩いたします。

― 午前１１時０２分 休憩 ―

― 午前１１時０７分 再開 ―

【山本(由)委員長】 委員会を再開いたします。

それでは、本日協議いたしました委員会の審

査内容については、原案のとおり決定されまし

たので、この後、理事者に正式に通知すること

といたします。

ほかにご意見はございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

ほかにないようですので、本日の環境生活建

設委員会を終了いたします。

お疲れ様でした。

― 午前１１時０８分 散会 ―
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第 １ 日 目



令和２年９月定例会・環境生活建設委員会・予算決算委員会（環境生活建設分科会）（９月２５日）

- 3 -

１、開催年月日時刻及び場所

  令和２年９月２５日

自   午前１０時 ０分

至   午後 ２時４４分

於   委 員 会 室 ３

２、出席委員の氏名

委員長（分科会長） 山本 由夫 君

副委員長(副会長） 久保田将誠 君

委 員 田中 愛国 君

〃 溝口芙美雄 君

〃 徳永 達也 君

〃 山田 朋子 君

〃 ごうまなみ 君

〃 宅島 寿一 君

〃 宮島 大典 君

〃 宮本 法広 君

〃 中村 泰輔 君

３、欠席委員の氏名

な   し

４、委員外出席議員の氏名

な   し

５、県側出席者の氏名

土 木 部 長 奥田 秀樹 君

土 木 部 技 監 有吉 正敏 君

土 木 部 次 長 天野 俊男 君

土 木 部 参 事 監
（まちづくり推進担当）

村上 真祥 君

監 理 課 長 田中 庄司 君

建 設 企 画 課 長 川添 正寿 君

建設企画課企画監 中村 泰博 君

新幹線事業対策室長
（ 参 事 監 ）

大塚 正道 君

都 市 政 策 課 長 植村 公彦 君

道 路 建 設 課 長 馬場 一孝 君

道 路 維 持 課 長 馬場 幸治 君

港 湾 課 長 平岡 昌樹 君

港 湾 課 企 画 監 松永 裕樹 君

河川課長（参事監） 浦瀬 俊郎 君

河 川 課 企 画 監 松本 憲明 君

砂 防 課 長 鈴田  健 君

建 築 課 長 三原 真治 君

営 繕 課 長 平松  彰 君

住 宅 課 長 髙屋  誠 君

住 宅 課 企 画 監 小山 俊一 君

用 地 課 長 佐々木健二 君

６、審査事件の件名

〇予算決算委員会（環境生活建設分科会）

第110号議案

令和2年度長崎県一般会計補正予算（第7号）

（関係分）

第111号議案

令和2年度長崎県港湾施設整備特別会計補正

予算（第2号）

７、付託事件の件名

〇環境生活建設委員会

（1）議 案

第117号議案

訴えの提起について

第118号議案

公の施設の指定管理者の指定について

第119号議案

本明川ボート練習場センターブイ整備事業に

対する諫早市の負担金について

（2）請 願

  な  し
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（3）陳 情

・要望書（五島市）

・要望書（西海市）

・要望書（長崎市）

・令和3年度離島振興の推進に関する要望書

・要望書（平戸市）

・諫早市 政策要望

・要望書（島原市）

・令和2年度 長崎県への施策に関する要望・

提案書（雲仙市）

・令和2年度 長崎県の施策に関する要望・提

案書（南島原市）

・要望書 令和2年度一般国道202号の整備推進

ならびに（仮称）福田バイパスの早期事業化

について

・要望書 令和2年度長崎外環状線の早期完成

について

・要望書 令和2年度一般国道499号の整備促進

について

・要望書 令和2年度一般国道34号の整備促進

について

・要望書 ●地域高規格道路「西彼杵道路」の

建設促進について

・要望書 ●地域高規格道路「長崎南北幹線道

路」の早期事業化について

・要望書（伝統工法で残された古民家再生の安

全と安心へ）

・要望書（長与町）

・要望書（国道205号佐世保市～東彼杵町（東

彼杵道路）の早期整備を求める要望）

・要望書 主要地方道「佐世保日野松浦線」及

び一般県道「佐世保世知原線」の整備促進に

ついて

・西九州自動車道の建設促進に関する要望書

・印通寺港整備に関する要望について

・要望書（大村市）

・大雨被害に関する緊急要望書（大村市）

・身体障害者福祉の充実に関する要望書

８、審査の経過次のとおり

― 午前１０時 ０分 開会 ―

【山本(由)委員長】 おはようございます。

ただいまから環境生活建設委員会及び予算決

算委員会環境生活建設分科会を開会いたします。

それでは、これより議事に入ります。

今回、本委員会に付託されました案件は、第

117号議案「訴えの提起について」ほか2件であ

ります。そのほか、陳情24件の送付を受けてお

ります。

なお、予算議案につきましては、予算決算委

員会に付託されました予算議案の関係部分を、

環境生活建設分科会において審査することにな

っておりますので、本分科会として審査いたし

ます案件は、第110号議案「令和2年度長崎県一

般会計補正予算（第7号）」のうち関係部分ほ

か1件であります。

次に、審査方法についてお諮りいたします。

審査は従来どおり、分科会審査、委員会審査

の順に行うこととし、各部局ごとに、お手元に

お配りしております審査順序のとおり行いたい

と存じますが、ご異議ございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

【山本(由)委員長】 ご異議ないようですので、

そのように進めることといたします。

なお、開会日の委員会におきまして、議案外

の審査に関して説明いたしましたとおり、法定

報告や計画案件を除く一般的な議案外に関する

質問につきましては、事前通告に基づき質問を

行うことといたします。
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また、一般的な議案外の質問につきまして、

各委員の質問時間は、答弁時間を含めて5分以

内とし、質問の回数は1部局の審査につき1回と

なっております。

委員会日程は3日間と決定していることから、

委員会運営について、皆様のご協力をお願いい

たします。

これより、土木部関係の審査を行います。

【山本(由)分科会長】 まず、分科会による審査

を行います。

予算議案を議題といたします。

土木部長より、予算議案の説明を求めます。

【奥田土木部長】土木部関係の議案についてご

説明いたします。

予算決算委員会 環境生活建設分科会関係議

案説明資料の土木部をお開きください。

今回、ご審議をお願いいたしておりますのは、

第110号議案「令和2年度長崎県一般会計補正予

算（第7号）」のうち関係部分、第111号議案「令

和2年度長崎県港湾施設整備特別会計補正予算

（第2号）」であります。

このうち、第110号議案「令和2年度長崎県一

般会計補正予算（第7号）」のうち土木部関係

の歳入・歳出予算は記載のとおりであります。

2ページをご覧ください。

補正予算の内容としましては、本年7月の豪

雨による被災施設の復旧等に要する経費として、

公共事業53億2,562万円の増、単独事業2億
4,500万円の増、また、建設工事等リモート化導

入事業に要する経費として、624万2,000円の増

を計上いたしております。

このほか、繰越明許費及び債務負担行為につ

いては、記載のとおりであります。

また、第111号議案「令和2年度長崎県港湾施

設整備特別会計補正予算（第2号）」について

は、記載のとおりであります。

以上をもちまして、土木部関係の説明を終わ

ります。

よろしくご審議を賜りますようお願いいたし

ます。

【山本(由)分科会長】 次に、監理課長より補足

説明を求めます。

【田中監理課長】お手元の環境生活建設分科会

課長補足説明資料の1ページをご覧ください。

繰越明許費理由別調書でございます。繰越明

許費につきまして、補足してご説明いたします。

表の一番下の土木部合計の欄をご覧ください。

今回お願いいたしておりますのは、合計で215
件、141億3,125万1,000円であります。

今年度は、9月定例会において繰越明許費を

計上いたしております。これは、建設業の働き

方改革の推進や生産性の向上、災害時の緊急対

応強化等のため、いわゆる担い手3法と呼ばれ

る「公共工事の品質確保の促進に関する法律」、

「建設業法」、「公共工事の入札及び契約の適

正化の促進に関する法律」が、昨年6月に一体

的に改正されたことを受け、発注者側として必

要な対応をとろうとするものでございます。

具体的には、担い手3法のうち、品確法では、

適正な工期の設定や施工時期の平準化が発注者

の責務として新たに位置づけられております。

また、建設業法では、令和2年10月1日から、

著しく短い工期による請負契約の締結の禁止の

規定が施行されます。このため、現時点で地元

調整の遅れ等により、やむを得ず発注時期がず

れ込むなど、年度内で工期を確保できない工事

等について、あらかじめ繰越のご承認をいただ

き、翌年度にまたがる適正な工期を確保した上

で発注につなげようとするものでございます。

これにより、受注者側は、あらかじめ適正な
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工期の中で、人材や資機材のやりくりが行える

ようになり、公共工事の品質確保や入札の不

調・不落防止につながることに加え、建設業の

就労環境改善やイメージアップなどが図られる

ことにより、若者の入職促進なども期待される

ところでございます。

今回計上した一般会計及び特別会計の繰越明

許費の件数及び金額の内訳につきましては、道

路橋りょう費50件、34億3,235万円、河川海岸

費62件、38億7,514万1,000円、港湾空港費13
件、11億4,856万円、都市計画費5件、5億9,220
万円、公共土木施設災害復旧費84件、50億2,500
万円、港湾費1件、5,800万円となっております。

なお、繰越の縮減につきましては、個別の案

件ごとに年間の執行計画を作成し、早期発注に

向けた発注計画を立てるとともに、本庁各課及

び各地方機関に繰越縮減のための推進員を置き、

毎月の進捗状況や課題等の把握を行うなど、部

の重点目標に掲げ、鋭意取り組んでいるところ

でございますが、今後とも、安易な繰越を計上

することがないよう、計画的、効率的な事業執

行に努めてまいります。

以上で説明を終わります。

【山本(由)分科会長】 次に、建設企画課長より

補足説明を求めます。

【川添建設企画課長】 第110号議案「令和2年
度補正予算」について、補足してご説明いたし

ます。

課長補足説明資料の2ページ、補正予算「建

設工事等リモート化事業について」をご覧くだ

さい。

【山本(由)分科会長】 しばらく休憩します。

― 午前１０時 ８分 休憩 ―

― 午前１０時 ８分 再開 ―

【山本(由)分科会長】 分科会を再開します。

【川添建設企画課長】 国では、今年3月28日に

決定した、新型コロナウイルス感染症対策の基

本的対処方針において、職場等における感染拡

大を防止するため、在宅勤務やテレビ会議の利

用等を強力に呼びかけるなどをしております。

土木部では、この対処方針を踏まえ、今年4
月の補正予算で、外部とのテレビ会議用として、

新たに10回線を確保し、検査等に活用している

ところでございます。

そういった中、土木部では、公共工事は事業

継続という方針のもと、コロナ禍の想定以上の

長丁場に備え、さらなるリモート化の推進を検

討してまいりました。

その結果として、9月定例会において、ウェ

アラブルカメラを5台導入する費用として624
万2,000円を計上し、現場と事務所とを専用カメ

ラ等でリモート化して、接触の機会を極力減ら

すとともに、業務の効率化につなげたいと考え

ております。

事業の概要といたしましては、県が購入する

ウェアラブルカメラを現場と施工業者に貸し出

し、地方機関の専用端末にて段階確認、材料確

認や、高所や足場が悪い場所でのハンズフリー

現場確認などを行うなどをするもので、遠隔地

にある現場が多い本土地区の大規模な工事で、

年間10工事程度を実施する予定にしておりま

す。

以上で説明を終わらせていただきます。

よろしくご審議賜りますようお願いいたしま

す。

【山本(由)分科会長】 ありがとうございました。

以上で説明が終わりましたので、これより予

算議案に対する質疑を行います。

質疑はありませんか。
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【宮本委員】それでは、質問をさせていただき

ます。

まず、部長から説明いただきました資料の中

で、本年7月の豪雨による被災施設の復旧等に

かかる費用ということで、歳出予算が総額約55
億8,000万円ありました。いただいた資料の中で、

公共工事の一覧がありまして、この事業だけ確

認をさせていただければと思うんですが、佐世

保市の牧の地地区です。これは6億3,000万円に

なっていますが、規模としては結構大きいのか

なと思っています。

この現状はどうなっているのか、まず確認を

させてください。

【鈴田砂防課長】 今年7月の豪雨で被災を受け

た牧の地地区の災害関連緊急地すべり対策事業

に関するお尋ねでございます。

7月8日に牧の地地区で地すべりの現場の変

状が見られまして、その後、7月10日に大規模

な地すべりが発生いたしました。その後、7月
に降り続いた雨で、7月24日に地すべりを起こ

した土砂が下流の方に流れ下るというような被

害の増大が見られました。

これに対しまして、県の方で緊急的に調査に

入り、また、国の方からも調査に入っていただ

き、まずは、応急の対策として、普通河川が流

れておりまして、その川の水が被災した土砂の

中に入り込まないように、応急的に水路をつく

るべきだということで、仮水路、排水管の設置

に取りかかりまして、今、それが完成したとこ

ろでございます。

それと併せて、国の土木研究所のご意見を踏

まえまして、地下水の排除も応急的にするべき

だということで、地下水排除のボーリング工事

を2カ所いたしまして、これについても、先週

完了したところでございます。

今後は、今回上げさせていただいております

6億3,000万円の補正予算を使いまして、応急的

に水を抜いたりしましたけれども、まだまだ足

りませんので、地下水があることが地すべりの

要因となりますので、地下の水を抜く、あとは、

滑った土塊を止めるということで、擁壁とかア

ンカー工事を進めていきたいと考えているとこ

ろでございます。

【宮本委員】ありがとうございました。地下水

が原因ということで、地下水をまず排除という

ことで確認いたしました。

これは、完全に復旧するまでどのくらいの工

期を予想されているのか、かかるのかというの

を確認させてください。

【鈴田砂防課長】この牧の地地区の緊急地すべ

り工事につきましては、事業としては、先行し

て国との協議が整いまして、国の事業の採択は

受けたところですけれども、これから地質調査、

ボーリング調査とか詳細な設計が入りまして、

それを受け、国と工法の協議をさせていただき、

詳細な対策工法を決めますので、地すべりのボ

ーリング調査とかを含めまして、やはり半年近

くはかかるかなと。その協議が整ったところで

工事ということですので、来年いっぱいから来

年度末を目標にというような形になってくると

思います。

【宮本委員】わかりました。結構大規模ですの

で、一刻も早くということですね。再度、要望

させていただきます。

恐らく、まだ避難されている方がいらっしゃ

いますので、その方々たちの不安を取り除くた

めにも、一日も早い復旧工事をお願いしたいと

思っております。

もう一点、これについて、これは全額国費、

県費とかというのは一部入っているんでしょう
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か。そこを確認させてください。

【鈴田砂防課長】これは通常の地すべり対策事

業と同じような地すべりの対策事業でございま

して、通常でありますと、地すべり事業は2分
の1が国の負担、2分の1が県の負担となってお

ります。

ただ、この牧の地地区につきましては、普通

河川に地すべりが及ぼしているということです

ので、河川に悪さをしているような地すべりに

ついては、国が3分の2を負担して、県が3分の1
というふうになっておりますので、そういう負

担割合で事業を進めていくことになります。

【宮本委員】ありがとうございました。一刻も

早い災害の復旧を改めて要望いたします。

それと、今回の災害についてということで約

55億7,000万円計上、歳出予算ですけれど、災

害がないことが一番なんですが、こういった災

害が起こった時には、どうしても早期復旧工事

となります。

別の角度からの確認なんですが、このような

形で歳出予算が計上されました。今後、このよ

うな形で工事が出てきますね。これが県内の建

設業の方々にどのような影響、どのような波及

効果がくるのか、及ぼすのか、そこのところの

確認をさせていただければと思いますが、よろ

しいでしょうか。

【田中監理課長】今回の災害関係の工事の発注

先ということでお答えしたいと思いますが、基

本的には県内の建設関係の企業に発注するとい

うことになろうかと思っております。

【宮本委員】ありがとうございました。こうい

った形で災害がないのが一番なんですけれども、

やっぱり頻繁に、年々増えてきているかと思い

ます。しっかりと県内の建設業の方々とも、い

ろんな形で意見交換をしていただいて、スムー

ズに工事が発注、そしてまた、進捗できるよう

に、県としても指示をしていただければと思い

ます。

もう一点だけ、先ほど説明がありました繰越

明許費についてです。いただいた資料をいろい

ろ確認したんですが、「新・担い手3法」とい

うのがありまして、なかなか理解しにくいとこ

ろがあるんですが、9月定例会における繰越明

許費の計上についてと、説明がありました。適

正な工期を確保する、そしてまた、平準化をと

いうことが言われていましたが、今までずっと

ゼロ県債というのを発行して、平準化には努め

ていたかと思います。この9月定例会において

繰越明許費を計上することによって、さらに平

準化が進むという理解でよろしいんでしょうか。

その確認をまずさせていただければと思います。

【川添建設企画課長】これまでとちょっと違う

動きといたしまして、先ほど課長補足説明であ

りましたように、昨年6月、法改正があってお

ります。その中で、発注者が必ず実施しなけれ

ばならないというところの中に、平準化と適正

な工期設定というのがございます。

これまで県では、今から始まる第3四半期の

分については、標準工期というか、適正な工期

がなかなかとれない工事を結構発注していた実

態がございます。それが不調不落とか、どうし

てもそういう事象を招くようなことがありまし

て、今、全国的に、特に今年度から、この9月
定例会でこういった繰越を上げるというような

動きは、動いております。それは、先ほど申し

ましたように、6月の法改正を受けて、こうい

った手続をとって、きちんとした標準工期をと

りなさいということで動きがございます。

そういったのが背景にあって、これまでと違

う形で、今回計上するというようなことにして
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おります。

【宮本委員】わかりました。全国的な流れとい

うことですね。令和元年6月の新・担い手3法の

一部改正によりということで、全国的な流れで

こうなっていくんですよということを一定理解

いたしました。

説明でもありましたとおり、安易な繰越が生

じないように注意していただきたいなと思うの

と同時に、平準化については、県内を分けて、

県北、県央、県南、果たしてそれぞれの地域別

で見た時に、今現在、平準化がとれているのか

どうかというのは、ちょっと疑問に思うところ

はあるんですけれど、偏りがないかどうかとい

うのを確認したいんですが、こういった形で9
月定例会において繰越明許費を計上することに

よって、それが今あるかどうか、それも確認を

したいんですけれども、今の中で県北、県央、

県南、この地域別で見た時に、平準化がちょっ

と下がったりとかする部分があるのかどうか。

そしてまた、今回こういったことをすることに

よって、それがさらにフラットになるのかどう

か、そこの確認をさせてください。

【川添建設企画課長】今、全国的な平準化とい

うものの指標として、平準化率というのがあり

ます。平準化率というのは、年間を通して手持

ちの工事量に対して、特に年度当初の4月、5月、

6月が非常に少なくなるというようなことで、

その3カ月間の平均が、年間の平均に対してど

のくらいなのかというところが大きな指標にな

ります。

そうした中で、今、地方機関ごとにどうなの

かというご質問でしたが、例えば島原等は約

95％と、非常に平準化がやられているというよ

うな状況がございますが、今ご質問がありまし

た県北は64％と、あまりいい結果ではございま

せん、全てとしましてですね。ただ、例えば長

崎でも、長崎振興局は8割を超える平準化率が

あるんですけれども、港湾系になりますと5割
とか、やっぱり業種によって、あるいは年度に

よってこの辺は違ってくるので、一概にどこの

地区が低いとか高いとかという状況は言い切る

ことはできないんですけれども、長崎県もこう

いった平準化率を上げることが非常に大事だと

思っているので、今回、こういう提案をさせて

いただいて、そこら辺に努めていきたいと思っ

ています。

【宮本委員】 わかりました。そうですね、県北

は64％というのがありますが、業種によってば

らつきはあるということもあります。

そうですね、いろいろお声をお聞きいたすと

ころではあるんですけど、できる限りその平準

化率というものを鑑みていただいて、こういっ

たことをすることによって、地域別の格差をな

くすというか、それぞれ万遍なく発注ができて

くればというふうに思っていますので、今後と

もしっかりまた、私自身も見ていきたいと思い

ますから、よろしくお願いいたします。

【山本(由)分科会長】 ほかに質疑はありません

か。

【宅島委員】 課長補足説明の令和2年度9月補

正、建設工事等リモート化導入事業費なんです

けれども、これで見ますと、導入予定数は5台
で624万2,000円ということで、1台当たりにし

てみたら100万円ぐらいかかるので、高いかな

と思うんですけれども、実際、これを導入する

ことによって、県庁の職員の方たちが現場に行

く回数が少なくなって、仕事の効率化が図れる

ということでの試行的な導入という認識をする

んですけれども、仮に、これが本当にうまくい

きはじめるのであれば、それぞれの建設会社さ
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んたちにも協力をしていただきながら、例えば

各社にウェアラブルカメラを購入していただい

て、きちんと県と連携をするとかという考えは

あるんでしょうか。

【川添建設企画課長】まさに今、宅島委員がご

質問されたことが、6月定例会で山下議員のほ

うからご質問がございました。

今回は、県が買って、それを業者に貸し出す

というような仕組みなんですけれども、やはり

将来的には、これが、例えば会社で購入をされ

るということになると、現場と会社の本社とい

うか、事務所とつないで、それによって、ある

意味分業化というか、今、現場の技術者が、昼

間の仕事が終わって事務所に戻って、それを整

理すると、そういったので長時間労働なんかを

招いているところがございます。

そういったことが、現場と事務所がリアルタ

イムでつながるということであれば、いろんな

資料等の整理がそこで終わると、昼間の段階で

終わるということになれば、そういった長時間

労働問題の解決にもつながりますし、さらには、

若者、あるいは女性といった人たちの、現場じ

ゃなくても、活用の仕方が新たに生まれるとい

うようなことも将来的には見込んでおりまして、

まずは、今回の補正でこういったのを導入して、

こういったことを図っていきたいということで

考えております。

【宅島委員】ありがとうございます。今の課長

の説明のとおりいけば、大変すばらしい政策じ

ゃないかと思いますので、しっかり検証してい

ただいて、今後、働き方改革や、また、各振興

局の技術職員の皆様方の仕事の軽減とか、本庁

の方たちもそうですけれども、しっかりネット

ワーク、建設業もよくなるし、自治体もよくな

るということで期待をしておりますので、しっ

かり取り組んでいただきたいと思います。

ありがとうございます。

【山本(由)分科会長】 ほかに、予算に関する質

疑はありませんか。

【田中委員】 今回の補正で、予算総額は1,154
億円という話になっているんだけれども、例年

に比べて事業の規模感はどんな感じですかね。

土木部予算1,154億円、例年の流れからすると。

ちょっと教えてください。

【田中監理課長】公共工事の推移という形での

ご回答になりますが、平成23年が、公共工事が

非常に減ってきたという経緯がございまして、

当時の最終予算でいきますと515億円という状

況でございます。これが平成26年ぐらいから少

しずつ上昇に転じてきておりまして、現在が、

9月補正後で、公共事業ベースで809億4,300万
円という状況でございまして、先ほど申し上げ

ました平成23年度の減少時と比較いたします

と、157％というような状況になっております。

【田中委員】少しずつ増えているという認識で

はいいわけね。

県下の建設業界の動向をちょっと知りたいん

だけれども、増えているという感覚があるのか

な、建設業界にね。どうも衰退業界みたいなイ

メージがあるのが残念なんだけれども、建設業

界そのものがね。

それはそれとして、どうですか、1,154億円、

実事業費は809億円と言ったかな。もう上半期

が大体終わりそうですよね、9月で上半期がね。

10月から下半期になるので。発注率はどんな感

じですか、土木部は。

4月にはコロナが発生しているのが、大体動

きとしてはあったよね。4月にはコロナがね。

だから、今年はこういう年だから、早めに発注

してやらなきゃいかんなというような話があっ
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たのかどうか。上半期の発注率はどんな感じで

すか。

【田中監理課長】 現在の発注状況は64％とい

う状況でございます。

【田中委員】 県下で64％ね。

監理課長の肌で感じて、64％発注しているけ

れども、実際工事が始まっているのがどのくら

いだと思いますか。64％発注しているから、工

事が始まっているのが64％というのは、ちょっ

と無理だな。私の感覚でも、ある事業なんかは

6月末に発注していて、9月末になってもまだ全

然、何も見えない、現場。3カ月たっても、何

の形跡もない。

そういう感じであるならば、やっぱり業界の

平準化というのはわかるけれども、あなたたち

は若干無理してでも、上半期に発注できるよう

な体制をとるべきだ。そうせんと、1年間の予

算がもったいない。発注時期だけでも早めてね。

やろうと思えばできるんだから、発注を早める。

そうすると、業界が平準化で先延ばしするなん

ていう話じゃなくても、発注さえ先にしている

と、業界でやりますよ。

発注の時期が例年に比べてどうなのか。コロ

ナだから、発注を早めにやってやらなきゃいか

んなというような体制ができていたのかどうか、

土木部は。現場の体制は、どうですか。

【川添建設企画課長】昨年と比べまして、今の

手持ちの工事量等は、昨年を上回る規模で発注

はしております。

先ほど委員ご指摘の、委員の近くの工事には

該当するかどうかわかりませんが、昨年から、

要は働き方改革の一環として、余裕工期制度と

いうのを設けているんです。それは60日間ぐら

い与えて、工事のスタートを、いろいろ準備期

間等がありますから、どこからでもいいですよ

というような制度を設けています。

今、3,500万円ぐらいの道路工事を想定します

と、まず、入札手続で30日、余裕期間で60日、

そして、実際の工期が200日ぐらいあって、大

体10カ月ぐらい、3,500万円の工事でも10カ月

ぐらいかかるというような状況の中で、今回提

案をしているんですけれども、今、業界の感触

としては、特段我々の方に、仕事が例年よりも

少ないとか、そういう話は入っておりませんし、

現場の方も、そこそこの稼働は見られるという

ような認識をこちらとしてはしておるというよ

うな状況でございます。

【田中委員】あくまでも体制がどうなのかとい

う感じがするんだよね。

今の感じで言うと、3月末には、もう完了で

きないような体制になっているわけね、6月に

発注して。6カ月ぐらいの工事期間を設けると

いうことになると、来年の3月まで発注は。最

初から、年度内に収めるような体制になってな

いという話だね。そうでしょう、今の話だと。

そうなるだろう。最初から1年内に収めるとい

う感覚になってない。

平準化というのは、そういう意味じゃないん

だよ。業界に対しての平準化というのはわかる

けれども、仕事がアンバランスだからね。しか

し、役所体制としてはできるんだ、1年内に収

めることは、できるだけ。そうしないと、せっ

かく予算がついたよと言っても、それは半年ぐ

らい先から始まって、下半期の発注になると、

それこそ最初から無理でしょう。もう6カ月ぐ

らいは、間違いなく繰越になる。最初からの繰

越だな。そういう体制になっているとすれば、

予算の年度の関係で言うと、やっぱり問題があ

るな。あくまでも繰越は繰越だよ。

昔の繰越は、出納閉鎖までの繰越が多かった
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んだよ。今は完全に最初の計画から、半年ぐら

いは先に。だから、今年度予算が今年度に使わ

れているという感覚が、最近の工事ではしなく

なったね。あれっ、これはどこの予算でやって

いるんだと、いや、去年の予算が繰越てまして

という話だね。1年ぐらい先でこう、そういう

感覚が若干あるんでね。

もう一回原点に戻って、できるだけ早めに、

皆さん方は大変だろうけれども、発注を早めに

やれば、ある程度スムーズにいくと思うんだけ

れどね。そうしないと、予算はもったいないよ。

どのくらい契約時に業者に出しているのか知ら

ないけれども。

長崎県が、今だって、1日に利息だけで1,700
万円ぐらい使っているんだよ。1日の利息だけ

で、県が払っている利息、1,700万円ぐらい。毎

日、毎日、1,700万円ぐらいの金利を払っている

んだよ。そういう感じで予算が執行されている。

やっぱりできるだけ予算がついた、仕事を早め

にやる、完了はできるだけやってもらう、そう

いう流れをつくっていかないと、少し安易にな

っている感じがするんで、あえて。ということ

です。

【有吉土木部技監】 今、委員ご指摘のとおり、

昔というか、私も経験する中では、やはりでき

るだけ早く発注して、業者の方に仕事を持って

もらって、できるだけ早く終わってもらうと。

今年度中の予算は今年度中に執行していただく

ということに重きを置いてやっていましたが、

先ほどから建設企画課長も説明しているように、

やはり働き方改革という考え方の中で、適正な

工期、余裕工期等を設定して、やはり業者さん

が1年間を通じて万遍なくといいますか、波が

あまりなく仕事量があって、業者さんの能力を

最大限発揮できるような発注の仕方ということ

を、今求められているところがありますので、

委員ご指摘のこととバランスをとりながら、可

能な限り予算は年度内に消化するということを

踏まえつつ、適正な工期、働き方改革というこ

とも進めていきたいと思って、今進めています。

今後もそういう観点でやっていきたいと思い

ますので、よろしくお願いします。（「発注を

早めればいいんだ」と呼ぶ者あり）

【山本(由)分科会長】 ほかに、予算に関する質

疑はございませんか。

【溝口委員】先ほど宮本委員が聞きましたけれ

ども、繰越明許費の方です。工期の適正化と平

準化ということでやっていく、その繰越明許費

だということですけれども、いつもは11月と2
月にやっていたと思うんですけれども、それで、

今回9月に上がったということは、繰越明許費

は、今までとしたらものすごく多くなってくる

んじゃないかという気がするわけですけれども、

大体どのくらい繰越明許費が、現在までとした

ら増えていくのかどうか、そこら辺についてお

尋ねしたいと思います。

【田中監理課長】今回、計上させていただいて

ます繰越明許費につきましては、現時点で把握

できるものを繰越明許費として計上させていた

だいているところでございます。

今後、このように制度が若干変わる中で、今

年度に限って比べてみますと、やはり増加する

傾向にはあるのかなというふうには考えており

ます。

ただ、それは具体的にどの程度増えるかとい

うことにつきましては、個々のケースを十分検

討していく必要があるということで考えており

まして、現時点では、その数字というものはな

かなか明確にできる状況ではございません。

来年度以降につきましては、当初予算におき
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ましても、既に明らかに翌年度に工期がわたる

ということがわかっているような状況になれば、

繰越明許費ということではなくて、債務負担行

為をとらせていただくというような方法もある

かと考えておりますので、そのあたりは検討し

てまいりたいと思っております。

【溝口委員】 今回の繰越明許費は9月からとい

うことですけれども、働き方改革でそのように

なってきたのだということですけれども、やは

り私たちとしては、繰越明許費をなるだけ抑え

て、できるだけ発注していただきたいというの

が今までの考えでしたので、その辺については、

やはり私たちも、今後は考えを改めていかない

といけない部分があるんですけれども、今回の

新しいやり方の中で、そうしたら、平準化とい

うことであれば、年間を通してある程度仕事が

発注できていくということで考えていいわけで

すかね。

【川添建設企画課長】 長崎県は、今、平準化率

というのが、九州でもワースト2の状態でござ

います。去年から、全国でも平準化が悪いとこ

ろについては、「見える化」といって、国の方

が直接ヒアリングをされる。去年は、長崎市の

方がされております。

平準化をすることによって、いろんな労働環

境も、今までは発注量がない時には仕事がなく

なったりして、逆に仕事が忙しい時には、週休

2日も、今、我々はやろうとしていますけれど

も、休めない、残業も多い、そういった一面が

ございます。

さらに、資機材も、閑散期とピーク時では、

閑散期には重機も動かない。しかし、忙しい時

には、そういうのが逆に足りないと。そういっ

た意味から言うと、この平準化というのが、建

設業界にとってはすごく大事なことだというふ

うに思っています。今回、こういった繰越を、

11月を9月に前倒しすることによって、そうい

った平準化が多少図られると。

先ほど田中委員の方からご指摘がありました、

今回の設定をすることによって、今まで発注し

ていたものを後ろ倒しに持っていくというよう

な発想ではなくて、我々としては、執行計画と

いうので、9月までにどのくらい発注するかと

いう目標を立てていまして、それは従来どおり

変わらないんです。今回出そうとしているのは、

第3四半期に発注する以降については適正な工

期がとれないと。その分については、今回、繰

越手続をきちんととった上で、適正な工期で発

注をしたいと。発注できるものに関しては、今

までどおり早期に発注をやります。

そういった意味から言うと、我々の方が、今

回の設定をすることによって、工事を安易に遅

らせたり、そういうことをするようなことでは

ないというふうに思っております。

【溝口委員】 わかりました。ただ、工期の適正

化ということになると、それを設計の段階でち

ゃんと決めていくと思うんですけれども、その

辺についての適正な工期というのをどのように

定めていこうとしているのか、そこら辺につい

てお尋ねしたいと思います。

【川添建設企画課長】 適正な工期というのは、

我々の方は標準工期というのを国の方から示さ

れていまして、それは工種ごと違うんですけれ

ども、それをもとに、それプラス、先ほど言っ

たような余裕工期とか、そういうのを見込んだ

発注の仕方をします。

ただ、これまでが、そこを変に繰越とか手続

をとってない中で、とりあえず3月まで発注を、

工期をかけて。その後、どうしても3カ月足り

ないので繰越で延ばしていましたと。そういっ



令和２年９月定例会・環境生活建設委員会・予算決算委員会（環境生活建設分科会）（９月２５日）

- 14 -

たのが、今回是正がされるというふうに考えて

おります。

【溝口委員】わかりました。建設業界とこちら、

発注する方とが、それがうまくいけば、1年間

きれいに回っていくということでございますの

で、ぜひその辺については、また今後とも研究

しながらやっていただきたいと思っております。

それと、今回の補正で55億7,600万円組んで

いるんですけれども、特に7月の豪雨とか、9月、

10月の台風によって、土木部に対する被害、そ

れが件数でどのくらいあっているのか、その辺

についてお尋ねしたいと思います。

【浦瀬河川課長】 今年度の7月の豪雨におきま

す被害につきましては、今回、補正予算を計上

させてもらっていますけど、道路で約7億9,000
万円、河川で25億円、砂防施設で約3億7,000万
円ということで、ほとんどの道路、河川関係に

ついては、この7月豪雨での災害、被害が多く

ございました。その中で浸水被害等についても、

郡川、佐奈河内川を含めて、特に大村市周辺で

浸水被害等が発生しております。

また、その後の台風におきましては、河川、

道路関係では、被害額とすれば少のうございま

して、今回の補正予算につきましては、7月の

豪雨においての不足分を計上させてもらってい

るという状況でございます。

そのほか、港湾とか漁港については、台風被

害が別にあっております。

【平岡港湾課長】 台風9号・10号についての被

害でございますけれども、後ほどの委員会の方

で、課長補足説明で説明させていただこうとい

うふうに考えております。

現在のところ、箇所数としましては、台風9
号に関しましては30カ所で、被害額が約10億
7,000万円、台風10号に関しましては23カ所で、

約6億8,000万円となっております。

【溝口委員】なるだけ安全・安心に暮らしてい

くためには、やはり災害をなくすような取組を

していかなければいけないと思っておりますの

で、特に災害があったところは、すぐに予算化

して対策をしていただくように、今申しておき

たいと思っております。

よろしくお願いいたします。（「訂正をさせ

て」と呼ぶ者あり）

【田中委員】 さっき私が、長崎県の1日の金利

払いが1,700万円と言ったけど、正確には2,750
万円の間違いだからね。1日2,750万円、長崎県

は毎日金利を払っているのよ。だから、お金を

もうちょっと大事にしてくれ。

【徳永委員】先ほど建設企画課長から説明があ

った平準化の問題ですけど、そもそも早めに発

注をするということが、この工期の設定と、年

度内に終わるというのがあるべき姿だと思うん

ですけど、ただ、これは、土木部長は国から来

られていますけれども、単独事業と違い公共事

業は、やはり国の予算が決定をしなければ、県

としても発注ができないと、そこがやっぱり非

常に大きなリスクというか、問題点があったと。

だから、本当は国が早く予算を決定していただ

くといいんですけれども、しかしながら、これ

は当然、国の問題でありますから、その予算を

いただいて執行するというのが県の仕事であり

ます。そういう中で、今回、この平準化と繰越

をずらすということ、これは国の方針というこ

とで、我々もそれは評価します。

そういう中で、ただ、繰越をするだけではな

く、私は、現在の働き方改革の中でもう一つ考

えなければいけないのは、早く発注ができなけ

れば、工事の中の設計の問題です。従来どおり

の設計でいいのか、今の時代に合った設計、工



令和２年９月定例会・環境生活建設委員会・予算決算委員会（環境生活建設分科会）（９月２５日）

- 15 -

法のやり方をするのか、こういうところも考え

ていかなければ、当然、人手不足は言われてお

りますし、もっと近代的ないろんな工法を研究

しながらやるということもあると思いますけれ

ども、そういうところはどうなんですか。

【川添建設企画課長】まさに今、徳永委員が指

摘されたようなことが、特に、建設業界は担い

手不足という中で、人手不足という中で、いか

に工期内に仕事を効率的に進めるかというのが、

ここ数年、国の方でも重要な課題となっており

ます。

そのため、ＩＣＴ、最先端の技術を使いなが

ら、できるだけ人力を減らして工事を進める。

あるいは、コンクリートも、生コンで現場を打

つんじゃなくて二次製品化を進めると。そうい

ったことで、いかに省人力化、さらには、時間

も短縮して行うと。そういったことに、今現在、

世の中は動いておりますので、長崎県もそこに

はきちんと対応しながらやっていこうというふ

うな取組をやっています。

【徳永委員】そこは、課長からやっているとい

うことで、評価をいたします。

今後、繰越が、そういう働き方改革でよしと

いうような、そういう考えになれば、これはま

た、あまりよくはないですから、なるべくそう

いったものを研究しながら、まずは、とにかく

平準化、早めに発注をして、そして年度内に終

わるという仕事。それには、先ほど何回も言い

ますように、予算の問題、いろいろありますけ

れども、やはり私は、先ほど述べたように、い

ろんな研究をしていくことも大事だと思います

ので、そういうところもしっかり部内で研究し

ながらやっていただきたいと思っております。

【山本(由)分科会長】 ほかに、予算に関する質

疑はございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

【山本(由)分科会長】 ほかに質疑がないようで

すので、これをもって質疑を終了いたします。

次に、討論を行います。

討論はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

【山本(由)分科会長】 討論がないようですので、

これをもって討論を終了いたします。

予算議案に対する質疑・討論が終了しました

ので、採決を行います。

第110号議案のうち関係部分及び第111号議

案については、原案のとおり、それぞれ可決す

ることにご異議ございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

【山本(由)分科会長】 ご異議なしと認めます。

よって、予算議案は、原案のとおり、それぞ

れ可決すべきものと決定されました。

しばらく休憩します。

― 午前１０時５１分 休憩 ―

― 午前１１時 ０分 再開 ―

【山本(由)委員長】 委員会を再開します。

次に、委員会による審査を行います。

議案を議題といたしますが、所管事項等につ

いても併せて説明を求めます。

まず、土木部より総括説明を求めます。

【奥田土木部長】 土木部関係の議案について、

ご説明いたします。

環境生活建設委員会関係議案説明資料 土木

部をお開きください。また、これに加え追加1
をお配りしておりますので、そちらも併せてご

覧ください。

今回、ご審議をお願いいたしておりますのは、

第117号議案「訴えの提起について」であり、

その内容は記載のとおりであります。
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なお、補足説明資料を配付させていただいて

おります。

続きまして、議案外の報告事項について、ご

説明いたします。

（和解及び損害賠償の額の決定について）

令和元年及び令和2年に発生した県の管理瑕

疵による事故の和解及び損害賠償の額の決定7
件を、専決処分させていただいたものであり、

内容は記載のとおりであります。

（起訴前の和解について）

県営住宅の明渡し及び滞納家賃の支払いにつ

き、起訴前の和解の申し立て2件を専決処分さ

せていただいたものであり、内容は記載のとお

りであります。

（公共用地の取得状況について）

令和2年5月1日から令和2年7月31日までの土

木部所管の公共用地の取得状況については、諫

早市における一般県道諫早外環状線道路改良工

事（諫早インター工区）ほか5件であります。

続きまして、土木部関係の主な所管事項につ

いて、ご説明いたします。

（令和2年7月豪雨災害について）

去る7月6日から7日にかけて、活発化した梅

雨前線の影響により全国的に広い範囲で大雨が

降り続き、県内においても、6日夕方には、警

戒レベル5相当の大雨特別警報が発表されるな

ど各地で記録的な豪雨となりました。この大雨

により、県央、県北、長崎を中心に災害が発生

し、土木部関係の公共土木施設の被災状況は、

8月5日時点で県管理施設は85カ所で被害額は

約40億円、市町管理施設は227カ所で被害額は

約44.7億円に上っております。

特に、大村市においては、線状降水帯の通り

道となり、二級河川郡川水系の支川佐奈河内川

では、越水及び破堤により流域の家屋115戸が

浸水の被害を受けました。

その他の地域においても、7月8日に佐世保市

小川内町で発生した地すべりが、10日、24日に

範囲が拡大し、13世帯42名の方が避難を余儀な

くされたほか、主要地方道平戸生月線において

は、7月24日朝方の大雨により斜面が崩壊し、

前面通行止めとなるなど県内各地に被害をもた

らしました。

なお、今回の豪雨災害で熊本県球磨川流域に

甚大な被害が発生しましたが、本県としても、

7月28日から球磨村へ土木技術職員2名を派遣

し、道路、河川等の早期復旧に向けた災害査定

業務等の支援を行っております。

引き続き、関係市町等との連携を図りながら

被災した県内公共土木施設の本復旧に全力を注

ぐとともに、県外被災地の復旧・復興に向けた

支援も行ってまいります。

（台風9号及び10号による公共土木施設被害に

ついて）

去る9月2日から3日にかけて本県に最接近し

た台風9号、また9月6日から7日にかけて県内全

域を暴風域に巻き込んだ台風10号は、県内各地

において港湾施設等の公共土木施設に被害をも

たらしました。

被災箇所については、速やかに応急対策を実

施するとともに、関係市町等との連携を図りつ

つ、早期復旧に全力を注いでまいります。

このほか、今回ご説明いたしますのは、石木

ダムの推進について、新型コロナウイルス感染

症にかかる公共工事への影響について、九州新

幹線西九州ルートの建設促進について、長崎市

中心部における交通結節の強化について、長崎

県総合計画チャレンジ2020の数値目標の進捗

状況について、新たな総合計画の策定について、

公共事業の再評価、事後評価について、一般競
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争入札において入札参加者が1者のみの場合の

取扱いについてであり、その内容は記載のとお

りであります。

なお、長崎市中心部における交通結節の強化

について、一般競争入札において入札参加者が

1者のみの場合の取扱いについて、台風9号及び

10号による公共土木施設被害については、補足

説明資料を配付させていただいており、内容は

記載のとおりであります。

以上をもちまして、土木部関係の説明を終わ

ります。

何とぞ、よろしくご審議を賜りますようお願

いいたします。

【山本(由)委員長】 次に、住宅課企画監より補

足説明を求めます。

【小山住宅課企画監】 第117号議案「訴えの提

起について」、補足してご説明いたします。

お手元の課長補足説明資料1ページをお開き

ください。

本件は、県営住宅の明渡し請求及び家賃相当

損害金の支払いを求めて訴えを提起しようとす

るものであります。

この方は、もともとの名義人である父親と二

人で県営住宅に入居しておられましたが、平成

30年11月に父親がお亡くなりになり、翌月12
月に県庁にお見えになられた同人に対し、承継

入居基準を満たしていないため、平成31年3月
までに退居するよう求めました。

しかしながら、その後も入居を継続され、家

賃相当分の支払いも2回行われただけで滞りま

したので、催告書を送付するなど連絡を試みま

したが、応答がない状態が続きました。

そのため、催告及び契約解除通知書を令和2
年3月に、訴訟を前提とした県営住宅明渡請求

書を令和2年6月に送付いたしましたが、現在も

入居を続けており、家賃相当分のお支払いもな

く、連絡も全くいただけない状況でございます。

正規入居者に対する滞納家賃についての訴え

の提起は、地方自治法第180条第1項に定める専

決事項として対応させていただいているところ

でございますが、本件は、県営住宅の不正入居

者に対し建物の明渡しと家賃相当損害金の支払

いを求めるものですので、地方自治法第96条第

1項第12号の規定により、議会の承認をお願い

するものであります。

よろしくご審議を賜りますようお願いいたし

ます。

【山本(由)委員長】 次に、都市政策課長より補

足説明を求めます。

【植村都市政策課長】長崎市中心部における交

通結節の強化につきまして、去る7月31日に検

討会議を開催し、基本計画を取りまとめました

ので、補足して説明いたします。

課長補足説明資料の2ページをご覧ください。

長崎駅周辺における鉄道と路面電車・バスと

の乗り継ぎ利便性の確保や、松が枝埠頭への公

共交通機関でのアクセス向上などを図りますた

め、昨年8月に「長崎市中心部の交通結節等検

討会議」を立ち上げました。これまでに検討会

議を3回、実務レベルの幹事会を5回開催しまし

たほか、交通機関利用者等へのアンケート調査

も実施し、課題の抽出から基本方針の設定、対

策案の検討を行ってまいりました。

3ページをご覧ください。

検討会議は、実効性のある計画を策定するた

め、国・県・長崎市・学識経験者に加え、鉄道・

路面電車・バス等の交通事業者や地元の経済団

体にもご参画いただき、様々な立場から意見を

交わしてきたところであります。

4ページ以降が、今回取りまとめた基本計画



令和２年９月定例会・環境生活建設委員会・予算決算委員会（環境生活建設分科会）（９月２５日）

- 18 -

でございます。

5ページ、6ページは、長崎市を取り巻く情勢

についてまとめたものでございまして、人口減

少とともに公共交通機関の利用者も減っており

ますが、その一方で、クルーズを含む観光客の

増加や、相次ぐ都市開発プロジェクトの進行な

ど、まちの活性化につながる要素もございます。

7ページ、8ページには、計画策定の背景を記

載しており、各プロジェクトを有機的に結びつ

け、地域活力の向上を実現するため、都市再生

に関する事業を推進しておりますが、拠点間の

連携・回遊に不可欠な交通結節機能につきまし

ては、具体的な取組が進んでいなかったことか

ら、改めて計画を定め、強化を図る必要がある

旨を述べております。

9ページには、各地区における交通結節上の

課題を記載しており、長崎駅周辺では、駅舎の

移転によって、バスや路面電車との乗り継ぎが

不便になること、バス停が分散していてわかり

にくいこと、電停がバリアフリーに対応してい

ないことなど、また、松が枝周辺につきまして

は、クルーズ船と公共交通機関とのアクセスが

不十分であること、仮に路面電車を延伸したと

しても、長崎駅方面への直通運行ができないこ

となどを挙げております。

10ページには、これらの課題を踏まえた交通

結節機能強化の基本方針を記載しておりますが、

11ページ以降に具体的な整備イメージをお示

ししておりますので、そちらで説明させていた

だきます。

まず、11ページの長崎駅周辺地区についてで

すが、交通局が進めておりました新駅舎北側へ

のバスターミナルの移転計画を見直し、大黒町

側に新たなバスターミナルを整備しますととも

に、その前面の国道上に路線バスの停留所を北

向き・南向きそれぞれに集約いたします。また、

バスターミナルと駅側とを動く歩道のついた歩

行者デッキで結び、デッキと電停・バス停との

間の昇降設備としてエレベーター及びエスカレ

ーターを設置いたします。これにより、各交通

機関の乗り場がわかりやすくなることに加え、

乗り場間をスムーズに移動できるようになり、

鉄道や高速バスと路面電車・路線バスとの乗り

継ぎの利便性が大幅に向上するものと考えてお

ります。

ただし、これが実現するまでには相当な時間

を要しますので、新幹線開業時には、暫定的な

対策を講じることが必要でございまして、その

内容を12ページにお示ししております。

具体的には、駅前交通広場に一定数の路線バ

スを引き込むことに加え、既設の歩道橋にエレ

ベーターを設置して、電停のバリアフリー化を

図り、最低限の利便性を確保いたします。

13ページは、松が枝周辺地区などの整備イメ

ージでございます。松が枝周辺地区については、

クルーズ岸壁の背後に複合交通ターミナルを整

備し、路面電車の軌道をそこまで延伸しますと

ともに、新地中華街付近の分岐部の改良や出島、

メディカルセンター間への短絡軌道の新設によ

って、長崎駅方面への直通運行の実現を図りま

す。これにより、大量のクルーズ客が市内、県

内各地へ自由に周遊できる可能性が高まり、イ

ンバウンド効果が広く波及することが期待され

ます。

また、大波止周辺地区につきましては、長崎

港ターミナルと長崎駅とのアクセス強化を図る

ため、バスルート及び歩行者動線を整備いたし

ますこと、まちなかについては、出島などの観

光交流拠点への高速バスでのアクセスや観光周

遊バスとの乗り継ぎの利便性を確保するため、
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県庁舎跡地にバスベイと待合所の設置を検討す

ることを掲げております。

14ページは、以上の取組と併せて実施すべき

幹線道路の整備に関するイメージでございます。

長崎駅前を通っております国道の交通量を減ら

さなければ、駅周辺の整備を行う際の大きな制

約となりますので、並行する都市計画道路浦上

川線の交差点改良や立体化を検討し、交通量の

転換を図ってまいります。将来的には、長崎南

北幹線道路の北伸区間・南伸区間を整備するこ

とによって、さらに駅前の通過交通を削減し、

駅側へ路面電車を引き込むことなどについても、

可能性を検討していきたいと考えております。

2ページに戻っていただきまして、今後の進

め方を説明いたします。

長崎駅周辺地区につきましては、今年度から

来年度にかけて、具体的な施設内容や規模、整

備手法などについて検討を行う予定でございま

して、併せて、地元関係者の意向把握や意見交

換を進めて、事業着手に向けた合意形成を図っ

てまいります。

松が枝周辺地区につきましては、平成29年度

から県と長崎市で再開発構想の検討に取り組ん

でいるところでありまして、今後、港湾機能の

配置計画や土地利用計画の検討と併せて、電車

軌道の具体的な延伸ルートなども検討していく

予定でございます。

説明は、以上でございます。

どうぞよろしくお願いいたします。

【山本(由)委員長】 次に、建設企画課長より補

足説明を求めます。

【川添建設企画課長】一般競争入札において入

札参加者が1者のみの場合の取扱いについて、

補足して説明いたします。

課長補足説明資料の15ページをお開きくだ

さい。

まずは、これまでの経緯でございます。

今回の発端は、平成19年9月県議会土木委員

会に提出した契約締結案件についての審議とな

ります。

平成19年10月5日の定例会において、土木委

員会の審査結果並びに経過の概要について下記

の報告がなされ、付帯決議がなされております。

このときの入札の概要ですが、契約案件は、

鷹島肥前大橋の橋桁架設工であり、1企業体の

みの応札、99％の高落札率の結果となったもの

です。

これに対する委員会報告を掲載しております

が、アンダーラインの部分で報告の趣旨を説明

いたしますと、「慎重に審査いたしました結果、

議案につきましては、いずれも異議なく、原案

のとおり可決、認定すべきものと決定」されて

おります。

本案件である第125号議案「契約の締結につ

いて」に関し、「入札に1共同企業体しか参加

せず、結果として、落札率が99％となったこと

は、常識では考えにくく、不自然さをぬぐいき

れない。」、「今後、入札の透明性をより高め

るため、「郵便入札や電子入札に限定した入札」、

「2者以上の参加がなければ入札を実施しな

い」及び「工場製作と架設を一体として発注す

る」の3点について検討したい」との意見がご

ざいました。

これを受け、17ページにございます付帯決議

が決議されております。

委員会報告の3つの検討事項について、入札

事務をどのように改善したかについて、説明い

たします。

①つ目、「2者以上の参加がなければ入札を

実施しない」については、一般競争入札におい
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て、公告文に、「入札参加者が1者の場合は、

当該入札は取りやめます。」と記載するなど、

平成19年10月より運用しております。

②つ目、「郵便入札や電子入札に限定した入

札」にするという件に対しましては、一般競争

入札は平成20年4月から、その他競争入札につ

きましては平成24年1月から電子入札を本格導

入いたしております。これらの対応により、他

の入札参加者を知り得る機会が減少し、談合に

対する抑止効果があったものと考えております。

③つ目、「工場製作と架設を一体として発注

する」という件に対しましては、委員会報告以

降、県発注の工事は全て一体発注しております。

これらのうち、①つ目で説明いたしました2
者以上の参加がなければ入札を実施しないとい

う点が、本日の説明内容になります。

この運用につきましては、令和2年3月に入札

監視委員会よりご意見をいただいております。

委員会といたしましては、「1者のみであって

も、入札時点では他者との競争を想定すること

で競争性はある」との考えであり、さらには、

「3つのポツのような懸案事項が見受けられる

ため、再度検討を行うこと」との意見が提出さ

れております。

こうしたことも踏まえ、県では、改めて制度

運用の問題点、そして、今回見直しの理由につ

いてまとめ、それを19ページの表で示しており

ます。

問題点としましては、入札取りやめ後、再入

札を行っても1者入札となる場合が見受けられ、

競争性が大幅に改善されるわけではないという

こと。逆に、再度入札の手続により、事業の遅

延が起こり支障が生じているという点が挙げら

れます。

見直しの理由については3点、1つ目、平成19

年当時と比較して、電子入札等の実施により競

争性が改善されていること、2つ目、全国の都

道府県の8割近くが1者入札を認めていること、

3つ目、入札取りやめを行うと、再入札で応札

額が引き上げられるリスクや、事業進捗に遅れ

が生じるリスクがあるため、これを排除したい

こと等が理由でございます。

以上のことから、今後は一般競争入札におい

て入札参加者が1者のみの場合の応札を認める

こととしたい考えでございます。

説明は、以上でございます。

【山本(由)委員長】 次に、港湾課長より補足説

明を求めます。

【平岡港湾課長】 台風9号及び10号は、県内各

地の公共土木施設に被害をもたらしましたが、

その中でも特に被害が大きかった港湾施設の被

災及び対応状況について、ご報告いたします。

お配りしております、課長補足説明資料の追

加1をご覧ください。

9月16日9時時点の台風9号及び10号に関わる

港湾施設災害についてまとめたものになります。

今回の台風は、9月2日から3日の台風9号と、

9月6日から7日の台風10号が連続して来襲し、

県内全域を暴風域に巻き込んで、九州の西海上

を北上したため、長崎、県北、五島管内を中心

に災害が発生しております。

港湾関係の被災状況は、台風9号に関しては

30カ所で、被害額は約10億7,000万円、台風10
号に関しては23カ所で、被害額は約6億8,000万
円となっております。

主立ったものは、台風9号での池島港南防波

堤の倒壊と、台風10号での早岐港ハウステンボ

スのマリーナ桟橋破損が挙げられております。

本土と離島を結びます定期航路等につきまし

ては、浮桟橋の連絡橋などを事前に固定して台
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風来襲に備えておりましたが、今回の台風の規

模が大きく、高島港や福江港などで風波により

連絡橋等が被災しております。

定期船の運航に支障が生じましたが、応急工

事を1日程度で完了させ、影響は最小限となっ

ております。

港湾課といたしましては、旅客施設など人の

移動に影響のあるものや、漁業活動に支障を来

すものにつきまして、応急的な復旧を行ってお

り、今後、国の査定を受け、その他の被災施設

を含め、本復旧を実施してまいります。

以上で説明を終了いたします。

よろしくご審議を賜りますようお願いいたし

ます。

【山本(由)委員長】 以上で説明が終わりました

ので、これより議案に対する質疑を行います。

第117号議案に対する質疑はありませんか。

【山田(朋)委員】 第117号議案について伺いた

いと思います。

県の承継基準を満たさないということであり

ますが、これは高齢者住宅なのか、どういった

住宅なのかをまず教えていただきたいと思いま

す。

【小山住宅課企画監】一般の住宅でございます。

【山田(朋)委員】 一般の住宅だけれども、条件

を満たさないということでありますが、これは

所得スライド型の普通の、一般的な県営住宅で

あるという理解でよろしいですか。どういった

ことで満たさないのかを教えていただきたいと

思います。

【小山住宅課企画監】現在の県営住宅の承継入

居基準でございますけれど、まず、1年以上居

住している3親等内の親族で、一定の条件を満

たす者になっておりまして、その一定の条件と

いいますのは、まず、60歳以上の高齢者、身体

障害者・精神障害者等の各障害者がいる世帯、

二十歳未満の子どもを扶養する母子世帯、未就

学児を扶養する者、18歳未満の子を3人以上扶

養する者のいわゆる子育て世帯、それから、生

活保護を受給されている世帯などが対象となっ

てまいりますが、今回の場合、いずれの条件も

満たしていないということでございます。

【山田(朋)委員】 であれば、例えば60歳以下の

方で、今言われたような条件を満たしてないと

いうことで退居を求めたが、このような形に今

なっているようでありますが、今後どのような

形、強制的に退居をいただくのか、こういった

事例があるのかどうか、今後のタイムスケジュ

ールというか、考え方というのを教えていただ

きたいと思います。

【小山住宅課企画監】まずは、協議の場におい

でいただくことが大事だと思っていますので、

まず、訴訟を提起した上で、裁判所にお越しい

ただき、その中で本人さんとお会いして協議を

することになろうかと思います。

その中で、本人さんが自主退去をされるとい

うことであれば、その後は、現在の家賃相当分

の支払いについて、分割払いなどの協議をさせ

ていただくということになりますが、過去にお

きましては、同様に、判決をいただいた後も退

居されなかった方については、最終的には、や

むを得ず強制執行ということで、建物明渡強制

執行を実施した事例もございます。

【山田(朋)委員】 年齢的なことは、この要件は

クリアしてないようですが、健康状態が悪いと

か、働いていないとか、そういったこともない

方という理解ですよね。いろんな条件を、この

人の環境を見た中でこういった判断をされてい

るというふうに理解をしています。

過去にそのような事例もあったようでありま
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すが、できるだけテーブルにまず着いていただ

いて、自主的に退居いただくように、引き続き

担当課としてしっかり動いていただきたいとい

うことをご要望申し上げ、終わります。

【山本(由)委員長】 ほかに、議案に関する質疑

はございませんか。

第117号に関する質疑はよろしいでしょうか。

【溝口委員】退居命令ということで、一応する

ことになると思うんですけど、大体金額として、

今までの滞納はどのくらいあるんですか。

【小山住宅課企画監】 令和2年8月末現在で77
万5,100円でございます。

【溝口委員】 2回だけ払ったということですけ

れども、その後はずっと請求しても払わないと

いうことで、払う能力がないということで退居

ということになっているんですかね。

年齢的には何歳ぐらいの方か、その辺は聞い

てはだめなんですか。

【小山住宅課企画監】 年齢については52歳で

ございまして、お仕事はされているとお聞きし

ています。

【溝口委員】仕事はされているということであ

れば、本当は、今まで何年間もおって、77万
5,000円の滞納ということになっているわけで

すけれども、その辺について、ある程度話し合

いはできなかったんですか、それまで。本人と

の直接話し合いを何回かしたのかどうか、お尋

ねしたいと思います。

【小山住宅課企画監】まず、先ほど申し上げま

したとおり、12月に過去の家賃を一旦そこで全

部清算をされております。そのときにお話し合

いをさせていただいて、3月末までに退居して

いただきたいということでお話しをさせていた

だきましたけれども、その後は、徴収員も団地

におりますので、定期的に訪問はするんですけ

ど、なかなかお会いできない。それから、電話

をかけてもお出にならないし、折り返しの着信

もないということで、また、文書で呼び出しを

かけるんですけれども、それにも応答がないと

いう状況で、なかなか話し合いのテーブルに着

いていただけなかったということでございます。

【溝口委員】働いている人だということですけ

れども、なかなか家の方にはつながらないとい

うことですから、働いている場所に行くことは

できないんですか。

【小山住宅課企画監】 勤務先が判明したのが、

つい最近でございまして、それまで不明でござ

いましたので。ただ、働いているということは

わかっていたんですけれども、どこで働いてい

るかという場所がつかめてなかったので。つい

最近、それが、いろいろ情報収集してわかった

んですけれども、本人さんから聞いたわけでは

ないので、今はまだ職場の方には訪問していま

せん。

【溝口委員】できるだけ払っていただいて、裁

判とか何とかならないように努力していただき

たいと思います。要望しておきます。

【山本(由)委員長】 ほかに質疑はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

【山本(由)委員長】 ほかに質疑がないようです

ので、これをもって質疑を終了いたします。

次に、討論を行います。

討論はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

【山本(由)委員長】 討論がないようですので、

これをもって討論を終了いたします。

議案に対する質疑・討論が終了しましたので、

採決を行います。

第117号議案については、原案のとおり、可

決することにご異議ございませんか。
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〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

【山本(由)委員長】 ご異議なしと認めます。

よって、議案は、原案のとおり、可決すべき

ものと決定されました。

次に、陳情審査を行います。

事前に配付いたしております陳情書一覧表の

とおり、陳情書の送付を受けておりますので、

ご覧願います。

対象の陳情番号は、47番、48番、50番、51
番、53番、55番から57番、59番から71番、75
番、76番になります。

陳情書について、何かご質問はありませんか。

【中村(泰)委員】 陳情書50番、8番の「「長崎

の夜景」の魅力向上を図る県の取組の推進につ

いて」でございます。

港湾課になるんですけれども、長崎市の方が

県に来られて陳情をいただきました。稲佐山か

らの夜景が、最近光が少なくなってきていると

いうことで、岸壁にある、海に当てているライ

トを上に向けてほしいというご意見をいただき

ました。

海に当てる目的があるので海に当てているん

でしょうけれども、海と山の方と両方とも当て

られるような二重式のライトに変えていただけ

れば、その問題が解決するんじゃないかなと思

うんですけれども、そういったご検討をいただ

けないか、ご回答いただけませんか。

【平岡港湾課長】すみません、山に当てるとい

うのは、目的としては、山を照らすという形で

の照明ということになるんでしょうか。

【中村(泰)委員】 山に向けるというのは、かな

り雑な言い方なんですけれども、要は、上を向

けることで、山から見ても光が入ると。岸壁の

ライトがそろうので、すごくきれいだと思うん

ですね。

長崎市としては、そのライトを上に向けてほ

しいということで県にお願いをしているという

ことだったんです。そういうことです。

【平岡港湾課長】岸壁の照明になりますけれど

も、船が夜間に接岸したり、離岸したりする際

に、船を操船する方の目に入るといいますか、

支障になる可能性がございまして、かなり角度

とかそういう部分で危なくなることがあるとい

うことでお伺いしているところでございまして、

安全性の観点から、どこまでのことを要望され

ておるのかというところもお聞きしていかなく

てはいけないと思うんですけれども、できる部

分とできない部分と出てくることになるかと考

えております。

【中村(泰)委員】ありがとうございます。当然、

安全に支障が出る場合はそんなことは絶対でき

ませんので、もし上にも向けられるような箇所

にライトがついている場合は、積極的にそうい

ったことを考えていただいて、可能であれば、

上と下を向けられるような、両方とも照らせる

ライトに変えていただければ、すごく夜景の魅

力も向上するんじゃないかと思いますので、長

崎市と連携をしながら、ご検討いただければあ

りがたいです。

【平岡港湾課長】長崎地区につきましては、デ

ザイン上のいろいろな制限もあるものですから、

そこらを含めまして、長崎市と話をさせていた

だきたいと思います。

【山本(由)委員長】 ほかに、陳情に関してあり

ませんか。

【ごう委員】 陳情番号の65番について確認を

させていただきたいと思います。

「地域高規格道路「長崎南北幹線道路」の早

期事業化について」ということで、この要望に

ついては、度々出されているものでございまし
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て、これまでの進捗の中におきましても、この

道路の重要性や必要性については、県としても

十分に理解をしている、確認をしている。そし

て、また、ルート選定委員会からの提言に基づ

いて、詳細なルートの設定や費用対効果等の検

証を進めていると、これまでご回答をいただけ

ていたかと思いますが、その後、この南北幹線

道路につきまして、スケジュールについて、今

現段階でどのようになっているのか、着工の見

通し等についてお聞かせいただきたいと思いま

す。

【植村都市政策課長】長崎南北幹線道路の事業

化に向けた検討の進捗状況について、ご説明申

し上げます。

昨年度の末に、ルート選定委員会での提言を

いただきまして、その中で、一定の幅を持った

ルート帯、こちらがいいんじゃないかというこ

とをご提言いただきまして、それをベースにし

て、その幅の中で具体的にどこに道路を通して

いくのか、インターチェンジの構造や形式はど

うするのか、そういったことを現在検討してい

るところでございます。

その技術的な検討作業ですとか、あるいは関

係機関との調整が非常にスムーズにいけば、令

和2年度中に都市計画決定をして、早ければ令

和3年度にも新規事業化ができるのではないか

というふうに考えておりましたので、国の令和

3年度の概算要望にもエントリーしておりまし

たけれども、実は、検討作業が少し難航してお

りまして、現時点でまだ都市計画決定のための

詳細なルート案確定までに至っておりません。

現状の見通しとしましては、令和2年度中の

都市計画決定、令和3年度の新規事業化という

ことは難しいと見込まれますので、現実的な今

後のスケジュールとしては、令和4年度の事業

化を目指して都市計画の手続を進めていくとい

うことになろうかと考えております。

【ごう委員】ルートの選定とかで検討してきた

けれども難航をしているということで、令和3
年が令和4年に、1年後ずさりするような感じだ

ということでございます。

難航しているその理由について、お聞かせく

ださい。

【植村都市政策課長】すみません。難航してい

ると申しましたが、時間を少し要しているとい

うことでございます。

その理由といたしましては、通過するルート

の中に、平和公園のスポーツ施設が立地してい

るエリア、松山運動公園と呼ばれているところ

でございますけれども、こちらを想定しており

まして、支障となる運動施設の代替をどうする

のか、あるいは、工事期間中、利用者の方の利

便性をどうやって確保するのかということの検

討、調整ですとか、また、インターチェンジを

起点の茂里町と終点の時津、それと中間の滑石、

この3カ所に設置するということをルート選定

委員会でご判断いただきまして、そのインター

チェンジの形式及び構造について詳細検討して

おりますが、特に茂里町、滑石、この両地区に

つきましては、非常に沿道にたくさんの建物が

あったり、滑石については、インターチェンジ

の予定地の結構近くまで山が迫っているような

地形の状況もございますので、そういう難しい

周辺環境の中でどういうふうにインターチェン

ジをつくるのが一番周りに悪影響を与えずに事

業効果を発揮できるかというところを慎重に検

討している状況でございます。

また、新型コロナウイルスの影響によりまし

て、コンサルタントに技術的な検討作業を委託

しておりますけれども、そちらの作業の方もコ
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ロナの影響で、通常より少し時間がかかってい

るというような状況もございまして、そういっ

たもろもろの理由によって、少し時間が想定よ

りもかかっているということでございます。

【ごう委員】今、時間がかかっていることにつ

いての詳細なご説明をいただきました。理由は

そのようなことであるということは、一定理解

をいたしますけれども、しかしながら、この南

北幹線道路につきましては、渋滞の緩和のため

には非常に重要な道路でありますし、また、県

庁所在地で唯一シングルネットワークしかない

ということで、この災害の多い中におきまして

は、本当に一日も早い実現というものを市民、

県民の皆様は望んでおられると思います。

ぜひ、松山の運動公園の問題等も、長崎市と

の協議を早急に進めていただきまして、関係市

町としっかりと連携を取りながら、遅れること

は仕方がないかもしれませんが、少しでも早ま

るようにご努力いただければと思います。よろ

しくお願いいたします。

【山本(由)委員長】 ほかに、陳情に関する質疑

はございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

【山本(由)委員長】 ほかに質問がないようです

ので、その他の陳情につきましては、承ってお

くことといたします。

それでは、午前中の会議につきましては、こ

れにてとどめ、しばらく休憩いたします。

午後は、13時30分から委員会を再開いたしま

す。

― 午前１１時４４分 休憩 ―

― 午後 １時３０分 再開 ―

【山本(由)委員長】 午前中に続き、委員会を再

開します。

次に、「知事専決事項報告（地方自治法第180
条）」関係について、提出資料に対する質問を

行います。

この知事専決事項報告について、何か質問は

ありませんか。

【宮島委員】 報告事項にあります、「和解及び

損害賠償の額の決定について」でお尋ねをいた

します。

今回、7件の和解及び損害賠償に関わる処分

がなされておりますけれども、簡単に結構です

ので、この内容についてお聞かせをいただけれ

ばなと思います。

【馬場道路維持課長】 道路維持課では、7件の

うちの6件がございます。

まず、一番上の方からご説明いたします。

まず、長崎県長崎市、個人の分でございます。

これにつきましては、発生日時が、令和元年

8月28日、202号の長崎市樺島町、大波止バス停

前で発生した案件でございます。

車道にポットホールができておりまして、ス

クーターがタイヤをとられて転倒したものでご

ざいます。人的被害としまして打撲、捻挫、物

的被害としましてバイクの損傷ということでご

ざいます。

このポットホールにつきましては、すぐその

後、補修をして直したところでございます。

2番目、これも長崎県長崎市、個人の分でご

ざいます。

これにつきましては、令和元年10月5日、国

道206号の長崎市中園町、住吉バス停付近でご

ざいます。そこでの事故でございます。

車道の左側車線の中央部に隆起が生じており、

舗装が浮き上がった状態でございまして、それ

にバイクがタイヤをとられまして転倒したとい

う事故でございます。これにつきましては、人
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的被害としまして、擦り傷及び打撲ほかという

ことでございます。物的被害としましては、大

型スクーターが全損ということでございます。

これにつきましても、事故後すぐ舗装の補修

をしたところでございます。

次に、案件3番、長崎県長崎市、個人の分で

す。

発生日時が令和2年1月16日、これは県道野母

崎宿線の長崎市北浦町で発生した案件でござい

ます。

事故の概要としましては、通勤途中、道路上

に転石がございまして、それに気づかずに衝突

して、車が損傷した案件でございます。人的被

害としましてむち打ちがありまして、物的被害

としましては、自動車のバンパー、ラジエータ

ーほかの損傷があったところでございます。

これにつきましても、付近のパトロールをし

て、ほかにないか、現地の状況を確認して取り

除いたところでございます。

次に、上から4番目、これは長崎県長崎市、

個人です。

令和2年5月9日、県道の田結久山線、これは

諫早市久山町で発生しているところでございま

す。

これにつきましては、走行中、前を走る箱型

の大型車両が樹木に接触しまして、その折れた

破片がボンネット及びフロントガラスを損傷し

た案件でございます。これにつきましては、人

的被害はございませんが、物的被害としまして、

車両のフロントガラス、ボンネットの損傷がご

ざいました。

ここにつきましては、その樹木が覆いかぶさ

っているところでございましたので、それにつ

きましては、後日伐採をしたところでございま

す。

次、5番目でございます。長崎県南島原市、

個人でございます。

これは令和2年6月3日、国道251号の南島原市

布津町で発生したところでございます。

これにつきましては、国道の斜面より生育し

ている樹木、竹が家屋を損傷させたという案件

でございます。物的被害としましては、家屋の

スレート軒の損傷をしたところでございます。

これにつきましても、道路の斜面はコンクリ

ートで吹き付けを行って処置をしたところでご

ざいます。

6番目は港湾課の案件です。

最後の7番目になりますが、長崎県長崎市、

法人でございます。

これは令和2年6月19日、国道206号の長崎市

滑石の方で発生した案件でございます。

これにつきましては、走行中に側溝蓋、グレ

ーチングに車両が乗り上げて側溝蓋が跳ね上が

って、車両の下部にぶつかって損傷した案件で

ございます。これにつきましては、人的被害は

ございませんが、物的被害としまして車のマフ

ラー部が損傷したところでございます。

これにつきましても、固定されてなかったグ

レーチングにつきましては、後日修繕をしたと

ころでございます。

以上、道路維持関係の7件でございます。

【松永港湾課企画監】 上から6番目の長崎県雲

仙市、個人の3万7,120円の案件でございます。

本年の6月15日に、軽車両を運転していた人

が、このグレーチングのところにはまって、車

両の底部が損傷したという案件でございます。

損害賠償額としては3万7,120円でございま

すが、一応保険の方で、県の方で過失が2割分、

被害者の方が8割ということで、全体の修理費

の18万5,000円のうちの3万7,120円が保険負担
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ということになっております。

このグレーチングにつきましても、その後補

修を行い、併せて、他のところも点検した結果、

支障がなかったという報告を受けております。

【宮島委員】ありがとうございます。それぞれ

なかなか事前に発見するというのは難しい部分

もあるのかもしれませんけれども、こうした事

故に対して未然に防止をするためにどういう措

置をとったらいいのか、あるいは転石などで考

えると、そういう危険な箇所というものがある

程度事前に把握されていたものなのか、そうい

うことも含めてご説明をいただければと思いま

す。

【馬場道路維持課長】道路につきましては、各

振興局に県のパトロール班がございます。それ

で毎日パトロールをしているところでございま

すけれども、パトロール後の落石とか、パトロ

ール後の雨上がりのポットホールとかで発見で

きなかったものが多かったところでございます。

2月定例会にもご指摘がございましたので、

重点区間を振興局で、事故が発生した過去の区

間につきましては、重点的にパトロールをして

いるところでございます。

法面対策につきましては、道路防災点検の計

画によりまして対策をやっているところでござ

いますけれども、それ以外の箇所からの落石が

あったということでございます。

【松永港湾課企画監】港湾施設の臨港道路につ

きましては、道路点検のパトロール員が、ほと

んどの機関でいませんので、職員が現地調査等

に赴く時に、点検等を実施しております。月に

1～2回程度は実施しているということですけ

れども、見逃しているところがあったのかもし

れません。

今後、その辺については、また改善を行い、

確認作業をもっと密にしていくようにしたいと

思っております。

【宮島委員】パトロール等の強化もぜひお願い

をしたいと思います。

昨今、気象災害というものが頻発をいたして

おりまして、今年も数度の被害というものがご

ざいました。そうした中で、被害によって倒木

とかいろいろ起こって、そういうことに関して

はすぐに対応していただいているということに

ついては感謝を申し上げたいと思いますが、一

方で、そういう危険箇所みたいなところが増え

てきているのも事実であるというふうに思って

おります。

地域の皆さん方からはいろいろなご要望をい

ただいて、県の方にもご相談したりしているん

ですけれども、そういう意味では、やはり未然

にそういう危険箇所を少しでもなくすために、

県民の安全を考えて、しっかりとそうした予算

を確保していくということが重要であるという

ふうに考えるところでありますけれども、部長

のご見解をお聞かせください。

【奥田土木部長】宮島委員からのご指摘、ごも

っともだというふうに思っております。

今、「防災・減災、国土強靱化」は今年度が

最終ということで、次年度以降どうしていくの

かというところが非常に課題となっております。

その「防災・減災、国土強靱化」で対象とさ

れていたメニューには、実は老朽化対策という

ものが含まれておりませんでした。今まさに管

理の瑕疵というふうな案件については、日頃の

維持管理、修繕、そういったものをきっちりや

っていく、計画的にやっていくというふうなこ

とが大事なんですけれども、そのための予算の

確保というところも非常に大事でありまして、

「防災・減災、国土強靱化」の中には、そうい
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う老朽化対策も含めてしっかりと予算を確保し

ていく必要があるものと認識しております。

いずれにしても、別枠で確保していかなけれ

ば、中でのやりくりとなると、非常に難しいと

思っておりますので、予算の確保に向けて全力

を挙げていきたいと思っております。

【宮島委員】ただいま部長からもご説明をいた

だきましたけれども、とにかく県民の安全を守

るということが第一でありますので、今申され

ましたとおりに、老朽化のことも含めて、しっ

かりととるべき予算というものは確保されて、

そして対応していただきたいと強く要望して終

わりたいと思います。

【山本(由)委員長】 ほかに、この知事専決事項

報告について質疑はございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

【山本(由)委員長】 ほかに質問がないようです

ので、次に進みます。

次に、長崎県総合計画（仮）素案について、

提出資料に対する質問を行います。

何か質問はありませんか。

【宮本委員】 長崎県総合計画（仮）素案の資料

から、1点だけ質問をさせていただきます。

土木部関係の部分で、この分厚い資料の38ペ
ージになります。この部分だけ確認をさせてい

ただければと思いますが、38ページの④の建設

業における担い手の確保というところになりま

す。

ここは非常に大事なところで、今までも盛り

込んでいらっしゃったんですが、建設産業の弱

体化が懸念されている。それは高齢化であった

りとか、後継者不足等によりということであり

まして、中長期的な人材確保の取組を実施しま

すという形で明記されています。素案なもので

すから、今のうちに確認です。

4つ取組があるんです。「県内建設業の魅力

発信」、これは、例えば今年度から取り組んで

いるＰＲビデオ作成、そういったのにつながる

んじゃないかなと思っていまして、「就労環境

の改善」、これは非常に大事だと思っています。

これは午前中も様々議論がありました。「女性

活躍の推進」、これも様々、冊子を通してであ

ったりとか、「土木女子」とかという形でされ

ていると思いますので、その強化であろうと思

っています。「リモートの化の推進」も、午前

中の予算審議の中でも出てきたとおり、ああい

うものをとりながらリモート化を推進していく

ということになろうかと思いますが、建設業に

おける就労環境の改善、ここの部分で一つ確認

です。

午前中もいろいろ出ていました。環境改善、

例えば繰越明許費を改善したりだとか、それも

一つの就労環境改善であると思うんですが、4
週8休の導入ですね、これを推進していくこと

も非常に大事だと思っていまして、実は長崎県

の建設業協会であったりとか、徳永委員が顧問

を務めていらっしゃいますけど、一般社団法人

の長崎県法面協会より様々なご要望もいただい

て、やっぱり成り手不足が非常に厳しいという

ご意見も様々いただいたところで、その中で4
週8休の話も出てきたものですから、あえて確

認をさせていただきます。

県として、今後、次期総合計画の素案にもあ

りますけど、「4週8休の推進」という文言はな

いものの、この建設業における就労環境の改善

の中に、今後、建設業、専門的な分野で言いま

すと、法面の技術士さんたちに対して、4週8休
をどのような形で推進していくのか。もしくは、

今、これに向けてこうこう考えていますよとい

うものがありますならば、今で言う県としての
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就労環境の改善というものをお聞かせいただけ

ればと思います。

【川添建設企画課長】 週休2日に関して、建設

業はどうなっているのかというご質問でござい

ました。

令和元年6月に労働政策課が、産業別の実態

調査を行っております。まず、その結果から説

明いたしますと、土日の完全週休2日を実施し

ている割合というのが、全体の41.5％と比べて、

建設業は21.1％と極端に低い状況がございます。

では、建設業が、昔は3Ｋと言われて、きつ

い・汚いみたいなことを言われていて、今、新

しい3Ｋということで、「給料・休暇・希望」

というのを打ち出しています。やっぱり若者に

入っていただくためには、どうしても休暇とい

うのが必要だという中で、県では、昨年の9月
から、県内41の発注機関と連携して、まず、建

設現場において毎月第2土曜日に一斉現場を閉

所するというような取組、名づけて「きらきら

2連休」というのを、キャンペーンを張ってや

っております。

併せて、また、4週6休を仮にやった場合は、

その内容に応じて積算の変更で割増を、お金を

プラスするというようなこと、あるいは工事成

績も加点をやるというような取組も、去年は加

えて行いました。

さらには、前は1,000万円以上が対象だったん

ですけど、今年の4月からは、もう金額に関係

なく、災害とか期間が決まっているのは除くん

ですが、基本的には4週8休を基本に、当初設計

から見込むと、できなかったら減額をするとい

うような取組をやっていまして、このように段

階的に週休2日に向けて強化を図っているとい

ったような状態です。

今回、先ほどの38ページの下の方に、高校生

の就職率を目標に掲げています。これは長崎県

全体の伸びと同じに、合わせてしているんです

が、こういったことで、若者の一定の割合を伸

ばしていきたいというふうに思っていますので、

委員ご指摘のとおり、週休2日については、今

後積極的に取り組んでいきたいと思っておりま

す。

【宮本委員】ありがとうございます。いろいろ

段階的に取組を推進されているという現状もお

聞きをいたしました。週休2日、4週8休、4週6
休すると、工期が延びたりとか、なかなか現場

にとっては厳しい一面もあろうかと思います。

それだけが成り手不足の課題を解決するという

わけでもないかと思いますけど、ある程度こう

いった取組を推進していくことによって、成り

手不足というのは少しずつ解消してくるものか

と思います。

いろんな業界の方と意見交換の中で、労務単

価設定の引き上げだとか、そういったお声も出

てきましたので、そういった形でも、これは県

で決められるものではないかと思いますが、国

とも連携を取っていただいて、いろんな形で推

進、要望というか、国からの通達になるんでし

ょうけれど、つぶさに見ていただければと思い

ます。

併せて、高校生の県内就職率については、県

教委の方とも、部局横断的という言い方が適当

かどうかわかりませんけれど、必要になってく

るかと思いますので、そういった連携の方も視

野に入れていただければと思います。

部長、最後に、成り手不足の解消、建設業に

おける就労環境の改善、これに向けて、このパ

ーセントを追っていくという目標を掲げておら

れます。国に対しても、全国的な流れなのかも

しれませんけれども、県内としても、産業活性
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に向けて、いま一度、次期総合計画における成

り手不足の解消について、最後、決意をいただ

ければと思います。

【奥田土木部長】コロナの時代に若い人の大半

が、就職できるのだろうかという不安を非常に

強く持たれているというふうに伺っています。

来年の就職に向けてハローワークでは、今年

は6月から募集が始まっていますけれども、

我々は建設業協会に対してきちんと求人を、6
月に間に合うように出してくださいというお願

いもして、建設業はしっかりと受け入れますよ

ということを強くアピールしてきたところです。

それ以外にも、今、就労環境というところで、

委員からご意見をいただきましたけれども、ま

さに4週8休をどのように定着させていくのか

というのが非常に大切だというふうに思ってお

ります。

何としても我々は、まず、必要な工期を、4
週8休を前提とした工期を設定しなければなら

ない。今日、繰越の関係でお認めいただきまし

た。どちらかというと我々は、やっぱり3月ま

でに何とかしなきゃいけないというところで、

ややもすれば工期をちょっと圧迫しがちで入札

契約の手続をしていたというふうなところもあ

ったかもしれませんけれども、これからはしっ

かりと適正な工期を設定した上で、標準的にま

ず、4週8休を前提とした積算で工事を出すとい

うふうなところから、我々の姿勢を、メッセー

ジを明確に打ち出していきたいというふうに思

っております。

また、女性にとっても、例えば現場でトイレ

があります。これは、例えば男女一緒の簡易な、

あまり快適とは言えないようなトイレも多かっ

たと思うんですけれども、そういったトイレの

改善についても、しっかりと取り組んでもらえ

るようにしていきたいというふうに、きめ細か

いところからやっていきたいと思っております。

【山本(由)委員長】 ほかに、総合計画について

質疑はございませんか。

委員長を交代します。

【久保田副委員長】 委員長を交代しました。

山本(由)委員長。

【山本(由)委員長】 1点だけ数字の確認をした

いんですけれども、総合計画の数値目標の設定

根拠という資料の方の83ページになるんです

けれども、「高速等のインターまで30分で到達

可能な本土面積の割合」というのが指標になっ

ているんですけれども、これについては、指標

設定の理由のところに、「現計画と次期計画で、

算出手法の一部見直しを行った」というふうに

書いてあります。今の計画での令和元年度の達

成が66.8％となっているのに対して、今回の次

期計画の数値目標の設定における元年度の数字

が73.6％ということで、5％ぐらい30キロ圏内

が増えているんですが、この見直しの内容をま

ずお聞かせください。

【馬場道路建設課長】 高速等インターまで30
分での到達可能な本土面積の割合ということで、

高速道路であるとか、県内で申しますと九州横

断自動車道であるとか、西九州自動車道である

とか、あるいは、地域高規格道路の島原道路、

西彼杵道路、そういったインターへ30分での到

達可能な地域の面積ということになります。

前回設定しておりましたのは、実は西九州自

動車道につきましては、佐賀県内がまだ未供用

なところがございまして、その対象から外して

おりましたが、今回の計画におきましては、西

九州自動車道のインターへアクセスできる地域

を可能な地域というところにして設定をしたと

いうことで、前回とその違いがございます。
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【山本(由)委員長】 ということは、前の計画か

らすると5％ですかね。いわゆる今の計画で、

令和元年度の達成が66.8％ということになって

いますので、こっちが73.6％ということは、7％
ぐらい増えているんですかね。このエリアが入

りましたというのが、具体的にあるんですか。

【馬場道路建設課長】先ほど申しましたように、

西九州自動車道のインターということになりま

すので、松浦市等が当初計画には入っておりま

せんで、今回の計画には、そこを可能な地域と

して、既存の地域に加えているところでござい

ます。

【山本(由)委員長】 わかりました。今度は、目

標値の設定根拠、今後の目標に絡む部分なんで

すけれども、この83ページの表だと、令和3年
度に33平方キロと、それから、令和5年度に26
平方キロということで、それだけ30キロ圏内が

増えるというふうな数値が積算されているんで

すが、これが具体的にどこなのかということも

お願いします。

【馬場道路建設課長】 今後、5カ年におきまし

て供用すると見込まれるインター、道路といい

ますか、そのあたりを見込んで、その周辺の市

町を加えたということになります。

具体的に申し上げますと、島原道路であれば

長野栗面間でありますとか、島原の出平有明区

間等々の供用が見込まれますので、そういった

箇所の周辺地域を加えたというふうな形になっ

ています。

その他、今後、供用が見込まれるところを想

定して加えているところでございます。

【山本(由)委員長】危惧するのは、今いろんな、

島原道路もそうですし、西九州道路もそうなん

ですけれども、今後2～3年の間に、この区間は

目標として開通しますよというふうな形で、や

っぱり地元の方としては、それが非常に関心が

あるところですよね、うちが30分以内に行ける

のかという話。

今の話でいくと、令和3年度については長野

栗面の部分、今年度についても、また島原道路

とか、西九州道路の進捗状況に応じてと。具体

的に、これで数字を出されているということは、

具体的にこのエリアですよ、例えば島原市です

よとか、旧有明町であるだとか、そういうふう

な形で、まあ、目標であると思いますけれども、

お答えいただけないですか。

【馬場道路建設課長】具体的に申し上げますと、

例えば島原道路の出平有明間が供用するという

ことになれば、旧有明町であるとか、もう少し

細かく、市ではなくて町で言っているところも

ございます。それから、長野栗面間であります

と、その先、今まで届かなかったところが届い

てくるような形になります。例えば雲仙市の

千々石町あたりも加わってくるというふうなこ

とになります。

【山本(由)委員長】 わかりました。多分、地図

上にプロットされているのではないかと思いま

すので、詳細については、また別の機会にお聞

きしたいと思います。

ありがとうございました。

【久保田副委員長】 委員長を交代します。

【山本(由)委員長】 委員長を交代しました。

ほかに、総合計画についてありませんか。

【中村(泰)委員】 85ページの国県道の供用延長

のところでございます。

令和7年度まで計画がなされておりますが、

この数字が、既に計画がされているところの区

間の話であれば、その具体的なところを教えて

いただくか、何かしらの資料でご提示いただき

たい。そうじゃなければ、その数値の設定の根
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拠をお知らせ願います。

【馬場道路建設課長】国県道の整備延長の目標

としまして、供用延長を挙げておりますが、こ

れについては、箇所数がかなりございまして、

そういった箇所を具体的に、今後5カ年で、供

用が見込まれるところの区間の延長を随時足し

ていって、それを加えているという形になりま

す。

【中村(泰)委員】 ありがとうございます。複数

にまたがっているので、ここには書けないとい

うようなお話であろうとは思うんですけれども、

数字が出ているということは、そういったリス

トがあろうかと思いますので、もし可能なら、

そういった計画をお見せいただければ、非常に

ありがたいです。

ご検討、よろしくお願いします。

【馬場道路建設課長】今のこの計画の中での目

標ということで設定をしているところであり、

主な箇所としてはお示しすることができるかな

と思いますけれども、これも微妙な、いろいろ

ありまして、地域の皆様の期待にお応えすると

ころも当然ではございますが、そのあたりは、

主な箇所というような形でご提示できるのかな

と思います。

【中村(泰)委員】 100％うまくいくというもの

ではないと思いますが、ただ、チャレンジをし

ているというところを見せていただく方がいい

のかなと思いますので、可能な限りご提示いた

だければと思います。

【山本(由)委員長】 ほかに、総合計画に関する

質疑はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

【山本(由)委員長】 ほかに質問がないようです

ので、次に進みます。

次に、議案外の所管事務一般に対する質問を

行うことといたします。

しばらく休憩いたします。

― 午後 ２時 ３分 休憩 ―

― 午後 ２時 ３分 再開 ―

【山本(由)委員長】 委員会を再開いたします。

それでは、議案外の所管事務一般について、

事前通告をされた方についてのみ、質問を受け

たいと思います。

事前通告をされた方につきましては、挙手順

にいきたいと思いますので、どうぞよろしくお

願いします。

【宮本委員】それでは、通告をしておりますの

で、議案外質問をさせていただきます。

県営住宅についてです。4点ありますので、

足早にいきます。

まず、県営住宅ですけれども、昨今は災害が

非常に多く起きております。水、大雨であった

りとか、台風もちょっと強力なものが来ていま

す。そういった際に、災害時の避難場所として、

県営住宅の中にある集会所を活用できませんか

と、県民からの声をいただきました。今回、小

学校、中学校でも指定避難所が拡大されたとこ

ろでありますが、県営住宅の中の集会所におけ

る避難場所の設置について、ご意見をお聞かせ

ください。

【髙屋住宅課長】県営住宅の集会所の建物自体

の管理につきましては、県と指定管理者で行っ

ているんですけれども、集会所の運営につきま

しては、各団地の自治会に委ねております。

委員お尋ねの台風が接近している場合で、団

地の入居者の方が一時的に避難されるというこ

とについては可能だということで考えておりま

す。

この場合、運営主体の自治会長さん等に申告
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をした上で避難をしていただければということ

で考えております。

【宮本委員】わかりました。何らかの形で通知

か何かいただければなと考えます。

2点目ですけれども、今は人口が減少してお

りまして、県営住宅の空き状況について、充足

率について確認をさせていただければと思いま

す。

併せて、これもご相談いただきました。佐世

保市の花高の県営住宅については、空き状況が

かなり進んでいるのではないかという声があり

ましたが、それについてお答えいただければと

思います。

【髙屋住宅課長】まず、県営住宅全体の入居率

ですけれども、令和2年8月31日現在で、約90％
ということになっております。

花高団地につきましては、現在約80％という

状況でございます。

【宮本委員】わかりました。やっぱりちょっと

低いですね。何らかの理由はあろうかと思いま

すが、90％、100％でもなくということですが、

今後、さらに人口減少が進んでいくと思います

し、新築の一戸建て、そしてまた、マンション

等々も出てきています。今後を考えた時に、県

営住宅のあり方、存在そのものについても考え

ていく必要があるかと思いまして、もうちょっ

と若者を取り込んだりとか、今まで住めなかっ

た方々を取り込むような施策が必要になろうか

と思います。

例えば長崎市では、住みよかプロジェクトと

いうのをやって、いろんな形で改修を行って、

若い方を取り込んで町内を活性化しようという

動きもされているんですね。そういったものも

今後、県営住宅としてもやっていくべきである

と思います。

今後のあり方について、何か対応策があれば、

教えていただければと思います。

【髙屋住宅課長】 長崎市におきましては、「選

ばれるまち」になるために取り組む重点プロジ

ェクトの一つとして、住みよかプロジェクトを

位置づけておられます。

そこでは、若者や子育て世帯などへの住宅供

給であるとか、居住支援に取り組むこととされ

ておりまして、今回、市の方は長崎総合科学大

学と住みよかプロジェクトの推進のための連携、

協力についての覚書を交わされて、学生向けに

市営住宅を3戸提供して、空き住戸の改修を行

うということとされております。

県におきまして、現在行っている施策としま

しては、新規就業者の県内就職を図るために、

「ナガサキSTARTハウスプロジェクト」という

ことをやっておりまして、県営住宅の空き住戸

の目的外使用を行って、民間賃貸住宅の空き家

と併せて、来春高校を卒業する新規就業者へ提

供するようなことをやっております。これまで

地元企業約37社より、社宅としての活用の登録

があっている状況でございます。

このプロジェクトは、当初は、今年度は長崎

市内、長崎周辺でやる予定でございましたけれ

ども、佐世保の方の民間企業からも、ぜひやっ

てほしいということでご要望がありましたので、

今回、佐世保地区を追加しまして、現在、登録

企業の募集を開始しているところでございます。

なお、現在のところは大学生への県営住宅の

提供については、まだ取り組むことは考えてお

りませんけれども、今後、各市であるとか、関

係部局からのニーズ等を踏まえまして、国とも

協議が必要ですので、協議をした上で、実施の

必要性等について検討してまいりたいと考えて

おります。
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【宮本委員】わかりました。新しいのが出てき

ていますので、今後とも推進していただければ

と思います。

あと、最後1点だけです。指定管理について

ですけれども、佐世保は市営住宅を民間に移譲

いたしました。非常に好評をいただいているみ

たいなので、県営住宅としても、今後こういっ

た取組が必要であると考えますが、指定管理に

ついてご意見をいただければと思います。

【髙屋住宅課長】県営住宅につきましては、平

成18年度より、公募による指定管理者制度に移

行しておりまして、民間企業も応募できる状況

になっております。第2回目の平成22年度の募

集からは、募集地区を長崎、佐世保、県央の3
つに分けまして、より民間からの参入を容易に

しているところでございます。

なお、来期が令和3年度からになりますけれ

ども、この指定管理者につきましても公募を実

施いたしまして、現在、民間企業も含めて複数

の応募があっているところでございます。

この件につきましては、本年の11月の県議会

におきまして、指定管理者の指定につきまして

の議案をご審議いただく予定としております。

【山本(由)委員長】 ほかに、通告されている方

で質疑はございませんか。

【ごう委員】 それでは、港湾課の方に質問を1
点させていただきたいと思います。港湾の災害

時の復旧対応についてということで、お尋ねを

いたします。

今回、7月の集中豪雨、それから9月の台風9
号・10号、そしてその後、長崎市の方では、先

日、1時間に100ミリを超える雨が降りまして、

かなり立て続けに天災が起こったことによりま

して、海の中に山からの土砂とか流木とか、そ

ういったものが流れ込んでかなりの被害が出て

いたということで、私のところにも報告がきま

した。

今回、近いところで、長崎市の茂木漁港の方

にかなりの流木、土砂が流れ込んで、海面を真

っ茶色に埋め尽くすような状況でありまして、

そのときに港湾課の方に連絡をさせていただい

て、現在、災害協定を結んでいらっしゃる建設

会社の方々の迅速な対応によりまして、かなり

早く撤収作業を行っていただいたこと、これに

は地域の皆様方もとても感謝をしておられまし

た。

同様な感じで、三和町の為石の漁港にも流木

がかなり流れ込んでいたというのも、後で報告

が入りました。

今回、迅速な対応をしていただいたので、船

の被害とか、例えば養殖とか、そういったもの

への被害というのは見受けられなかったんです

けれども、漁業者の方々からの声の中に、こう

いったことが起こった時に、どこに連絡をした

らいいのか、それから、県にすればいいのか、

市にすればいいのか。また、今回は日曜日でし

たので、県庁にかけても電話がつながらないん

だけれども、どうすればいいのかといった声が

上がってまいりました。このところ、雨の降り

方とかもかなり変わってきておりますし、台風

も続けて来るようになっておりますので、今後、

同様なことが長崎県内のいろんな漁港で起こる

可能性があると思います。

今回のことを踏まえまして、県は今後、どの

ような対策をとっていかれるのかということを

お聞かせください。

【平岡港湾課長】大型台風や豪雨に伴いまして

港湾災害が発生した場合には、委員ご指摘のよ

うに、大規模災害発生時における支援活動に関

する協定書に基づきまして、長崎県港湾漁港建
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設業界に対しまして、港湾施設の点検や緊急的

な復旧対応、また、流木回収等を依頼している

ところでございます。

定期航路の運航情報なども船会社から、直接

職員の方で聞き取りを行いまして、浮桟橋の連

絡橋の事前の引き上げ、固定、それと、連絡橋

を下ろすタイミングと申しますか、そういうと

ころの判断も行っております。

通常、台風通過後につきましては、平日、休

日にかかわらず、職員が被害調査を行っており

まして、また、市役所や漁協等からも連絡を受

けて現地の確認を行っている状況でございます。

その中で被害が大きく、緊急を要する場合など

は、応急工事も行っているところでございます。

漁協には、年度当初ごあいさつとか、工事の

説明等に出向いた時に名刺等お渡ししまして、

何かあった時にはこちらの方に連絡をいただけ

ればというお話をさせていただいているところ

であるんですけれども、今回、休日の発生とい

うこともあったのかもしれないんですけれども、

迅速に対応できるよう、今後は、梅雨とか台風

の前に連絡先の周知を改めて図ってまいりたい

と考えております。

【ごう委員】ご答弁ありがとうございます。漁

師さんだけではなく、やっぱりそういった定期

航路とかもいろいろ港湾課が管理されていると

ころは様々あると思いますので、そういったと

ころに、今後、今、課長がおっしゃるように、

ちょっと定期的に頻度を上げて、梅雨前、台風

時期とかという時に、事あるごとにそういう連

絡というものを密にとっていただくことが必要

ではないかというふうに思っております。

それから、やっぱり市町との連携というのも

非常に重要だと思いますし、それから、県庁内

でありますと、水産部との連携とかというもの

も、もしかしたら必要になってくるのかもしれ

ないなと思っております。

漁協と言いましても、漁協に年度初めに連絡

をしてくださっていたようでありますけれども、

今回の場合も、日曜日の朝に、漁師さんが一斉

に出て回収作業とか行ってくださっているんで

すが、漁師さん全てが、連絡がわかっているわ

けでもないようでしたので、漁協に対する周知

徹底についても、もう少し一歩踏み込んで、県

としてご連絡をしていただけると、より早く対

応ができるのではないかと思っていますので、

よろしくお願いいたします。

【山本(由)委員長】 ほかにございませんか。

【中村(泰)委員】 コスタ・アトランチカ号のク

ラスター発生の検証報告の件でございます。

先日、報告書が提出されました。一方、国も、

国内のクルーズ船の活動再開といったことにも

触れておられます。先日の新聞では、海外から

の入国を徐々に緩和していくといったような記

事もございました。

本県の今後のクルーズ船の受入れにつきまし

て、どのような順序で受入体制が整ったという

ことを判断していくのか、長崎の岸壁の所有者

は長崎県でございますので、そういった視点で

ご回答いただければと思います。お願いします。

【平岡港湾課長】今回の検証報告につきまして

は、長崎港に停泊中のコスタ・アトランチカ号

で発生しました大規模クラスターにおける対応

を教訓とし、今後のクルーズ船の受入れに生か

すことを目的に整理しているものでございます。

一方、国におかれましても、安全対策の検討

が進められておりますが、今月18日、中間とり

まとめが発出されて、国内クルーズを対象にク

ルーズ船事業者や港湾管理者、保健所を含む地

方自治体等の関係者の役割分担や、安全・安心
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確保に向けた具体的な措置などが取りまとめら

れているところでございます。

県としましては、検証結果を踏まえまして、

国が進められている安全対策等とも整合を図り、

クルーズ船の受入れの考え方を整理するなど、

受入体制を整えてまいりたいと考えております。

【中村(泰)委員】 ご答弁ありがとうございます。

国が今後示される安全対策であるとか、そうい

ったところを中心に検討していかなければなら

ないとは思うんですけれども、なかなかまだ、

いつまでにというのは難しいとは思うんですけ

れども、どういったところで、要は、受入れる

一つひとつのチェック項目というか、判断基準

ですね。そういったところをより明確にしてい

きながら、県民の皆様にとっても安全にクルー

ズ船を受けられるような環境を整えていただき

たいと思います。

【宮島委員】 ただいまの中村(泰)委員のご質問

に関連をいたしまして、私からも通告しており

ますコスタ・アトランチカ号の検証報告書につ

いて、お尋ねをしたいと思います。

この検証報告書、検証評価委員会には、奥田

部長も入っておられまして、取りまとめ、大変

お疲れさまでございました。私もこの報告書を

読ませていただいて、改めてこの事案というも

のが大変な事案であったということを痛感いた

しましたし、この収束に向けて大変なご努力を

いただきました、港湾をはじめとする土木部の

皆様方、また福祉保健部をはじめ庁内の皆様方、

あるいは長崎市、また国では自衛隊、またＤＭ

ＡＴをはじめ医療関係者の皆様方、全ての関係

者の皆様方に心から敬意と感謝を申し上げたい

というふうに思います。

この検証報告書をまとめるに当たって、部長

は、改めてこの事案というものをどのように振

り返られるのか、感想があればお聞きをしたい

と思います。

【奥田土木部長】クルーズというのは、長崎に

とっては非常に大きなものだというふうに思っ

ております。これまでもそうでした。そして、

コロナがありますけれども、決してこのクルー

ズ船事業というのが消えてなくなるわけではな

いと思っています。長崎にとっては、これから

先、まだまだ期待が持てる分野だというふうに

思っております。

そのためにも、まずは県民の皆様に安心して

いただける、そういったところの体制整備が大

事だというふうに思っていますので、そこに向

けて、今、具体の検討に着手したところであり

ます。

いずれにしましても、しっかりと安全対策を

講じていきますけれども、逆に、クルーズでお

越しいただくお客様にも安心して楽しんでいた

だかなければならないと思っています。制約ば

かりで旅が面白くないというふうなところにな

ると、クルーズ船の本来のよさというものも出

てこないと思います。

いかにこれを両立してやっていくのかという

のが大事だというふうに思っておりますので、

まずは安全のところを主眼に置いて、しっかり

と体制整備を進めていきたいと思っております。

【宮島委員】ただいま港湾課長の方からは、今

後の対応についてのご説明がありましたが、私

も一つ懸念をいたしますのは、今回、いろいろ

な課題と対応というものが明記をされていると

ころでありますけれども、それに伴っていろい

ろな対策がとられるというふうに思います。

その中で、今、部長がおっしゃっていただき

ましたので、少し安心もいたしましたけれども、

今後、こうした課題を解決するに当たって、ク
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ルーズ船の事業者に対していろいろな、いわゆ

る宿題というか、メニューが課せられるという

ことになった時に、全世界一律で港湾がそうい

うような形になればいいのでありますけれども、

特にこういう事案を経験した長崎では、いわゆ

る課題というものが多く課せられるようになる

のではないかと、そのことが、ひょっとしたら、

クルーズ船事業者にとっては、長崎を敬遠する

という一つの心配になりはしないかということ

を思っているところであります。

そういう意味で、今、部長がどう両立させる

かということは非常に重要なことだというふう

に思いますし、特に、言うまでもなく、本県の

中では、例えば佐世保市の方では、もう既に浦

頭のターミナルが完成をいたしまして、今か今

かというふうに待っておりますし、今後、長崎

でも松が枝の2バース化というものが予定をさ

れております。

そうした中で、やはりアフターコロナという

ものを考えれば、もう一度インバウンド対策と

いうものを活性化していかなければならないで

しょうし、その中の一つの大きな柱が、やはり

クルーズ船の誘致であるというふうに考えます

ので、その点については、私も、今、部長がお

っしゃったとおり、医療面というものの安全を

やはり担保しながらも、一方で、どうやってこ

のクルーズ船というものが長崎にしっかりと誘

致できるかということを念頭に置いていただき

ながら、これからの対応に臨んでいただきたい

と、このことを重ねてお願いを申し上げたいと

思いますが、部長、何かありましたら、お願い

します。

【奥田土木部長】宮島委員のお考えにつきまし

ては、ご理解いたしましたので、参考にさせて

いただいて検討してまいりたいと思います。

【山本(由)委員長】 ほかに、通告をされている

方で。

【山田(朋)委員】 9月12日の土曜日に、県管理

の長崎市柳田町の国道沿いの歩道において、側

溝蓋が外れたことによる痛ましい事故が発生を

し、お一人の方が亡くなられました。

このような事故を受けて、県はその後、県管

理の側溝蓋の点検とか、安全対策とかにどのよ

うに取り組んだのか、もしくは、これからどの

ように取り組むのかを伺いたいと思います。

【馬場道路維持課長】今回の事故につきまして

は、グレーチングが外れていたという原因につ

きましては、目撃者がおられず不明でございま

すけれども、当日の5時から6時までに、時間雨

量が99ミリという大雨が降っておりまして、そ

の大雨により、水路の水がグレーチングから吹

き上がって、グレーチングが持ち上げられて外

れた可能性も否定できないと考えております。

このため、委員お話しのとおり、県管理道路

におきまして、今年度の大雨の影響で、車道を

含めて蓋が外れた箇所がないかということを緊

急に調査を実施したところでございます。

結果、県内約30枚が、そういった事例という

ことで見つかったところでございます。異状が

ないことを確認しまして、速やかに蓋の据え直

しとかの復旧をしたところでございます。

これらの箇所につきましては、今後、原因を

調査した上で、対応を検討してまいりたいと思

っているところでございます。

【山田(朋)委員】 早速に点検をいただいて、30
カ所が蓋が外れていたということでありますね。

それに伴って、けがをされたりとか、そういっ

た事例は報告が上がってないということですか。

【馬場道路維持課長】それにつきましては、上

がっておりません。
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【山田(朋)委員】 早速に点検いただいたのはよ

かったと思っております。

それで、今回のも何百キロもあるようなグレ

ーチングだったと聞いております。それだけ相

当な内水ががっと上がってきたんだと思います

が、ネジ式でしっかり止めているところもあれ

ば、道路事情によっては止めてないところもあ

ると聞いています。今回、点検をいただきまし

たが、今後、こういった可能性は否定できない、

どこで起きても同じようなことが起きる可能性

があると思うので、一回、今回点検はいただい

たけれども、その後、もう少し再度、安全対策

を行うとかの考え方はないのか。

あと、そもそも数がどれくらいあるのか、点

検する側溝蓋、県管理の道路で側溝蓋がどのく

らいあるのかも教えていただければと思います。

【馬場道路維持課長】まず、側溝蓋がどれくら

いあるのかというのは、はっきり言って、今把

握しておりませんが、管理している国県道が

2,400キロございます。ですから、それに全てあ

るというわけではございませんけれども、全部

あった場合、両方あればその倍と、2,400キロが

道路を管理している延長でございます。

その対策でございますけれども、まずは、何

が原因かを、現場、現場で違うと思いますので、

その原因を把握した上で対策は検討してまいり

たいと思っているところでございます。

【山田(朋)委員】 わかりました。ぜひ、本当に

このような形で県民が被害に遭うことがないよ

うにしていただきたいと思っておりますし、毎

回、和解等の中でも上がってきている思います。

県管理の道路を通っていてけがをするとか、バ

イクが、スクーターが転んだりとか、頭の打ち

どころが悪かったら命に関わるようなこともあ

ると思いますので、ぜひ、今も様々、車とかで

点検をいただいていることは存じておりますが、

さらに、この安全対策のほうをお願いしたいと

思います。

以上で終わります。

【山本(由)委員長】 ほかに、議案外についてあ

りませんか。

【徳永委員】一般競争入札において入札参加者

が1者のみの場合の取扱いについて、質問いた

します。

今回、長崎県入札監視委員会の報告及び意見

書の中に3点出ております。まず1点目、「再入

札を行っても最初の参加者1者のみとなる入札

が見受けられる」ということでありますけれど

も、このことについて、県の見解をお伺いいた

します。

【川添建設企画課長】 近々の2年、平成30年度

と令和元年度の2カ年で、この一般競争入札に

おける1者取りやめという事案が9件ございま

した。このうち、再入札を行ったものが8件ご

ざいまして、再入札において複数の参加となり、

競争性が改善したものが4件、つまり半数は改

善は一応したと。しかしながら、最初に参加し

た1者が、結局、再入札において落札者となっ

たものが8件のうちの7件ございました。

そういったことを考えますと、入札をやり直

したことで改善するという意味合いがどこまで

あったのかというのは、非常に疑問が残るとい

うような状況があります。

入札監視委員会から指摘がありました、再入

札を行っても最初の参加者1者のみとなる入札

は、2回目もまた1者というのは3件ございまし

て、全体の4割ぐらい、半分は、結果的にはそ

の1者しか来ないということになります。

県としましては、再入札を行っても、結局同

じ業者が落札となるというような傾向、さらに
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は、再び1者応札となる事案が見受けられると

いうこと、このような現状を比べてみますと、

最初の1者応札を有効とし、一刻も早く工事の

進捗を図ることで、県民の安全・安心、そうい

った工事なんかを向上させることが有益だとい

うふうに考えるものでございます。

【徳永委員】 続けて、あと2つです。2点目が、

「最初の応札者が、再入札時も競争相手がいな

いと考え、高めに応札をする懸念があり、県民

が不利益をこうむることとなる」、もう一点が、

「再入札の手続に時間を要する」と、この2点
についても見解をお願いいたします。

【川添建設企画課長】 2つ目のポツの分ですけ

れども、先ほど言ったように、再入札8件を行

いまして、そのうちの5件については90％の落

札率で、高めの応札にはなりませんでした。し

かし、残りのうち2件は99％で落札、1％は100
を超えるということで不落となりまして、結果

的に、必ずしも再入札で高めの応札があるとい

うわけではありませんが、一部高めにいったと

いうのは存在したということでございます。

ちなみに、初回の分は、改札する前にやめて

いますので、比較できるというような状況では

ございません。

3つ目のポツですけれども、再入札の手続に

時間を要する。先ほどの再入札の8件において、

1カ月以内に再入札を行ったものは2件、3カ月

以内が5件、それ以上が1件という結果でありま

した。午前中申し上げたような、近年、働き方

改革による週休2日制度や余裕期間制度の導入

により、工事完成までの適正な期間というのは

長くなる傾向にございます。

そうした中で、再入札でさらに時間を要して

しまうというのは、県民の不利益につながるの

ではないかというような見解を持っております。

【徳永委員】 3点について、監視委員会からの

指摘については、今、課長からの報告でありま

したけれども、一番心配するのは競争力の担保、

そしてまた、もう一つはメリットだけなのか、

やはりデメリットというのもあるのか、この辺

はどうなんですか。

【川添建設企画課長】 2点ご質問がありました。

競争性の問題、あるいは、あえて言うとデメリ

ットはどういうことがあるのかということだっ

たと思います。

まず、競争性に関してですけれども、基本的

に電子入札で実施しておりまして、業者同士が

顔を合わせないというような、現状はそういっ

た制度でございます。

結果的に1者のみの入札となったとしても、

そこは他者との競争を想定して応札をその1者
はしているというようなことで、競争性という

ものに関しては、損なわれることはないという

ふうな考えを持っております。

それと、先ほど言ったように、メリットはた

くさんあるんですが、あえてデメリットを申し

上げますと、我々が発注する時には、事前に十

分な参加見込み業者があるように確認をした上

で、競争性が担保されるというような前提で発

注をしておりますが、時期によっては、そこで

参加が少ないタイミングというのが確かにござ

います。再入札をすることで、そのタイミング

がずらせるということで、やり直すことで、対

応がそこでできたという面がございます。

ただ、今回の見直しで、1者でも有効になる

ので、そこに対して時期の問題、あるいは参加

資格を少しいじってちょっと上げるとか、そう

いうことができるチャンスがそこで失われるの

で、あえて申し上げると、そこがデメリットに

なるかと思います。



令和２年９月定例会・環境生活建設委員会・予算決算委員会（環境生活建設分科会）（９月２５日）

- 40 -

こういったデメリットがあるので、そこにつ

いては、県としても、こういった1者応札につ

いては、今後もきちんと監視というか、そこに

ついては把握をしながら、なぜそうなったのか

というのは検証をしながら、できるところがあ

れば、そこは改善を考えていきたいと思ってお

ります。

【徳永委員】 当時、平成19年、これは皮肉に

も田中委員と私もここにおった、この提出者の

中の者だったものですから。しかし、当時は入

札について、随契等のいろいろな、土木だけで

はなく、全体的な問題がある中でこういった意

見書が出たものだと我々も認識をしております。

しかしながら、もう十二、三年たって、今は

入札の環境も全然違いますし、また、全国でも

8割近くが1者の応札を行っておると。全てがメ

リットということではなくて、デメリットもあ

りますけれども、やはりトータル的にすれば、

1者入札というのも、これは今の時期において

は、これはもう当然だろうと思いますので、私

も了としたいと思いますので、どうぞ今後も、

そういった問題もありますので、そこをいろい

ろとまた検討しながら、よりよい入札制度にし

ていただきたいと思っております。

終わります。

【山本(由)委員長】 それでは、これをもちまし

て、一般議案外の質疑を終わらせていただきま

す。

最後に、意見書審査を行います。

自由民主党・県民会議及び自由民主党の各会

派より、「大規模災害に対する備えの充実を求

める意見書（案）」及び「軽油引取税の課税免

除の継続を求める意見書（案）」の2件につい

て、提出の提案を受けておりますので、事務局

より文案の配付をお願いします。

〔意見書（案）配付〕

【山本(由)委員長】 それでは、宅島委員より、

「大規模災害に対する備えの充実を求める意見

書（案）」提出についての提案、趣旨説明等を

お願いします。

【宅島委員】自由民主党・県民会議並びに自由

民主党の2つの会派から意見書の提出（案）を

作成しておりますので、読ませていただきます。

大規模災害に対する備えの充実を求める意見

書（案）、本県では、「防災・減災、国土強靱

化のための3か年緊急対策」を活用することで、

特に緊急に実施すべき強靱化対策が大幅に進捗

し、被害の軽減・抑制が図られ、大きな整備効

果が確認されるなど、事業に対する県民の期待

は大きい。

しかしながら、長崎県では、「令和2年7月豪

雨」において、地すべりや斜面崩壊などにより

各地の道路が通行止めになったほか、河川護岸

が決壊して家屋浸水したり道路が冠水するなど、

県内で数多くの被害が発生し、さらには、県内

で3名の尊い命が失われている。

毎年のように大雨特別警報が発令され、県内

各地で災害が頻発するなど、県民の生命・財産

を守るための対策はまだまだ不足しており、避

難対策などソフト面はもちろんのこと、ハード

整備と両面で十分な対策を図っていく必要があ

る。

頻発・激甚化する風水害・土砂災害・地震災

害から県民の生命・財産を守り、災害に強く安

全・安心で強靱な県土づくりを進めるため、今

後、各種計画を抜本的に見直すとともに、今年

度限りとなっている「防災・減災、国土強靱化

のための3か年緊急対策」後も、継続して国土

強靱化対策を強力に推進していかなくてはなら

ない。
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以上のような認識のもとに、政府に4つの要

望を書いておりますので、この要望については

朗読していただければと思います。

よろしくお願いします。

【山本(由)委員長】 ただいま、宅島委員から説

明がありました意見書（案）について、ご質問

はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

【山本(由)委員長】 しばらく休憩いたします。

― 午後 ２時４０分 休憩 ―

― 午後 ２時４０分 再開 ―

【山本(由)委員長】 委員会を再開いたします。

ほかに質問もないようですので、意見書（案）

の提出について採決を行います。

本提案のとおり、意見書（案）を提出するこ

とに、ご異議ございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

【山本(由)委員長】 ご異議なしと認めます。

よって、「大規模災害に対する備えの充実を

求める意見書（案）」については、提出するこ

とに決定されました。

なお、体裁の修正等については、いかがいた

しましょうか。

〔「正副委員長一任」と呼ぶ者あり〕

【山本(由)委員長】 それでは、正副委員長にご

一任願います。

次に進みます。

次に、ごう委員より、「軽油引取税の課税免

除の継続を求める意見書（案）」提出について

の提案、趣旨説明等をお願いいたします。

【ごう委員】ただいま、皆様のお手元にお配り

させていただきましたが、今回、自由民主党・

県民会議、そして自由民主党の2会派より、「軽

油引取税の課税免除措置に関する意見書（案）」

を提出させていただいております。

この措置につきましては、令和3年3月31日を

期限として廃止される見込みとなっております。

この課税免除措置については、本県の農林水

産業における作業用機械や漁船、そして採石場

の重機、公共交通を支える鉄道や船舶等にも活

用されるなど、特に離島を多く抱える本県にと

って、幅広い産業の経営安定、そして収益向上

に貢献するものであります。

燃料や資材価格の高騰が懸念される中、また、

コロナ禍にあって厳しい経営環境に置かれてい

る地方の生産者・事業者においては、軽油引取

税の課税免除措置の継続は不可欠なものとなっ

ており、免除措置が廃止されれば、大きな負担

増を強いられてしまいます。

よって、特例措置が継続されるよう国に要望

したいということで、意見書を提出するもので

ございますので、どうぞご賛同の方をよろしく

お願いいたします。

【山本(由)委員長】 ただいま、ごう委員から説

明がありました意見書（案）について、ご質問

はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

【山本(由)委員長】 質問がないようですので、

意見書の提出について採決を行います。

本提案のとおり、意見書（案）を提出するこ

とに、ご異議ございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

【山本(由)委員長】 ご異議なしと認めます。

よって、「軽油引取税の課税免除の継続を求

める意見書（案）」については、提出すること

に決定されました。

なお、体裁の修正等については、いかがいた

しましょうか。

〔「正副委員長一任」と呼ぶ者あり〕
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【山本(由)委員長】 それでは、正副委員長にご

一任願います。

ほかに質問がないようですので、土木部関係

の審査結果について整理したいと思います。

しばらく休憩いたします。

― 午後 ２時４３分 休憩 ―

― 午後 ２時４３分 再開 ―

【山本(由)委員長】 委員会を再開いたします。

これをもちまして、土木部関係の審査を終了

いたします。

本日の審査はこれにてとどめ、9月28日（月）

は午前10時から委員会を再開し、文化観光国際

部関係の審査を行います。

本日は、これをもって散会いたします。

お疲れさまでした。

― 午後 ２時４４分 散会 ―



第 ２ 日 目
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１、開催年月日時刻及び場所

  令和２年９月２８日

自  午前１０時 ０分

至  午後 ３時３６分

於  委 員 会 室 ３

２、出席委員の氏名

委員長(分科会長） 山本 由夫 君

副委員長(副会長） 久保田将誠 君

委 員 田中 愛国 君

〃 溝口芙美雄 君

〃 徳永 達也 君

〃 山田 朋子 君

〃 ごうまなみ 君

〃 宅島 寿一 君

〃 宮島 大典 君

〃 宮本 法広 君

〃 中村 泰輔 君

３、欠席委員の氏名

な  し

４、委員外出席議員の氏名

な  し

５、県側出席者の氏名

文化観光国際部長 中﨑 謙司 君

文化観光国際部政策監
(国際戦略担当)

前川 謙介 君

文 化 振 興 課 長 村田 利博 君

世 界 遺 産 課 長 馬場 秀喜 君

観 光 振 興 課 長 佐古 竜二 君

国際観光振興室長(参事監) 佐々野一義 君

物産ブランド推進課長 長野 敦志 君

国 際 課 長 永橋 勝巳 君

国 際 課 企 画 監
(アジア・国際戦略担当)

坂口 育裕 君

スポーツ振興課長 野口 純弘 君

スポーツ振興課企画監
（スポーツ合宿・大会誘致担当）

江口  信 君

６、審査の経過次のとおり

― 午前１０時 ０分 開議 ―

【山本(由)委員長】 おはようございます。

委員会及び分科会を再開いたします。

これより文化観光国際部関係の審査を行いま

す。

分科会に入ります前に、委員の皆様にお諮り

いたします。

本日、審査を行う第110号議案「令和2年度長

崎県一般会計補正予算（第7号）」と、委員会

付託議案である第118号議案「公の施設の指定

管理者の指定について」及び第119号議案「本

明川ボート練習場センターブイ整備事業に対す

る諫早市の負担金について」は、関連があるこ

とから、まず予算議案、第118号議案及び第119
号議案についての説明を受け、一括して質疑を

行い、その後、予算議案についての討論・採決

を行うことといたします。

そして、委員会再開後、第118号議案及び第

119号議案について、討論・採決を行うことと

したいと存じます。

つまり、質疑については予算議案と議案につ

いて一括してお受けして、討論・採決だけ切り

離すというふうな形で進めさせていただきたい

と思いますけれども、ご異議ございませんでし

ょうか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

【山本(由)委員長】 よろしいでしょうか。それ

では、そのように進めさせていただきます。
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【山本(由)分科会長】 それでは、まず、分科会

による審査を行います。

文化観光国際部長より、予算議案、第118号
議案及び第119号議案について説明を求めます。

【中﨑文化観光国際部長】おはようございます。

それではまず、分科会関係議案説明資料から

よろしくお願いいたします。

文化観光国際部関係の議案等についてご説明

いたします。

今回、ご審議をお願いいたしておりますのは、

第110号議案「令和2年度長崎県一般会計補正予

算（第7号）」のうち関係部分であります。

今回の補正予算は、歳入予算では諸収入578
万2,000円の増、歳出予算では合計8億817万
5,000円の増であります。

この結果、令和2年度の文化観光国際部所管

の歳出予算額は86億2,994万円となります。

歳出予算の内容についてご説明いたします。

本明川ボート練習場に常設のセンターブイを

設置するために要する経費として、スポーツコ

ミッション事業費2,312万9,000円、県産品消費

の回復・拡大を図るため、県産品販売事業者等

を応援する「長崎よかもんキャンペーン」の支

援に要する経費として、県産品消費拡大事業費

1億1,840万円、令和4年秋に開催するＪＲデス

ティネーションキャンペーンを効果的に展開す

るために要する経費として、ＪＲデスティネー

ションキャンペーン推進事業費533万円、宿泊

事業者が取り組む「安全・安心」対策をさらに

推進するとともに、「新たな生活様式」への適

応と新しい旅行スタイルを求める顧客ニーズを

捉えた魅力ある宿泊施設づくりの支援に要する

経費として、宿泊施設安全・安心・快適化促進

事業費6億円、Ｗｉｔｈコロナに対応するコン

テンツとして、県内各地における地元食材にこ

だわったご当地グルメ開発の支援に要する経費

として、「Ｗｉｔｈコロナ・リピーター」旅行

需要創出事業費1,887万2,000円、個人旅行市場

向けに有効な地域資源を検討し、それを生かし

た宿泊プランの造成手法を学ぶ研修会の実施に

要する経費として、アフターコロナを見据えた

宿泊旅行需要創出事業費1,433万8,000円、渡航

制限のため実施できない現地プロモーション事

業に替えて、将来の旅行につながるプロモーシ

ョン強化の実施に要する経費として、インバウ

ンド向け戦略的プロモーション強化事業費

1,338万6,000円、渡航制限のため実施できない

現地でのセールス等に替えて、市場調査や営業

代行を行う現地事業者への委託に要する経費と

して、ビジットながさき・インバウンド旅行需

要創出事業費427万3,000円、今後増加が見込ま

れる個人・少人数旅行者に対応するため、世界

遺産「潜伏キリシタン関連遺産」などを歩いて

巡るルートづくりの検討に要する経費として、

包括的保存管理計画推進事業費1,044万7,000
円を計上いたしております。

債務負担行為について。

次に、令和3年度以降の債務負担行為を行う

ものについてご説明いたします。

長崎県美術館運営事業に係る令和3年度から

令和8年度までの債務負担行為として21億円、

アンテナショップ「日本橋 長崎館」の不動産賃

借料に係る令和3年度から令和7年度までの債

務負担行為として4億5,863万円を計上いたし

ております。

それと、委員会関係議案説明資料の方をお願

いいたします。

文化観光国際部関係の議案についてご説明い

たします。

今回、ご審議をお願いいたしておりますのは、
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第118号議案「公の施設の指定管理者の指定に

ついて」、第119号議案「本明川ボート練習場

センターブイ整備事業に対する諫早市の負担金

について」であります。

第118号議案「公の施設の指定管理者の指定

について」は、地方自治法第244条の2第6項及

び長崎県美術館条例第6条の規定に基づき、「長

崎県美術館」の指定管理者として「公益財団法

人 長崎ミュージアム振興財団」を指定するも

のであります。

なお、指定管理期間は、令和3年4月1日から

令和9年3月31日までの6年間を予定しておりま

す。

第119号議案「本明川ボート練習場センター

ブイ整備事業に対する諫早市の負担金につい

て」は、地方財政法第27条第2項の規定に基づ

き、県が行う建設事業について、受益の限度に

おいて関係自治体から負担金を徴収しようとす

るものであります。

以上をもちまして、文化観光国際部関係の説

明を終わります。

よろしくご審議を賜りますようお願い申し上

げます。

【山本(由)分科会長】 次に、文化振興課長より

補足説明を求めます。

【村田文化振興課長】 それでは、私の方から、

債務負担と指定管理者の指定につきまして、補

足してご説明をさせていただきます。

関連いたします資料につきましては、横長の

予算決算委員会環境生活建設分科会説明資料で

ございます。こちらの7ページに債務負担につ

いての概略を記載しております。もう一つが環

境生活建設委員会補足説明資料で、こちらは縦

書きのものになっております。具体的な内容に

つきましては、こちらの縦方向の資料で説明を

させていただきたいと存じます。

それでは、表紙をおめくりいただきまして、

1ページ目でございます。

指定管理者の指定に当たりましては、地方自

治法、それぞれの施設に関連します条例の規定

に基づきまして、あらかじめ議会の議決をいた

だくことになっておりますので、本委員会での

審議をお願いするものでございます。

平成17年4月に開館いたしました県の美術館

につきましては、当初から指定管理者制度を導

入しておりますが、今年度末で指定管理期間が

終了することに伴いまして、次の期間について、

展覧会開催業務をはじめ教育普及事業などの生

涯学習事業、それから施設の貸出し、ショップ・

カフェの運営、維持管理などの美術館の管理運

営業務全般にわたって指定管理をお願いするも

のでございます。

指定管理の候補につきましては、公益財団法

人長崎ミュージアム振興財団でございます。指

定の期間は令和3年4月1日から6年間で、この6
年間の県の負担金についての債務負担を補正予

算の議案としてお願いをしております。

候補者の選定経過でございますが、募集期間

は今年の3月27日から85日間で、結果、ご応募

をいただきましたのは1者のみでございました。

県の指定管理者制度ガイドラインでは、1者
であっても審査を行うこととなっていますので、

8月6日に有識者による選定委員会を開催して

おります。委員は記載のとおりの7名でござい

まして、当日お一人が欠席し、6名の委員の方々

により審査をいただいております。

（5）の選定結果でございます。委員お一人

の持ち点が370点、6名の合計が2,220点満点と

なり、それに対しまして長崎ミュージアム振興

財団が得た点数が1,805点でございました。これ
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は100点満点に換算いたしますと81.3点でござ

います。

この点数をもとに審査していただきまして、

（6）の選定理由に記載しております理由によ

り、長崎ミュージアム振興財団は美術館の指定

管理者としてふさわしいとの結論をいただいて

おります。

選定に当たって幾つかの評価項目を設けてお

りますが、まず評価されておりますのは、長崎

県の人口規模を考えましても、他の公立館に比

べ入館者数が多く、来館者満足度も高いという

これまでの実績でございます。

入館者につきましては、平成27年度から令和

元年までの5年間、平均いたしますと約38万人

でございまして、他の都道府県立66館の美術館

と比べますと、平成30年度の実績でベストテン

に入っております。

美術館の評価は、入館者数だけではなくて総

合的に行わなければなりませんけれども、特に

本業である展覧会の内容、レベル、バランスに

ついてもご議論いただきまして、こちらも高い

評価でございました。

また、移動美術館や遠隔授業をはじめとした

教育普及事業についても高く評価されておりま

す。

3ページをお開きください。

今回の審査における採点結果でございます。

審査項目、審査基準、配点等につきましては、

募集期間前に審査委員の皆様にお集まりいただ

き、内容をご検討いただいているものでござい

ます。

配点につきましては、美術館運営に当たり重

要な項目について比重が高くなるよう傾斜配分

がなされております。

なお、表の右側欄外に、得点率としてパーセ

ントの数字をお示ししておりますが、これは、

それぞれの項目を100点満点に換算し直した場

合、何点取ったかを表す数字でありまして、6
つの大項目ごとに示しております。

80％以上、つまり80点以上の高い評価を受け

た項目は、1の美術館の管理運営方針に関する

事項と一番下の団体の概要など6項目中4つの

項目でございます。

80％未満の評価を受けた項目は、4の組織人

員に関する事項と5の収支計画に関する事項の

2つでございます。考えられます要因といたし

ましては、4につきましては、コンプライアン

スの徹底や明確な責任体制の構築など一般的な

項目でございまして、そもそもそれほど高い評

価が得られるものではなかったと、得られにく

い項目であったということ。それから5に関し

ましては、新型コロナウイルス感染症の収束が

見えない中での収支計画であった点が考えられ

ます。

その結果として、一番下の欄にございますと

おり1,805点、100点満点に換算いたしまして81
点ということで、指定管理者としてふさわしい

との結論をいただいたところでございまして、

県としても、選定委員会の評価結果のとおり指

定管理者として指定を了とするものでございま

す。

次に、予算議案としての債務負担行為につい

てご説明をさせていただきます。資料は4ペー

ジになります。

令和3年4月1日からの長崎県美術館の指定管

理者による運営に必要な費用として、債務負担

を議決いただこうとするものでございます。資

料の上の方に記載していますとおり、限度額を

21億円、期間は指定期間の令和3年度から令和8
年度までの6年間としております。
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現在の指定管理期間と同じ6年間の考え方で

ございますが、まず本県のガイドラインにより

ますと、一般的な管理業務だけの場合は3年以

内とされております。より安定的な管理が必要

で業務に専門性が求められる場合は5年以内と

いうふうになっているわけであります。

これは一応の目安であり、内容により適切な

期間を設定することができるとも明記されてお

りますので、美術館の運営を考えた場合、高い

芸術的専門性が必要であることや、本業ともい

える展覧会の企画には数年前からの準備が必要

であることから、もう少し長くした方がよいの

ではないかとか、それから、民間の事業計画を

考える際、3年スパンで立てられることが多い

ことから3の倍数がよろしいのではないかとい

うことを考え合わせまして、平成21年度から6
年間の指定管理者としております。

次に、限度額21億円についてでございますが、

美術館が行う事業については、表が上下に分か

れておりますとおり、負担金事業と利用料金事

業の2つに大別しております。

負担金事業といいますのは、人件費、調査・

研究事業費から光熱水費、清掃、設備の警備等

の委託費、常設展経費など、美術館が存在する

以上一定必要な経費、ランニングコスト的な事

業のことを指しております。

次に、利用料金事業については企画展事業、

さらに、現在の美術館に不可欠で、その魅力を

より一層向上させるショップ、あるいはカフェ

の経費で、こちらは一定の収益を生む、それも

努力や工夫、投資の仕方により大きく収支が変

動する事業でもございます。

負担金事業は、美術館としての基本的な活動

を支えるものとして、この部分を設置者である

県が負担することで、指定管理者が安定した経

営、運営を行うことが可能となります。

一方、この安定した基盤を保障したうえで指

定管理者に創意工夫や努力を促し、ノウハウや

機動力など民間が持つ力を発揮していただき、

よりよい美術館運営を行っていただくために設

けたのが利用料金事業でございます。

企画展等の事業で黒字が出れば、それを指定

管理者自らの収入としていただき、さらにそれ

を次の事業展開に充当することができる仕組み、

いわゆるインセンティブとして指定管理者の意

欲を引き出すという狙いがございます。

長崎県美術館につきましては、開館以来、事

業実績等から、負担金事業について必要な金額

については一定程度充足が可能となっています。

資料の負担金事業に平成27年度から令和元

年度の決算額を記載しておりますが、それ以前

からも、おおよそこの程度の額で運営をしてま

いりました。これまでの運営内容や展覧会のあ

り方などから判断いたしまして、基本的にほぼ

同額で安定した管理運営が可能と見込んだうえ

で、今後、人件費、団体職員の給料につきまし

ては、平均して基本給月額にして2,000円の昇給

が毎年生じても対応ができるようにすること、

また、定年退職者による変動要素を加えまして、

これからの6年間に必要な負担金額を算定して

おります。

その他の項目の個別の説明は省略させていた

だきますけれども、これまでの実績をもとに算

出しておりまして、上の表の下の枠外に「債務

負担設定額」を記載しておりますように、年間

3億5,000万円を上限として負担することで、美

術館の安定的な経営、運営が可能になるものと

いうふうに考えまして、その6年分に当たる21
億円を債務負担額として計上しているものでご

ざいます。
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以上でございます。よろしくご審議を賜りま

すようお願い申し上げます。

【山本(由)分科会長】 次に、世界遺産課長より

補足説明を求めます。

【馬場世界遺産課長】お手元の予算決算委員会

本分科会の補足説明資料「令和2年度9月補正予

算」の2ページをご覧ください。

事業名「文化財保存費（包括的保存管理計画

推進事業費）」についてご説明申し上げます。

事業概要につきましては、新型コロナウイル

ス感染症の影響などで構成資産への来訪者が減

少していることもあり、新たな形で世界遺産の

価値や魅力を理解していただくため、また、今

後、増加が見込まれる個人・少人数旅行者に対

応するため、世界遺産「潜伏キリシタン関連遺

産」などを歩いて巡る新たなルートづくりを検

討するものでございます。

事業内容につきましては、世界遺産「潜伏キ

リシタン関連遺産」の構成資産とともに、本県

には構成資産以外の教会や遺跡など世界遺産の

歴史的背景を物語る「キリスト教関連歴史文化

遺産群」等、数多くのキリスト教関係の遺産が

ございます。こういった本県のキリスト教史を

理解する上で重要なスポットなどを歩いて巡る

ルートを設定するため、県内を長崎、県北、諫

早・大村、島原、五島の5ブロックに分けて、

関係市町などとともに協議しながら検討を行う

ものでございます。

ルート素案につきましては、専門家等と協議

しながら、例えば宣教師記録などキリスト教関

連資料から見える移動情報を抽出しまして地図

上に落として作成し、モニターツアー等で安全

性などを検証するための予算として1,044万
7,000円を計上しております。

今後は、今回の検討結果に基づきまして、各

ブロック、県全体のネットワーク化を行い、ま

ずは歩くルートの定着化を目指していきたいと

考えております。

以上でございます。ご審議よろしくお願いい

たします。

【山本(由)分科会長】 次に、観光振興課長より

補足説明を求めます。

【佐古観光振興課長】引き続きまして、分科会

補足説明資料3ページから、観光振興課関係の

事業をご説明いたします。

まず3ページ、ＪＲデスティネーションキャ

ンペーン推進事業費でございます。こちらの事

業につきましては、九州新幹線西九州ルートの

開業を契機としまして、令和4年の秋に、佐賀

県と共同でデスティネーションキャンペーンを

展開すると、それに伴う所要の予算ということ

になります。

先に3ページ下段のデスティネーションキャ

ンペーンについてのご説明をご覧いただければ

と思います。

本キャンペーンにつきましては、全国のＪＲ

グループ6社と、それぞれの地域の自治体等が

連携をして実施します。国内で最大規模の観光

誘客キャンペーンということになります。毎年、

春・夏・秋・冬と4回に分けまして、それぞれ

の地域でプロモーションを展開するという内容

でございます。具体的には、旅行商品の造成と

か受入れ環境の整備、こういったものに連携し

て取り組んでいくことになります。

本県で開催いたしますのは、平成28年秋以来

となります。大変申し訳ございませんが、「秋

以来3回目」と記載しておりますが、資料の修

正が間に合いませんでしたので、口頭で大変失

礼ですけれども、4回目ということになります。

その下の方に※印で過去の開催経過を記載して
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おりますが、「（平成18年）秋 九州ＤＣ」と

いう形で、この前に平成5年の秋に福岡・佐賀・

長崎の3県でＤＣを実施しております。訂正を

お願いいたします。申し訳ございません。

具体的な事業の内容に戻りまして、長崎県の

ＤＣ推進組織への負担金という形で533万円を

予定しております。

内訳としましては、（1）事務局職員の人件

費は、旅行会社2社からお一人ずつ、この事務

局に職員を派遣していただく予定にしておりま

すので、その人件費の一部負担という形になり

ます。それから（2）がキャッチコピー・ロゴ

デザイン作成費、（3）は活動旅費、（4）は事

務費という形になっております。

引き続きまして4ページをご覧ください。こ

ちらは宿泊施設安全・安心・快適化促進事業費

でございます。この事業以降はコロナ対策とい

う位置づけで計上しようとするものでございま

す。

まず4ページの事業につきましては、宿泊施

設の安全・安心対策をさらに一層進めるという

ことと、コロナの経験を踏まえて新しく出てく

る旅行ニーズ、こういったものを踏まえた魅力

ある宿泊施設づくり、これらに積極的に取り組

む事業者を支援していこうという制度でござい

ます。

主な事業内容としましては2つに大きく分か

れます。

まず、①の安全安心に繋がる施設整備につき

ましては、4月の補正予算で約2,000万円の施設

改修の予算をお認めいただきましたけれども、

実際に募集をかけましたところ、自己負担をし

てでも安全・安心にしっかり取り組みたいとい

うニーズがその後も出てきておりますので、同

様の制度といたしまして2億円の予算を構えよ

うというものでございます。

次の②の新たな旅行ニーズに対応した客室等

整備は、少し中・長期的な視野のもとで、私ど

もは、長崎県の観光の課題の一つとして、魅力

ある宿泊施設が、よそに比べると少し少ないと

いう課題認識を持っておりますので、補助対象

経費の中に例として3点ほど挙げておりますが、

こういったものをしっかりと取り組もうと、そ

して宿泊施設の魅力を上げて、当然ながら客単

価も上げていく取組をされるような事業所を支

援してまいりたいというふうに考えております。

補助率につきましては、①と同様4分の3です。

上限額を1,000万円という形で、トータルの予算

額として4億円を構えたいという案でございま

す。

それから、次の5ページ、「Ｗｉｔｈコロナ・

リピーター」旅行需要創出事業費につきまして

は、コロナの経験を踏まえまして、今、今後の

当面の旅行需要として私どもが考えております

のが、近場、自家用車利用、あるいは家族旅行、

そういったものがキーワードになろうかと思っ

ています。そこにしっかりと対応していくこと

と、従来からそれぞれの地域の特色ある食は、

旅行の中で消費者の皆様は楽しみにして、旅行

先を選ぶ時の重要なポイントになってきており

ますので、そこもしっかり対応していくという

ことです。

主な事業内容としてはご当地グルメの開発支

援、これは現在、県内6地域を想定しておりま

すが、それぞれの地域で地元の食材に徹底的に

こだわる、あるいは地元の事業者の中で、ある

メニューを提供する時に統一したルールをつく

っていただく、そういう形で消費者にわかりや

すく訴求するご当地グルメ、その地域のおもて

なしの料理というものをつくっていただきたい。
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そこを、基本的には市町が主体で、関係の事業

者も参画した形でワークショップを重ねながら

グルメをつくっていくという事業でございます。

でき上がりましたものについては、県も一括し

て情報発信して、消費者にしっかりお伝えして

いきたいというふうに考えております。

次の6ページ、アフターコロナを見据えた宿

泊旅行需要創出事業費でございます。こちらも、

基本的には当面のコロナ後の旅行需要というも

のを頭に置きながら、個人客にできるだけ魅力

のある宿泊プランを提供することを目的にして

おりまして、事業内容としましては、まず県内

を6エリアに分けて、地域資源をしっかり、強

み弱みを含めて調査をしたいというふうに考え

ております。

そしてその調査に基づきまして、（2）は県

内8地域を今は想定しておりますが、宿泊施設

はもちろんですけど、観光協会とか、あるいは

その他の事業者の皆様にも参画していただきな

がら、個人向けの宿泊プランをどうやって魅力

あるものにしていくかというところを研修会等

で学んでいただいて、実際にそういう宿泊プラ

ンの造成に結びつけるという事業でございます。

以上で観光振興課関係のご説明を終わります。

よろしくお願い申し上げます。

【山本(由)分科会長】 次に、国際観光推進室長

より補足説明を求めます。

【佐々野国際観光振興室長】それでは、続きま

して同じ資料でご説明をさせていただきます。

資料7ページをご覧ください。

インバウンド向け戦略的プロモーション強化

事業費1,338万6,000円でございます。

新型コロナウイルスの拡大によりまして、各

国政府による海外渡航制限が行われ、また、日

本においても入国拒否や検疫強化措置により国

境を越えた移動が制限されております。そのた

め、現地を訪問してのセールスやプロモーショ

ンができない状況が続いております。

今回、旅行会社とのタイアップや観光展等の

プロモーションなど現地において実施できない

事業にかえまして、ＷＥＢ、ＳＮＳによるプロ

モーションを強化して取り組むこととしており

ます。多くの情報を短時間で伝え、印象づける

ことができる動画について、既存のものをイン

バウンド向けに再編集し、また、インバウンド

向けの新たな素材や長崎の今を感じていただけ

るような動画の作成を行おうとするものでござ

います。

なお、動画サイトでの広告配信や本県公式Ｓ

ＮＳでの情報発信、その後の効果検証につきま

しては、既存予算により対応することといたし

ております。

次に8ページをご覧ください。ビジットなが

さき・インバウンド旅行需要創出事業費427万
3,000円を計上いたしております。

先ほどのインバウンド向け戦略的プロモーシ

ョン強化事業費と同様に、国境を越えた移動が

制約されておりますので現地セールス等が実施

できないことから、現地情報の収集や発信等代

行業務を現地に拠点を置く事業者に委託しよう

とするものでございます。

代行業務を委託する香港につきましては、こ

れまでも重点市場として取り組んできたところ

ですけれども、昨年1月に長崎空港に定期便が

就航したことで、昨年の延べ宿泊者数は就航前

の約2倍の6万5,000人と大きく伸びております。

香港につきましては、これまでも現地事務所を

有していないことから、代行業務等の委託につ

いて検討を行っておりましたが、今回コロナウ

イルスの感染拡大によって、その必要性が一層
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高まったということで予算計上させていただい

ております。今回の委託の効果も踏まえながら、

継続した委託についても引き続き検討してまい

りたいと考えております。

また、香港につきましては、併せて現地の会

場と本県観光地をつないだオンラインによる観

光説明会を行うこととしております。

説明は以上でございます。よろしくご審議賜

りますようお願いいたします。

【山本(由)分科会長】 次に、物産ブランド推進

課長より補足説明を求めます。

【長野物産ブランド推進課長】引き続き、同じ

資料の9ページから、物産ブランド推進課関係

についてご説明をさせていただきます。

まず、県産品消費拡大事業費1億1,840万円で

ございます。こちらは6月以降に開催いたしま

した長崎よかもんキャンペーン、県産品の消費

回復・拡大を図るための応援キャンペーンとい

うことで、インターネットのサイトを使った割

引キャンペーンを実施したところでございます

が、その第2弾として今回実施を支援しようと

するものでございます。

物産関係事業者を取り巻く環境については、

よかもんキャンペーンを開始した6月以降のキ

ャンペーンの効果、また百貨店、飲食店の通常

営業、あるいはお中元の需要といったところで

売上げの一時的な回復は見られておりますけれ

ども、7月以降、感染拡大の影響など依然とし

て厳しい状況もございまして、引き続き第2弾
の実施に至ったところでございます。

6月から実施いたしました第1弾の実績につ

いては中段のところに記載のとおりでございま

すが、その上段には、今回の予算といたしまし

て1億1,840万円、内容としましては割引き、送

料無料への各サイトへの補助金ということで計

上させていただいております。

今回実施する第2弾の売上げの目標につきま

しては、「ｅ－ながさき旬鮮市場」、もう一つ

の「長崎漁連ウェブショッピング」、この2つ
のサイトを合わせまして2億4,000万円を目指

しているところでございまして、可能な限り早

期に目標額を達成できるように努力してまいり

たいと考えております。

なお、下段の方に、第1弾のキャンペーンか

らの変更点ということで、第1弾の実施を踏ま

えまして、商品の割引につきましては3割から2
割に変更させていただいております。

これはサイト内での売上げが一部の事業者に

偏りが見られたことから、1事業者当たりの割

引率、加えまして1事業者当たりの販売上限額

の設定、こういった運用を見直すことによりま

して、サイトに偏りがあった売上げを、このサ

イト内に参加する運営事業者に幅広く効果が波

及するような形で取り組んでまいりたいという

ふうに考えているところでございます。

また、今回第2弾では、単品での販売だけで

はなく、県産酒や陶磁器のセット、あるいはお

土産の詰め合わせといったセット販売の造成を

行うことを考えております。その際には、通常

時より3割程度お得な価格で販売をするなど販

売方法に工夫を加えまして、商品全体の販売を

促進してまいりたいと考えております。

10ページをご覧ください。

次に、日本橋 長崎館の賃貸借契約に係る債務

負担行為の設定についてご説明をさせていただ

きます。

今回、県産品販路拡大対策費としまして、債

務負担行為4億5,863万円を計上させていただ

いております。

日本橋 長崎館は、平成28年3月の開設から5
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年目を迎えまして、令和3年3月末で建物の賃貸

借契約期間が一旦終了することとなっておりま

す。それに伴いまして、令和3年4月以降の建物

賃貸借契約の手続を行うために債務負担行為の

設定が必要となることもあり、今回計上させて

いただいているところでございます。

賃貸借契約の内容につきましては中段に記載

しているとおりでございますが、賃貸借料につ

きましては、消費税相当分の増額となっており

ます。

所有者のエヌ・ティ・ティ都市開発から、当

初の提示では増額の要求もございましたけれど

も、面積、金額ともに変更なく、現在のところ

こういった提示をいただいているところでござ

いまして、本定例会にてご承認いただいた場合

には、下段のスケジュールのとおり10月には運

営事業者の公募等手続に入ってまいりたいと考

えているところでございます。

11ページでございます。日本橋 長崎館の運

営状況の概要について記載しております。

来館者につきましては、中段に記載しており

ますが、これまで約200万人を超えるといった

状況でございまして、多くの県内事業者にとっ

て、首都圏における販売、ＰＲなど情報発信の

拠点となっているような状況でございます。

昨年度後半から新型コロナウイルス感染拡大

の影響もあり、臨時休業など余儀なくされてま

いりました。中段に来館者前年比を記載してお

りますが、緊急事態宣言解除後、来館者数は徐々

に回復している状況にございます。

また、日本橋 長崎館の販売を通じた情報の受

信機能といたしまして、首都圏での販路拡大に

つながった事例とか、受託事業者から県内事業

者へのアドバイスなどによる商品改良の取組と

いったものにもつながっている状況でございま

して、日本橋 長崎館は、首都圏における情報発

信の重要な拠点としまして、これまでの取組に

加えＳＮＳを活用した消費者ニーズのフィード

バック機能、あるいは新しい生活様式に対応し

たオンラインを活用しながら、しっかりと現地

の拠点として県産品の販路拡大につなげてまい

りたいと考えているところでございます。

以上で説明を終わります。よろしくご審議を

賜りますようお願い申し上げます。

【山本(由)分科会長】 次に、スポーツ振興課長

より補足説明を求めます。

【野口スポーツ振興課長】それでは、予算議案

のうちスポーツコミッション事業費及び第119
号議案の補足説明をさせていただきます。

資料につきましては、委員会補足説明資料5
ページ、「本明川ボート練習場センターブイ整

備事業に対する諫早市の負担金について」、A4
縦の資料でございます。こちらで説明させてい

ただきます。

当該整備事業につきましては、諫早市の本明

川下流域にボートの練習場として利用されてい

る水域がございます。ここに常設のセンターブ

イを設置するものでございまして、事業費が

2,312万9,000円でございます。

内訳といたしましては、センターブイ設置工

事費が2,237万円、これに伴うブイ設置図作成等

業務委託費が75万9,000円となっております。

本明川ボート練習場は、チョープロ・ローイ

ングクラブ、県立大村高等学校及び県立大村城

南高等学校のボート部が、平成28年より練習を

行っているところでございますが、その利用開

始時点から現在まで仮設のコースブイで練習を

行っており、大雨等の際には都度都度、ブイを

撤去するという条件で、河川管理者である長崎

河川国道事務所より水域の占用許可を受けて利
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用しておりました。

しかしながら、令和元年7月21日の豪雨の際

に撤去作業が間に合わず、一部のブイが流出す

る状況が発生いたしました。そのため河川管理

者より、仮設設置のままでは大雨の際に再度コ

ースブイが流出する可能性があるため、令和2
年度中に常設のセンターブイを整備しない場合

には、今後、河川の占用許可を行わない旨の指

摘があっておりました。

この指摘を受けまして、県といたしましては、

選手の競技環境の向上が図られ、また、県外か

らの合宿等による交流人口拡大も期待されるこ

とから、新たに常設ブイを整備することとして

地元諫早市と協議を行ってまいり、結果、県が

整備を行い、地元諫早市がその費用の一部を負

担することで事業を行うことといたしました。

なお、令和元年7月には諫早市より当該ボー

ト練習場の整備に関する要望がなされており、

ボート練習場の今後の整備、活用方法につきま

しては、諫早市や県ボート協会など関係団体と

今後十分に協議のうえ、進めてまいります。

次に、議案にあります諫早市の負担金につい

てでございますが、補足説明資料の「6．根拠

法令」にありますように、地方財政法第27条の

規定がその根拠となります。

まず、【参考】にございます地方財政法第27
条第1項に、「都道府県の行う土木その他の建

設事業でその区域内の市町村を利するものにつ

いては、都道府県は、当該建設事業による受益

の限度において、当該市町村に対し当該建設事

業に要する経費の一部を負担させることができ

る」となっており、今回の事業は諫早市にも利

がありますことから、当該事業に要する県と市

の負担額を同額として調整をいたしました。

また、同第2項に「前項の経費について市町

村が負担すべき金額は、当該市町村の意見を聞

き、当該都道府県の議会の議決を経て、これを

定めなければならない」となっておりますので、

これに基づいて今回、ご審議を賜るところでご

ざいます。

この諫早市の負担金額につきましては、まず、

国の地方創生推進交付金を事業費の半分に充当

し、残りの半分を県と諫早市で折半することと

しまして、県の負担額が事業費の4分の1、諫早

市も同様に4分の1として協議しているところ

でございます。

以上、よろしくご審議賜りますようお願い申

し上げます。

【山本(由)分科会長】 以上で説明が終わりまし

たので、これより予算議案並びに第118号議案

及び第119号議案に対する質疑を行います。

質疑はありませんか。

【宮本委員】それでは、ただいまご説明いただ

いた分に対しての質問をさせていただきます。

まず初めに第118号議案から、ちょっと確認を

させていただきたいと思います。

まず、委員会補足説明資料の1ページ、応募

期間が85日間ありまして、応募団体が1者であ

るとご説明をいただきました。広く公募された

うえで1者しかないということだったと思いま

すが、これについてはどのような形で、1者だ

けになった背景ではないですけど、公募の方法

についてもう少しお聞かせください。

【村田文化振興課長】県美術館の指定管理に関

しての公募については、基本的には県のホーム

ページとかで公告を出しております。

そうした中で、今回については1者のみの応

募でございました。想定される企業が私どもと

してもイメージがありましたものですから、そ

ういったところにお伺いしましたら、美術館の
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今の指定管理者でありますミュージアム財団が

非常にうまく運用されていると。結果も、先ほ

どご説明しましたように、入館者数とか来館者

の満足度とか非常に高いものがございますので、

そういったところから、自分たちがそこに参入

していくには至らなかったというふうにお伺い

しております。

【宮本委員】わかりました。いろいろここにも

書いてありますけど、専門性が高い運営かと考

えます。なかなか、これに対して「やります」

と手を挙げるところがなかったと理解させてい

ただきます。

委員会補足説明資料の4ページに、いろいろ

書いてあります。債務負担行為についてとあり

まして、説明もいただきました。

すみません、もう一回確認させてください。

4ページの上の表に負担金事業とあります。こ

れが県が債務負担行為で今回上げているもので、

下に「利用料金事業等」ってあります。これを

見ますと結構高額になっていますが、この利用

料金事業等は、丸々指定管理者の利益になると

いう考え方でよかったんですか。

説明では、ここの部分は努力や工夫によって

賄われるところであり、指定管理者の安定した

基盤になるという説明だったかと思うんですが、

これが指定管理者の利益になるのか。

と同時に、企画展事業、ショップ、カフェ、

その他の事業とありますが、これをもう少し詳

しくご説明いただけますか。

【村田文化振興課長】委員ご指摘のとおりでご

ざいまして、こちらの指定管理業務、負担金事

業については上の表にございますとおりで、収

入を伴う企画展については利用料金事業として

取扱い、指定管理者の収入にしていただき、次

回以降の展覧会とか、いろんな事業展開に力を

注いでいただくということで、いわゆるインセ

ンティブとしての指定管理者の意欲を引き出す

というふうな狙いを持っております。

その他の事業については、いわゆる貸館事業

といいますか、県民ギャラリーとか講座室等々

ありますので、その他の事業の内容としまして

はそういった事業がございます。

【宮本委員】 確認ですが、利用料金事業等は、

例えば平成27年決算で約5億6,000万円、この中

からショップに働いている方々の人件費とか、

いろいろな購入費等は出ているという認識でよ

かったんでしょうか。

【村田文化振興課長】委員のご指摘のとおりで

ございまして、こちらの経費の中には仕入れと

か、そちらで働いていただいています人件費、

そういったものも含まれています。

【宮本委員】人件費で出ていくお金もあるなら

ば、指定管理者の黒字の部分、利益はこれから

減るということですよね、もちろんですね。

半分もならんとでしょうけど、どれくらいに

なるのかが今わかれば教えていただきたいと思

います。

【村田文化振興課長】令和元年の利益としまし

ては450万円程度でございます。年々では赤字

になったり黒字になったりでございまして、一

定の留保をしていただいて、赤字になった部分

は補填して経営の安定化を図っていただいてお

ります。

【宮本委員】 令和元年で450万円ぐらいの利益

ですよと。じゃあ、結構費用がかかっていると

いう理解でいいですね。ちょっと確認をさせて

いただきました。

これ、差がありますよね。ショップ、カフェ、

その他の事業で、平成27年と平成28年を比較す

ると半分ぐらい違っています。令和元年は結構
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多いですね。

これは、何か大きな打ち出しがあって来客数

が多かったという考えでよろしかったでしょう

か。

【村田文化振興課長】企画展に関して、場合に

よって特設ショップを設置することがございま

す。例えば昨年度のジョジョ展では特設のショ

ップをつくり、そこで大きな売上げを上げまし

た。一方で仕入れや人件費等がかかりますので、

それほど大きな利益にはならず、実際の収支と

しては概ね1億7,000万円程がジョジョ展に関

する経費となっております。

【宮本委員】結構な支出があると理解をいたし

ました。利用料金事業等を踏まえた上での債務

負担行為を設定するのがいいんじゃないかと単

純に思ったものですから、確認をさせていただ

きました。

利用料金事業等で利益があれば、少し債務負

担行為を減らしてもいいんじゃないかというふ

うに思ったんですが、内訳を聞いてみるとそう

でもないと確認をさせていただきました。わか

りました。今後の展開等も気になるところでは

あるんですが。

細かい部分ですみませんが、指定管理者選定

委員会の委員が7名いて、1名欠席とありますけ

ど、これ1名欠席でもよかったのかなと。そも

そも7人おれば、7人いた日に設定してもよかっ

たんじゃないかなと思うんですが、1名欠席し

て決めてもいいのか、ちょっと不安が残るんで

すが、そこを教えてください。

【村田文化振興課長】委員の設置要綱に、委員

の半数以上のご出席があれば委員会としては成

立するということでございましたものですから、

どうしても7名の方々それぞれお忙しい方々ば

かりでございましたので、なかなか日程を調整

することが難しく、6名の出席となったところ

でございます。

【宮本委員】 最後に、今後6年間いろいろ出て

いますけれども、取組の今後の展開、こういう

ふうな形で美術館をやっていきますという展望

等々が指定管理者からあれば、お聞かせいただ

ければと思います。

【村田文化振興課長】今後の課題とまでは言い

ませんが、展望でございますが、まずコロナ対

策にどう向き合っていくかということだろうと

思います。

この美術館では、全国の協議会といいますか、

そういった組織が5つぐらいあるそうですが、

そちらに加盟をしていまして、美術館単体では

解決できない分野だということもございますの

で、そのネットワークを活用いたしまして、今

後のウィズコロナでの取組を進めていきたいと

考えておられます。

それからもう1点、ご承知のとおり長崎の中

心部については、これから様々な開発が始まっ

てまいりますので、そういったところとしっか

り連携をして、お客様を呼び込んでいく取組も

積極的に進めていきたいと考えているところで

ございます。

【宮本委員】 わかりました。次回に向けて、い

ろいろ課題は多いかと思いますが、また鋭意取

り組んでいただければと思います。

第110号議案、9月の補正予算について、ちょ

っと2事業だけ確認をさせてください。

補足説明資料の9ページ、県産品消費拡大事

業費についてです。これは予算総括質疑の中で

も様々議論がなされていましたが、確認をした

いのが第1弾の実績で、この売上げの中で県内

と県外を比べた時にどうだったのかを知りたい

んです。それがわかれば教えてください。
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【長野物産ブランド推進課長】県内、県外の販

売額の割合をというお尋ねでございます。

物産協会が運営するｅ－ながさき旬鮮市場の

売上げの中を都道府県別で見ますと、県内が6
割、4割が県外の方からご購入いただいている

という結果が出ております。

【宮本委員】わかりました。県外から結構買っ

ていらっしゃると確認をさせていただきました。

今回第2弾ということで、第1弾を踏まえて目

標額2億4,000万円だったですかね、掲げていら

っしゃいます。期間としては、この目標額に達

したら終了なのか、そもそもこの事業の期間を

教えていただけますか。

【長野物産ブランド推進課長】今回のキャンペ

ーンは、できるだけ長くやりたいという気持ち

はございますので2月までは想定しております

けれども、予算の執行としては早い方がいいと

思っておりまして、できれば年内にこの2億
4,000万円を消化できればというふうには考え

ているところでございます。

【宮本委員】 今回変更点にも書いてあります。

当初の3割引から2割引、上限なしだったのが上

限あり、これを撤廃してもいいんじゃないかと

思っていましたけれども、偏りをなくすためと

いう説明がありましたのでね。

今回、県産酒なども売出しをもうちょっと強

化するということですので、関係団体の方々と

もしっかり協議をしていただいて、拡大に向け

て取り組んでいただきたいと思います。

最後に、10ページの債務負担行為であります

情報発信拠点運営事業費について。

2ページにわたって、いろいろご説明いただ

きました。報道で見ましたけれども、今、巣籠

もり事情で結構、こういったふるさと館、物産

館の売上げが伸びている状況と聞いたんです。

8月末までの状況はあるんですけど、来館者

状況の直近の9月の部分がもしわかれば教えて

いただきたいと思います。どれだけ伸びている

のか、ちょっと減っているのか、確認させてく

ださい。

【長野物産ブランド推進課長】 9月の日本橋

長崎館の来館者の状況についてのお尋ねでござ

います。

9月26日現在で、前年度と比べまして約9割程

度の来館者というような状況になっております。

説明資料で8月までは大体9割というところで、

最近の状況を見ましても来館者は9割ぐらいま

で戻ってきた状況でございます。

【宮本委員】 わかりました。今回、こういう形

で債務負担行為が出ていまして、陳情も出てい

ます。また、情報発信機能、受信機能ともあり

ますので、いろんな機能を兼ね備えた日本橋 長

崎館にしていただきたいと考えておりますので、

よろしくお願いいたします。

【山本(由)分科会長】 １時間たちますので、空

気の入れ替えのために一旦、休憩をとらせてい

ただきます。11時5分から再開します。

しばらく休憩します。

― 午前１０時５７分 休憩 ―

― 午前１１時 ５分 再開 ―

【山本(由)分科会長】 再開いたします。

質疑を続行いたします。

【徳永委員】先ほどの宮本委員の質問の関連に

なりますけれども、第118号議案、この利用料

金事業費です。

そもそも指定管理というのは、所有者が県の

場合、県が経営をするよりも民間等に委託をし

た方が経費もかからないという大きな考えの中

でできたものだと私は思っております。
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そこで課長にお聞きしたいのは、運営費とし

ては約3億5,000万円と、これはわかります。そ

ういう中で利用料金事業等の収入は、早い話が

指定管理者がやればやるだけ、利益が出ればそ

れは自分のものになると、そういう位置づけな

んですか。

【村田文化振興課長】委員のご指摘のとおりで

ございまして、利用料金事業につきましては、

利用料金の収入をもってこの事業を展開してい

ただくということでありまして、そこで出た黒

字の部分については次の事業展開につなげてい

ただくと、指定管理者の意欲を引き出していく

ということでこの仕組みをつくっているところ

でございます。

【徳永委員】 じゃあ、売上げがどんどん、どん

どん上がり、利益もどんどん、どんどん、青天

井で上がりますと、それは全て指定管理者の利

益ということですか。

【村田文化振興課長】仕組み上はそういうこと

でございますけれども、実際はそうはなってお

りません。企画展をやる場合に、収入はありま

すけれども、様々な経費がかかってまいります

ので、結果的にはそれほど大きな収入、黒字と

いう形には、これまでの経緯ではなっておりま

せん。

【徳永委員】それはあなたの考えであって、私

が言うのは根本的な考えなんですよ。

指定管理者に例えば私がなりましたら、この

美術館でいろんな展覧会とか指定管理事業以外

でやった時に、頑張ってやればやるほど、売上

げも上げて利益も上がれば、全て私の利益にな

るということですかと聞いているんです。

【村田文化振興課長】委員のご指摘のとおりで

ございます。

【徳永委員】民間で考えれば、利益が出れば半

分は税金で持っていかれるのが基本なんですけ

どね。

それだけ頑張れば指定管理者の利益になると、

これはいいんですよ。やっぱりそういうことが

なければ、指定管理の方も手を挙げないでしょ

うから。

しかし、3億5,000万円というのは、いろんな

指定管理の中で県がはじいた金額で、これで十

分運営はできているということ。それに利益を

出していくことはいいんですけれども、ただ、

ここが難しいんですけれども、ある程度出れば

県に幾らか返してくださいとか、維持管理費用

がかかるんですから、そういうこともあってい

いのかなというふうに思うんですけれども。

制限がないとなれば、指定管理という意味が

どうなのか、そもそも論と、そうやってどんど

ん収益を上げていいんですよと無制限となった

場合に、各自治体もそうなのか、さっきの宮本

委員の質問の中で私もちょっと疑問。

実際、県と指定管理の関係がどうだったかと

いうことを、ここだけの問題じゃなく全体的な

問題もありますから、そういう中でお答えをい

ただきたいと思うんです。

【村田文化振興課長】申し訳ありません。繰り

返しになるんですけれども、一定指定管理者の

意欲を引き出すための仕組みであるということ

はご理解をいただいた上でのお話だと思います。

けれども、私どもとしても、指定管理をお願い

する時に、こういった事業をやってくださいと

いうことは、もともと協定の中で話をしており

まして、その中の利用料金事業が企画展の事業

であったり、ショップ、カフェの事業でござい

ます。そうした中でかなり利益が出た場合の対

応ということであろうかと思います。

現状においては指定管理者の収益とするとし
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ておりますけれども、その額によっては、やは

りそこは検討すべきところだというふうには思

いますけれども、今後の推移を見ながらしっか

り検討していきたいというふうに思っておりま

す。

【徳永委員】 部長、指定管理について、県のマ

ニュアルというか県の考えは、文化観光国際部

の所管はこうですよ、よそはこうですよという

のは違うでしょう。やはり県の指定管理は同じ

規程の中で契約が成り立つわけでしょう。それ

はどうなんですか。

【中﨑文化観光国際部長】委員ご指摘のとおり、

指定管理というのは、しっかりアウトソーシン

グして、民間のノウハウを生かしながら効率的

に経営するのが基本的な方針だと思っておりま

す。

それで利益が出たら、県の方への返還等も検

討したらどうかというようなご指摘でございま

す。

これは、3億5,000万円の貴重な税金を使って

県民の皆さんに芸術文化を提供するという大事

な施設でございます。経営自体はアウトソーシ

ングしておりますけれども、どういう企画展を

するのかは、2年、3年も前から美術館の方で案

を出して、県ともしっかり協議して決めている

ものでございます。

本来、利益を追求するだけの私的な美術館で

あれば、人が多いというようなことだけの集客

に沿った企画展になるとは思うんですけれども、

これは公的な美術館でございますので、人を集

めるだけじゃなくて、例えば中国との関係が深

い孫文と梅屋を県民の皆さんにしっかり知って

いただく。あるいは今、黄檗展、いわゆる隠元

と皆さんとの企画展を計画しているところでご

ざいます。これはなかなか集客には結びつきま

せんけれども、やっぱり長崎と中国の役割をし

っかり知っていただくというようなことで、こ

れは逆に県から持ちかけたようなところもござ

います。

ジョジョ展のように、県外からも多く来てい

ただく。これは集客にもつながりますし、若い

方に非常に人気の企画展でございますので、長

崎のまちをいろいろめぐっていただく交流人口

の寄与にもなると思います。

そういうふうに集客の部分、あるいは県とし

ての考え方をしっかり示してもらう部分、そう

ったところのバランスをとりながら今までしっ

かり県も関与してやっておりますので。

現実といたしまして、令和元年には450万円

というお話もございましたけど、その前年には

なかなか、そこまでの黒字を出していない経営

をやっております。そういう意味では大きなお

金が出てくるというようなことではございませ

んので、しっかり役目を果たすような運営につ

いて県としてもしっかり関与してまいりたいと

思っているところでございます。

【徳永委員】私は、利益が出たら返せとは言っ

ていないんですよ。ただ、しっかりと指定管理

の意義、意味を、県側と指定管理側でちゃんと

やってくださいということなんです。

ただ、どれだけでも利益が出ればそこのもの

ですよとか、それはないだろうと。確かに指定

管理というのは、県も厳しい予算でやっている

と思うんですよ。そうじゃないと指定管理の意

味がないですから。その中で指定管理者が努力

をしながら、そこで利益を出して、運営をより

よくやっていくと。

ただ、もう一つ言いたいのは、指定管理の中

でも、こういった利益を出せるものと、そうで

ないものがあるわけですよね。同じ指定管理で
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も、いろいろありますから。例えば公園管理と

かあります。

だから、利益が出るところ、出ないところと

ありますから、そういうものの整合性をとらな

ければならないというところもありますから、

一定意欲を出させることも大事でしょうけれど

も、税金ですから、そういうところもしっかり

加味しながら、わかりやすい、県民に理解して

いただけるような指定管理、そしてまた運営を

していただきたいと思いますので、そこは最後

に要望としてお願いしたいと思っております。

【山本(由)分科会長】 ほかに質疑はありません

か。

【宮島委員】まず、予算につきまして質問いた

します。

観光振興課から、宿泊施設安全・安心快適化

促進事業費ということでご説明をいただきまし

た。4月の補正についた事業が、ニーズが高か

ったということでの拡張、また、中・長期の目

標とした整備、そうしたものについて事業を展

開されることにつきましては、大変評価を申し

上げたいと思います。

一方で、ちょっと1～2点お伺いをしたいんで

す。

まず、施設整備それぞれあるんですが、もう

既に今年度も半分経過しておりまして、事業者

の皆さん方といろいろと話し合いが進むんでし

ょうけれども、大体あと半年ぐらいで、どのよ

うなスケジューリングでこの事業を進められて

いくのか、その点についてお聞きしたいと思い

ます。

【佐古観光振興課長】スケジュールにつきまし

ては、事前に事業者の皆様のご意見も聞きなが

らと考えておりますけれども、本委員会終了後

に、あくまでも予算成立後という前提つきでは

ございますが、県としてこういった事業を考え

ておりますというのを県内の各施設に個別に情

報提供をしたいと思っております。そして、予

算が正式に成立しました後に応募を受け付けて、

できましたら11月上旬に採択を行って、その後、

実際に着手していただくと。

こういったスケジュールであれば年度内に工

期がとれるというお話もいただいたうえで、今、

そのようなスケジュールを想定しております。

【宮島委員】これは要望になるんですけれども、

事業者ファーストで、やはり事業者の皆さん方

が柔軟に使えるような形、ニーズに沿った形で

やっていただきたいと、それは期間のことも含

めてですね。ぜひ検討をいただきたいと思いま

す。

それともう一つ、使い勝手という点で、②の

コロナ後の新たな旅行ニーズに対応した客室等

整備につきましては、メニューが1、2、書いて

ありますが、「等」と書いてあるとおりに、少

し幅広に今後の事業の展開を考えておられるの

ではないかなというふうに思うんですが、ここ

もぜひ事業者の要望をきちっと受けたうえで、

できるだけ可能な限り事業の内容、メニューを

幅広くとって展開をしていただきたいとご要望

したいと思いますが、課長の見解はいかがでし

ょうか。

【佐古観光振興課長】②につきましても、事前

に県内の主要な宿泊施設にニーズ調査をして、

どういった計画に取り組みたいかを私どもも現

時点で把握しているところでございます。

私どもとして、ぜひ実現をしたいと思ってい

るのは、その宿の魅力があるから長崎県に来た

いというような宿をつくる。その結果、客室単

価が従来よりも上がって、県全体の観光消費額

につながるというところはぜひ実現をしたいと
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思っていますが、その具体については様々なこ

とが想定をされますので、委員のご意見のとお

り、できるだけ幅広な形で対応をしてまいりた

いというふうに考えております。

【宮島委員】 よろしくお願いします。

次に、先ほども質問がございました情報発信

拠点運営事業費、日本橋のアンテナショップに

ついてお伺いをしたいと思います。

この賃借料は年間9,100万円強と決して安く

ない賃料でありますが、一方で今年度の来館は

臨時休業もあって非常に伸び悩んでいるという

ようなお話もありました。ご苦労についてはお

見舞いを申し上げたいと思うわけであります。

先ほど、来館者についてはお話がありました

が、現在の売上額、今年度の見通し、こうした

ものがあればお聞かせをいただきたいと思いま

す。

【長野物産ブランド推進課長】 日本橋 長崎館

の今の売上げの状況でございます。日本橋 長崎

館は、部門としまして物販と飲食、イートイン

スペースでの販売がございますが、今回のコロ

ナの影響を受けまして、やはり飲食といったと

ころは非常に厳しい状況がございます。

来館者は大体9割ぐらいというところですが、

売上げにつきましては現在、8割ぐらいに戻っ

ているというような状況でございまして、やは

り飲食の影響もあろうかと思いますが、徐々に

こちらの方も回復に向かっているような状況で

ございます。

全体的な見通しでございますが、運営全体の

中で、この事業者が収入と自分たちの経費を見

ながらやっていただいている状況ですけれども、

売上げが減少している中で、収支の均衡といっ

たところで見ますと非常に厳しいというお話を

お聞きしているところでございます。

【宮島委員】コロナ禍のもとで確かに飲食は厳

しい状況があると思うわけでありますが、一方

で食料品をはじめとする物品の販売については、

家庭内での食事が増えたこともあって増えてい

る会社は結構多いんです。そういう意味では、

もっともっといろいろな取組の仕方があるので

はないかと考えます。

一例でありますけれども、同じく日本橋にア

ンテナショップを構えておられます福島県は、

独自の商品券をプレミア付きで発行されて、そ

れを福島館で使えるようにする。また、福島県

の食材を使っている飲食店でもその商品券が使

えるという方法をとられて、ニュースなどにも

取り上げられたところであります。

何かこういうことをきっかけとして、もっと

もっとアピールをするような方法をとっていく

べきではないかと考えますけれども、課長のお

考えをお聞かせください。

【長野物産ブランド推進課長】コロナの中での

首都圏での日本橋 長崎館の取組でございます。

通常どおりのやり方では非常に厳しいという中

で、現在、日本橋 長崎館では、5月からですが、

なかなかこちらでは浸透していない代引きによ

る発送のサービス、いわゆる通販みたいな形で、

ＳＮＳを使いながら自らの会員向けに販売をし

てる状況もございます。

あとはＳＮＳ、インスタグラムとフェイスブ

ック、両方を使って毎日情報を発信していると

ころでございますが、もう一つＬＩＮＥのアカ

ウントを取りまして、現在、テスト的にＬＩＮ

Ｅの友達をどんどん増やしていこうということ

で取り組んでいるところでございます。

ＬＩＮＥの取組については、9月21日敬老の

日をうまく活用しまして、ＬＩＮＥで日本橋 長

崎館のポイント5倍というキャンペーンを案内



令和２年９月定例会・環境生活建設委員会・予算決算委員会（環境生活建設分科会）（９月２８日）

- 61 -

したところ、今年度で一番の売上げを上げると

いった結果も出たというふうに聞いています。

こういったコロナの中でございますので、試

食とか、そういったイベントによるＰＲは難し

いところがございますけれども、オンラインを

うまく活用しながら、来館者数の増加とかＰＲ、

そういったものに力を入れてやっていきたいと

考えているところでございます。

【宮島委員】取組につきましては了としたいと

思います。

長崎県人会もありますし、各市や町の東京会

もあるわけでありますし、また、県の方では毎

年、長崎ゆかりの会も主催してやっておられま

す。そういう幅広い長崎のネットワークがある

わけでありますので、そういうネットワークを

最大限に活用して、そういう皆さん方は長崎を

何とか支えてやろうというお気持ちになってお

られると思いますので、皆さん方にしっかりと

ＰＲをして、応援をいただくような態勢もとっ

ていただきたいと、そのことをお願いしたいと

思います。

もう1点でありますが、説明資料の中に、情

報受信機能として、受託事業者から県内事業者

へのフィードバックによる事業者の商品改良の

取組とありますが、具体的な例があればお聞か

せいただきたいと思います。

【長野物産ブランド推進課長】情報受信機能の

成果についてのお尋ねでございます。

具体的な会社名は申し上げられないんですが、

バイヤーと言われる方々が日本橋 長崎館に来

館されることがございます。そういった中で、

大手の百貨店への販路の開拓につながったとか、

大きな取引につながった例もございますし、小

さなものを含めれば、商品をあそこに展示して

いることで販路拡大につながった例もございま

す。

一方、商品改良につきましては、受託事業者

が常日頃販売をしている中で、例えば商品のパ

ッケージとか商品の個数、こういったものをフ

ィードバックしながら、事業者の方に情報を提

供しているところでございます。

一つの例としましては、福山雅治さんを少し

もじりまして、たまたまその商品名に「福」と

いう文字が入っていたものですから、それをギ

ターの形に変えることによって少し売上げにつ

なげる改良になった例もございます。

【宮島委員】引き続きの努力をお願いしたいと

思います。

次に、第118号議案についてお尋ねをしたい

と思います。

先ほどもご質問がございましたが、管理者の

指定につきましては、これまでの実績、あるい

は客観的な審査の算定結果を見て、極めて妥当

かなというふうに思っておりますので、そのこ

とについては了承をしたいと思います。

一方では、先ほど徳永委員からご指摘があり

ましたが、透明性をしっかりと確保して、県民

にも説明をしっかりできるような態勢をとって

いただきたいと、これは要望しておきたいと思

います。

今年の入館につきましては、これもコロナ禍

によりまして大変厳しい状況にあると思うわけ

でありますが、今年の入館の状況、あるいは今

後の推移についてお聞かせをいただきたいと思

います。

【村田文化振興課長】今年度の実績でございま

すが、4月以降9月の昨日時点で2万8,328名でご

ざいます。昨年の同時期と比較しますと15.2％
ということになっていますけれども、徐々に数

値は上がってきている状況にあって、現状では
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約4割近くまで回復をしているところでござい

ます。

【宮島委員】私も、この夏に美術館におじゃま

しましたが、平日でもあり、ほとんど来館者の

方もいらっしゃらなくて、大変寂しい状況であ

りました。そうした中でも運営の皆さん方はし

っかりと対応されていたことについては、改め

て評価を申し上げたいと思います。

しかしながら、点数が軒並みに80％前後の高

い点を獲得されていながらも、私は、やはりさ

らに高みを目指した運営を志していただきたい

と期待をしているところであります。

その期待の中で、今後どうやって県立美術館

を活性化させていくか、このことが重要であり

ましょうし、毎年平均40万人ぐらいの方が来館

をされる中で、指定管理者は、来館者の皆さん

方のニーズをしっかりと把握する必要があるん

じゃないかなというふうに思うわけであります。

指定管理者の皆さん方は、そういう形でいろい

ろと分析は行われているのか、お聞かせをいた

だきたいと思います。

【村田文化振興課長】毎年、来館者アンケート

を実施しております。

その結果についてご紹介いたしますと、性別

についてはやはり女性の方が多い状況にござい

ます。年齢構成につきましては20代から50代の

方々が全体の半数以上でございまして、その年

代の女性の方々にご来館をいただいております。

それから、県内県外の内訳でございますが、

長崎市内の方が全体の47％、それ以外の県内の

方が32％ということで、全体の約8割は県内の

方々にご来館をいただいているということでご

ざいます。アンケートの結果としては、主にそ

ういったところでございます。

【宮島委員】しっかりと来館者の皆さん方のニ

ーズも把握をし、今後の運営につなげていただ

きたいと思います。

ただいま課長からご説明をいただきました来

館者の居住地については、私はもう少し詳しく

知りたいと思うんです。県内の中で長崎市と長

崎市以外の方という区別だけでありますけれど

も、先ほどの部長のお話のとおり、何といって

も長崎県民の美術館でありますので、県内の皆

さん方がどういうふうに県美術館を利用されて

いるかということを、もう少し仔細に把握して

いただく必要があるのではないかと思います。

そのことについて要望と、ご質問をしたいと思

いますけれども、課長、いかがでしょうか。

【村田文化振興課長】細部にわたりました分析

結果についても把握をしています。

ご紹介いたしますと、これは全体を100％と

した時でございますが、県北地域が6.1％、県央

地域が12.5％、県南地域、島原地区で3.1％、西

彼地区が6.8％、離島地区が1.5％という状況に

ございます。

【宮島委員】地域についてご説明をいただきま

した。長崎市が中心とあって、どうしても距離

が遠くなるほどに利用者は少なくなると思いま

すので、今後は、県内の皆さん方にどうやった

らこの県の美術館を利用してもらえるかという

工夫についてもぜひ併せて考えていただきたい

と、そのことを要望しまして質問を終わりたい

と思います。

【山本(由)分科会長】 ほかに質疑はございませ

んか。

【溝口委員】 第118号議案で、先ほど来、利益

関係がどうなっているのかという形で、利用料

金事業、ここら辺の内訳が全然わからないんで

すよね。

令和元年には全体で3億7,000万円あってい
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るのに、450万円ぐらいの利益だという話です。

年間の運営費は3億4,000万円から3億5,000万
円ぐらいで、県が全部補助しているわけですね。

この利用料金事業関係の理解がしにくいものだ

から、利益がそのまま上がってきているんじゃ

ないかという感覚になってくるんですけれども、

その辺についてお尋ねします。

【村田文化振興課長】 企画展事業の支出額が、

令和元年の決算で約1億2,000万円と記載して

います。企画展の収入額については、利用料金

事業とか負担金等々がありまして、約2億円程

度でございますので、企画展事業全体では赤字

ということになっています。

ミュージアムショップとカフェについては収

入額が約2億4,000万円、支出額が約2億4,000万
円ということで、概ねトントンといいますか、

収支はなされているという状況でございます。

【溝口委員】ちょっとわかりにくいんですけど

ね。

そうしたら、ショップとかカフェは、別に雇

って人件費を出しているんですか。2億4,000万
円の売上げがあっているのにトントンだと、そ

こら辺の根拠がちょっとわからないんですよね。

【村田文化振興課長】そこで働いておられます

人件費とか、ショップの物品の仕入れ、カフェ

の原材料の仕入れがございまして、収支として

はトントンになっているという状況でございま

す。

【溝口委員】長崎ミュージアム振興財団が、シ

ョップにしてもカフェにしても運営しているわ

けですよね。ショップとかカフェについては、

負担金事業の人件費には入らないで、別に雇っ

て人件費を払っていると理解していいわけです

か。

【村田文化振興課長】委員のご指摘のとおりで

ございまして、この部分については利用料金事

業ということで、こちらの業務に関する人件費

については、この中でやりくりをしていただい

ている状況でございます。

【溝口委員】 わかりました。

できれば、せっかくここに数字を持ってくる

なら、そういう運営費、事業としての費用も書

いていただかないと、ものすごく理解しにくい

し、利益だけが独り歩きしているような感じに

なって、何か言いたくなるような書き方なんで

すよね。だから、その辺については今後、ある

程度明確な説明ができるように、私たちにも出

していただければと思っております。

それと、先ほど宮島委員からもちょっと出た

んですけれども、令和2年度はコロナ禍によっ

てかなり来館数も少なくなって、運営としても

大変なんじゃないかと思うんですけれども、そ

の辺について、企画展とかが今まではトントン

だから、運営にはあまり影響はないと捉えてお

っていいわけですか。

【村田文化振興課長】負担金事業につきまして

は、県の方で一定負担金を支出いたしますので、

その中で十分やっていただけると見込んでおり

ます。

企画展とかショップ、カフェについては、利

用者の方々、入館者の方々に左右される部分が

ございます。現状においてはこれまでどおりの

展開ができていないといいますか、ずっと中止、

もしくは延期になっている状況でございますの

で、令和2年度の予算を見ていただくと極端に

下がっている状況もございます。そこはコロナ

の状況を見ながら、企画展等、収支を見ながら

やっていくというふうなことで今は考えている

ところでございます。

【溝口委員】コロナ禍によって来館者が少なか
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ったのは理解するわけですけれども、利用料金

事業等で2億幾ら売上げがあっていたのが、全

然できないような状態で、従業員の皆さん方に

ついては雇止めをしているのかどうか。長崎県

では1,000人近く雇止めというか、そういうのが

あったと聞いていたんですけれども、ここの人

たちはその中に入っているんですか。何人ぐら

い働いているんですか、ショップとかカフェ、

企画展事業にですね。

【山本(由)分科会長】 暫時休憩します。

― 午前１１時４０分 休憩 ―

― 午前１１時４３分 再開 ―

【山本(由)分科会長】 再開いたします。

【村田文化振興課長】資料を整理いたしまして、

午後からご説明を差し上げたいと思います。

【山本(由)分科会長】 もうちょっと時間があり

ますので、第118号議案に関する部分を除けて、

それ以外の質問だけお受けしたいと思うんです

けれども。

【溝口委員】 第119号議案です。今回、約2,300
万円かけてブイをつくるということですけれど

も、練習場だけにしていくのはもったいないん

じゃないかと思うんです。将来的にこれをどの

ような形で、どのような施設を目指してやって

いこうとしているのか、その辺についてお尋ね

したいと思います。

【江口スポーツ振興課企画監】こういった形で

5,000メートルという全国ほかにないようなボ

ート練習場として整備ができました暁には、今

までも合宿は来ておりましたけれども、誘致は

行っておりませんでした。今後は、こういった

全国どこにもない施設設備を活用しまして、ま

ずは合宿の誘致を積極的に取り組んでまいりた

いと思っております。

それで、合宿地としての実績を積み上げまし

て、この本明川のボート練習場の認知度を全国

的に高めてまいりまして、その後、九州規模の

大会だとか西日本規模の大会、あるいは全国規

模の大会も誘致してまいりたいと考えておりま

す。

【溝口委員】わかりました。将来的には大会も

できるような施設を目指すということでござい

ます。その辺については、ある程度スケジュー

ル的なもの、計画を持ちながらやっていかない

と、そこまでいかないんじゃないかと思うんで

す。全国的に合宿という形をつくるということ

ですけれども、そうしたら、合宿をするならど

ういう施設がまた要るのかという問題になって

くると思うんです。

その辺について、できれば早く計画をつくっ

て、大会ができるような施設を目指していただ

きたいと思いますが、このことについてお尋ね

したいと思います。

【江口スポーツ振興課企画監】実は、こちらの

説明資料にも書いておりますけれども、令和元

年7月には諫早市から、そういった大会誘致が

できるような競技用のボート公認コースの整備

といった要望が上がってきております。

委員からご指摘がありましたように、こうい

ったことを誘致していくためにはどういった施

設設備が必要なのかを、地元諫早市とか県ボー

ト協会などと協議をいたしまして、そういった

計画についても検討してまいりたいと考えてお

ります。

【溝口委員】 わかりました。

今回はブイを整備していく形ですけれども、

この維持管理についてはどのように考えている

んですか。

【江口スポーツ振興課企画監】今回、諫早市と
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の協議の中で、センターブイの整備については

県で行い、ブイ自体の維持管理につきましては

諫早市でしていただくということで協議をして

おります。

なお、費用については、整備費も諫早市から

半分負担をいただくことにしておりまして、維

持管理にかかる整備については、県と市で同じ

く折半をしていこうと、実際の維持管理につい

ては諫早市にしていただくということで協議を

進めております。

【溝口委員】わかりました。せっかくのボート

練習場、日本にないすばらしいコースだという

ことでございますので、ぜひ、これを利用して

人が集まるような施設にしていただきたいと思

っております。

【宅島委員】観光振興課長から説明がありまし

た観光客受入環境整備事業費、予算額6億円と

いうことで。

①の安全安心に繋がる施設整備事業が予算額

2億円で40件、②コロナ後の新たな旅行ニーズ

に対応した客室等整備が、これまた40件で予算

額は4億円、合計6億円と説明を受けました。

私がちょっと申し上げたいのは、40件、40件
と提示してあっても、観光振興課の若い方たち

が必ず40件にしなければいけないという固い

考えじゃなくて、例えば40数件ありましたと、

45件になってもいいから、きちっと予算内で収

まるようにですね。例えば、40件とするのでア

ップさせて話をしたり、そういったことはなし

に、45件でもこの予算額で収まるようなことに

していただきたいと思うんですけれども、そこ

ら辺はいかがでしょうか。

【佐古観光振興課長】資料上は、積算で補助限

度額500万円の40件、1,000万円の40件という書

き方をしておりますけれども、私どもとしては、

この予算をいかに有効に活用するかというのが

主眼でございますので。

先ほど申し上げましたけれども、長崎県の観

光の少し課題というのが、よそに比べて魅力あ

る宿が少ない。しっかり課題認識をもっており

ますので、できるだけ多くの施設にこの制度を

利用していただきたいと思っております。です

から、あくまでも予算額を前提に、件数は今回

の積算上であるとご理解いただければと思いま

す。

【宅島委員】ありがとうございます。ぜひそう

いったことでですね。

というのは、6月補正の時に同じようなこと

があってですね。私の地元の小浜温泉からも数

件のそういう要望をしたんですけれども、相手

にしてもらえませんでしたというような声が聞

こえたので、あえて言っているんです。件数40
件なので40件までで抑えるんだ、じゃなくて、

ちょっとオーバーしてでも予算額の範囲内でき

ちっと。

だから、順次採択、採択じゃなくて、ある程

度期間を決めて、全体を見渡して配分を決めて

ほしいんです。最初から1件1件、はい、これは

オーケー、これはオーケーとずっとしていくと、

4億円で終わりですね、40件で終わりですねと

なるので、ある程度きちっと締切日を決めて総

合的に、45件だけれども4億円になるように何

とかしようねとか、50件あるけれども4億円に

なるようにしようねとか、そういった考えのも

とに幅広く、旅館・ホテル業の方たちのニーズ

に応えていただければと思いますけれども、部

長、いかがでしょうか。

【中﨑文化観光国際部長】コロナで観光事業者

の方は大変な中で、県がどうしっかり支援して

まいるかという事業だと思っております。



令和２年９月定例会・環境生活建設委員会・予算決算委員会（環境生活建設分科会）（９月２８日）

- 66 -

特に今回の事業は、早い者勝ちということで

はなくて、しっかりと中身も見せてもらおうと

思っています。新たな客の取込み、あるいは客

室単価のアップにつながるような提案をぜひ優

先したいと思っておりますので、できるだけ少

し幅広くくみ取った中で、どう予算を配分する

かはしっかり検討してまいりたいと思っており

ます。

【宅島委員】同じ観光振興課の観光客誘致対策

事業費として1,887万2,000円、県内各地のご当

地グルメ開発支援ということで予算を上程され

ています。大変いい政策じゃないかなと思いま

す。それぞれ地域地域、県内にあるんです。こ

れを6地域と想定してあるんですけれども、県

内ブロックに分けて多分6地域じゃないので、

それぞれ上がってきたら、この予算の範囲内で

工夫をして、6地域だけと6地域で切るんじゃな

くて、幅広く上がってきたところをよく精査し

て、やる気のあるところはやらせてあげると、

頑張ってもらうというような考えではいかがか

と思うんですけれども、いかがでしょうか。

【佐古観光振興課長】 この6地域につきまして

は、事前に各市町に意向をお伺いしまして、積

極的に取り組みたいと手が挙がってきたのが現

状6地域でございます。

予算が成立しましたら、改めてもう一度募集

をかける予定にしております。その中で6地域

を超えて出た場合につきましては、単純に増や

すことが予算的に可能かどうかというのもござ

いますけれども、現時点でその6地域に必ず限

定し、6以上はしませんということは申し上げ

ません。できるだけ今の委員のご意見に沿った

ような形で工夫ができないか、検討してまいり

たいと思っております。

【宅島委員】ありがとうございます。ぜひです

ね、そういった今の課長のご答弁がありました

ので。

知らない方たちも多いと思うんですよ。確認

されたのは多分、行政の方だけで、民間の人た

ちには確認をされていないと思います。特にこ

ういったことは民間レベルの方たちはやりたい

んですよ、行政はやりたくなくてもね。だから、

そこをしっかり把握をして対応していただけれ

ばと思います。終わります。

【山本(由)分科会長】 それでは、午前中の審査

はこれにとどめまして、午後は1時30分から再

開をいたします。

しばらく休憩します。

― 午前１１時５４分 休憩 ―

― 午後 １時３０分 再開 ―

【山本(由)分科会長】 それでは、午前中に引き

続き分科会を再開します。

午前中の質疑の中で、長崎県美術館の運営事

業の中で、利用料金事業等の収入等について資

料提出の要請がありましたので、今、お手元に

資料をお配りしております。

この資料に関する説明と、午前中の溝口委員

の質問に対する答弁をお願いします。

【村田文化振興課長】 お手元にＡ3の横の資料

をお配りしております。新たに利用料金事業等

のところに収入額を入れまして、全体の収支が

わかるようにしております。一番下にございま

すのが全体の収支でございまして、令和元年決

算で見ますと355万9,000円の黒字になってい

ます。

これまでの間、赤字の年度ももちろんござい

ますが、これはいわゆる留保金、純資産をそれ

ぞれ財団ではお持ちでございまして、平成26年
度末では4,348万2,000円の純資産があり、それ
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を順次取り崩しながら現在に至っているという

ことで、令和元年度末の純資産は655万1,000円
でございます。

利用料金事業の支出の部分でございますが、

企画展事業については会場設営費、運搬費、監

視員の人件費、スタッフですね、そういったも

のが含まれております。

それからショップ、カフェ、その他の事業に

ついては、ショップ、カフェの仕入れ部分が主

になりまして、賃金も含まれております。

午前中にお尋ねがありましたショップ、カフ

ェの人件費ですけれども、ショップ、カフェを

合わせましてパートの方にお願いしておりまし

て、全体で5名で、年間の経費が約600万円とい

うことがわかっております。それにつきまして

は、この事業の中で十分対応できるものという

ことで、ご指摘がありました雇止め等は一切ご

ざいません。以上でございます。

【溝口委員】わかりました。ありがとうござい

ます。

ただ、企画展事業がかなり赤字になっていっ

ていると思うんですけれども、どのような企画

でこのように。例えば令和元年度を見ると8,000
万円の収入で1億2,000万円も経費をかけてい

ることになっているんですけれども、最初の見

通しが甘いのか、それとも、展示してもあまり

お客さんが来ないような企画展をしたのか、そ

こら辺についてお尋ねしたいと思います。

【村田文化振興課長】企画展には、芸術性の高

いものと集客力のあるものと、バランスよく開

催するという方針のもとにやっております。

昨年度につきましては、芸術性の高いものと

いうことで、現代美術の巨匠と言われておりま

すフランスの芸術家の企画展を開催しておりま

して、全体の収支としては約2,000万円の赤字が

出ているんですけれども、これについてはもと

もと想定をしていまして、その部分にほかの分

野の収益を充てることで開催をしていくという

ことで、全体の中で企画展等を開催していると

いうような状況でございます。

【溝口委員】わかりました。ちょっとわかりに

くいのですが。

構わないんですけど、この赤字幅が5年間で

全体的に見たら3,000万円ぐらいになっている

んですかね。公益財団法人長崎ミュージアム振

興財団は、美術館だけじゃなくて、ほかにもた

くさん運営をしているんですか。

【村田文化振興課長】美術館だけの指定管理を

受けております。

【溝口委員】それなら、ざっと見た計算で3,000
万円超の赤字になっていると思うんですけれど

も、財団が持っている当初からの基金がどのく

らいあるんですか。

【村田文化振興課長】 基本財産が750万円であ

りまして、それと留保金を含めまして純資産と

して平成26年度末で4,350万円程度ございまし

た。そうしたことから、こういう企画展を企画

されたと考えております。

【溝口委員】 4,350万円と言ったんですか、ち

ょっとよくわからなかったんですけれども、そ

れから差し引いていくと、もう千何百万円ぐら

いしかないということで、6年間続けていく間

に利益がある程度出ないと資本割れとなってく

るわけですけれども、その辺については今後、

県としてどのような扱いをしていこうと考えて

いるのか、お尋ねしたいと思います。

【中﨑文化観光国際部長】先ほど溝口委員から、

5年間で3,000万円の赤字と、ご心配のご指摘が

ございました。

ちょっと経過がございましてですね。実は美
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術館は、公益法人改革で公益財団法人の指定を

受けております。それで、県の所管であります

総務部とも当時いろいろお話をしまして、公益

財団法人ですので、あまり財団に留保はあって

はいけないというような、いわゆるもうかる財

団では公益の指定が受けられませんので、平成

26年末で4,300万円ございまして、ちょっと多

過ぎるのではないかというようなご指摘もござ

いました。

それで、先ほど課長が答弁したように、公益

性を上げる展覧会と少し収益性を考える展覧会、

それをバランスをとりながら、一番いいのは、

しっかり公益性も果たして、収入が少し超える

ぐらいがベストではないだろうかというような

ことですけれども。

そういうことがございましたので、平成27年
度につきましては公益性を重視しまして、少し

お金はかかるけれども価値の高い展覧会を中心

にやりましたので、少し赤字幅が多くなってお

ります。その後は少しバランスをとりながら、

1,000万円プラスマイナスの中で動いていると

いう状況でございます。

ご指摘のとおり、今は残高が1,000万円弱でご

ざいますので、財源的にはもう少し余裕を持っ

た方が、美術館も思い切っていろんな発想の中

で展覧会ができるんじゃないかと考えておりま

したので、もう少しここの積立ては強化したい

なと思っていたところでございます。

ただ、今回コロナの状況もございましたので、

しっかりと経費節減と、公益性を果たせる部分

につきましては、県民の皆さんに一定の美術の

鑑賞ができるような展覧会もしてまいりたいと

思っています。そこのバランスはしっかりとり

ながらやってまいりたいと思っておりますので、

よろしくお願いいたします。

【溝口委員】わかりました。公益財団法人は利

益をあまり出さないでやっていかないといけな

い中で、当初に4,300万円の留保があったから思

い切りいろんな企画ができたということです。

今、1,000万円弱ということで、県民に対してあ

まり思い切った企画ができないということであ

れば、ある程度ここ何年かで積立てをして、県

民がどうしてもこういうのを見たいと言うよう

なことをやっていかないといけないんじゃない

かと思うんです。

企画を思い切りやると、またお金がかかると

いうことですけど、それについてある程度収入

ができるよう、広報も必要になってくると思う

んです。せっかくいい企画をしても、県民とか

国内の人たちがあまり来ないのでは意味がない

と思うし、2年後には新幹線もできるというこ

とであれば、その辺の広報は大変必要になって

くると思うんですけれども、考え方をお聞きし

ます。

【村田文化振興課長】委員ご指摘のとおりでご

ざいまして、私どもといたしましても、できる

だけ多くの皆様に美術館にお越しいただく工夫

は積極的にやっていかなければならないと思っ

ております。

現在においても、ホームページのほかＳＮＳ

なども活用いたしておりますし、また報道機関

のご協力もいただきながら積極的な広報に努め

ております。ご指摘を踏まえまして、今後、力

を入れてまいりたいと考えております。

【溝口委員】 わかりました。ぜひ、堅実な運営

がやっていけるように努力をしていただきたい

と思っております。

それから、アンテナショップ日本橋 長崎館の

ことです。宮島委員も聞かれましたが、来館者

は200万人を超えたということですけれども、
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これは新しいお客さんが増えているのか、それ

ともリピーターの方で5年間で200万人という

ことになっているのか、その辺についてお尋ね

したいと思います。

【長野物産ブランド推進課長】 日本橋 長崎館

へのリピーターに関するお尋ねでございます。

現在、日本橋 長崎館では、ポイントカードを

発行いたしまして、お客様にポイントカードの

会員になっていただくということで、現在は

4,200名の会員を有しているところでございま

す。

そういった方々の利用状況でございますが、

来館される方の25％、4分の1の方にご購入をい

ただいているというような状況でございます。

その4分の1の購入をされた方のうち約3割の方

が、実際ポイントカードを利用されている状況

でございまして、具体的にどういった形でリピ

ーターを把握するかは難しいですけれども、購

入者の中の約3割がポイントカードを使って購

入されているということでございますので、概

ね3割程度がリピーターではないかと考えてお

ります。

【溝口委員】 年に9,000万円をかけていくとい

うことであれば、今30％というなら、会員の方

を1万人にでも増やしたら、かなり増えてくる

と思うんです。その辺の会員の募集は、どのよ

うな形で行っているのか、お尋ねしたいと思い

ます。

【長野物産ブランド推進課長】ポイントカード

の会員でございますが、インスタグラムであっ

たり、ＳＮＳの活用も会員の募集でやっている

状況でございます。実際に購入される時の窓口

においてもポイントカードのご紹介をさせてい

ただいて、会員数を増やしているところでござ

います。

先ほども少し答弁させていただきましたが、

ＳＮＳについてはＬＩＮＥでこちらからの案内

を直接お客様に送る方法を今、構築しようとし

ているところでございます。そういったものも

活用しながら、ポイントカードの会員も増やし

ていって、リピーターの確保につなげていきた

いと考えております。

【溝口委員】わかりました。ぜひ会員を増やし

ていただきたいと思っております。

この5年間で200万人の方々が来たというこ

とです。成果として、商品改良事例が17件、販

売拡大事例が25件ということで、先ほどもちょ

っと答えていただいたと思うんですけれども、

バイヤーの方々との契約が整っているのかどう

かわかりませんが、主にどのような種類のもの

がバイヤーの方々との契約につながっているの

か、お尋ねしたいと思います。

【長野物産ブランド推進課長】商品改良、販路

拡大に関するお尋ねでございますが、一番多い

のは、そうめんとかうどんといった麺類、ある

いはカステラを代表とするお菓子、あとは水産

加工品といったところが販路拡大の事例として

ございます。

取引先としましては、百貨店とかホテル、あ

るいは食品販売を行う卸の方々、そういったと

ころに販路拡大先としてつながっていっている

ような状況でございます。

【溝口委員】商品の改良というのは、改良をバ

イヤーの方々が注文して、下の25件の販売拡大

につながっているのかどうか。商品をせっかく

開発しても、そちらにつながらないと意味がな

いと思うんですけれども、その辺について、ど

のくらい件数があるのかお尋ねしたいと思いま

す。

【長野物産ブランド推進課長】改良についての
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お尋ねでございます。

商品の改良、先ほどもデザインとかパッケー

ジの話をさせていただきましたが、こういった

改良を進めることで、ショップの中での売上げ

増、購入の増につながっている例は出てきてお

りますが、私の手元の例の中では、商品改良か

ら販路拡大につながったという例は、申し訳ご

ざいません、今のところはないというような状

況でございます。

【溝口委員】 商品改良とは、誰からか、こうい

うものをつくっていただかないとちょっと売り

にくいとか、そういう形があるんだろうと思う

んです。それが、せっかく改良したのに売上げ

につながらなかったということであれば、改良

した意味がないと私は思うんですけれども、そ

の辺について考え方をお尋ねしたいと思います。

【長野物産ブランド推進課長】こちらに掲載し

ております商品改良の例は、日本橋 長崎館の運

営事業者が商品の改良を提案しまして実際に改

良につながった例でございまして、具体的にバ

イヤーからの商品改良といった部分については、

個々のやり取りの中もございまして、アンケー

トではお聞きしますが、私どもでなかなか把握

できていないところがございます。

今回ここに商品改良例17件と書いておりま

すのは、日本橋 長崎館の運営事業者から地元の

事業者に対してアドバイスした結果、改良につ

ながったという例でございます。

【溝口委員】わかりました。運営事業者から言

われて改良したと、そうしたら日本橋 長崎館の

売上げにそれがつながっていかないと、改良し

た意味がないと私は思うんですよ。せっかく業

者の方々も商品を改良していくわけですから、

その辺について少し力を入れて、改良したもの

についてはＰＲをしていただかないといけない

んじゃないかと思うんですけれども、その辺に

ついての考え方をお尋ねします。

【長野物産ブランド推進課長】今お尋ねの、商

品改良したもののＰＲをやることに関してでご

ざいますが、今、日本橋 長崎館の商品の展示を

見ました時に、種類ごとの展示、商品の陳列を

行っているところでございますが、改良して実

際にお客様がどう反応するかを見る場所という

か売り場、そういったものが必要ではないかと

考えているところでございます。

そういった意味では、チャレンジコーナーと

いったコーナーを設けて改良した商品を置くと

か、あるいは地元から初めて出展されて首都圏

で売ってみたいとかといったものをＰＲしなが

ら、これは初めて来たんだということを見せな

がら、消費者のニーズであったりバイヤーの反

応を見ていきたいと考えておりまして、今後の

見直しの中でそういったことをやっていきたい

と考えております。

【溝口委員】ぜひですね。せっかく商品を改良

したんですから、店の中で、前はこういうもの

でしたよと比較できるぐらいの、そしてまた、

おいしさがこういうふうに違いますよとか、そ

ういうことを宣伝して売上げを伸ばしていただ

きたいと思っております。

せっかく日本橋 長崎館を長崎県として出し

ているわけですから、長崎県の産品の相乗効果

で、いろいろな形で売上げが上がっていくよう

なシステムをつくっていただければと、このよ

うに思っております。

【山本(由)分科会長】 ほかに質疑はございませ

んか。

【中村(泰)委員】 お疲れさまでございます。9
月補正予算説明資料の4ページ、観光客受入環

境整備事業につきましては、前回の補正の継続
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の流れであろうかと思います。こちらにつきま

して、まずは①の安全・安心につながる施設整

備ということですが、これまでの施策の評価に

ついてご教示いただき、また、地域別にどのよ

うな採用数があったのか、定量的にわかればお

伝え願います。

【佐古観光振興課長】 4月の補正予算以降、宿

泊施設の安全・安心対策に取り組んでまいりま

した。4月につくりました事業は大きく2つに分

かれておりまして、1つが小規模な事業、補助

限度額が100万円です。イメージとしてはサー

モグラフィの購入とか、そういったものを支援

すると。

もう1つが、今回の9月補正の①のところに記

載しております施設改修を伴う安全・安心対策。

施設改修の方は、2,000万円という枠に対しまし

て1,825万円という執行状況でございます。

もう1つの小規模の方は1億600万円という枠

を構えておりました。現在の執行状況としまし

ては、1億600万円のうち5,400万円を執行して

おりまして、まだ補助に余裕があるという状況

でございます。

この執行状況に対しての評価ですけれども、

私どもは、ご承知いただいていると思いますが、

県の独自のキャンペーンを実施する際、それか

らＧｏＴｏトラベルキャンペーンが始まる際に、

2回にわたりまして県内のキャンペーンに参加

する施設に対して現地確認を行っております。

特に、足元のＧｏＴｏトラベルキャンペーンに

関しましては、294の施設を対象に職員が直接

現地で確認をしております。

その結果、4割程度の改善が必要というもの

がございましたが、この4割につきましても、

いわゆるオペレーションで解決できる問題。例

えばウエブサイトで対策を発信するとか、お客

様が来られた際に新しい旅のエチケットを守っ

てくださいとか、そういうものでございますの

で、一定ハードの部分の安全・安心対策は進ん

でいるというふうに評価をしておりまして、今

回もさらに、施設改修のニーズは別途ございま

すけれども、そういったものも活用しながらで

すね。

現地確認の中でも、施設改修が必要な場合は

県の制度の活用もしっかり促しているところで

ございますので、今回予算をいただいて、4月、

それから今回を含めて、本県内の宿泊施設の安

全・安心対策はかなり進んだものというふうに

評価をしているところでございます。

【山本(由)分科会長】 課長、地域別の状況もで

す。

【佐古観光振興課長】地域別で申し上げますと、

4月補正で大規模が、長崎市内が3件、雲仙市内

が1件という実績です。小規模の方が、これも

長崎市内が30件と一番多い状況でございます。

それぞれ申し上げてよろしいですか。（発言す

る者あり）長崎市に次ぐのが雲仙市の13件、あ

との市町につきましては、ほぼ一桁の件数とい

うふうになっております。

【中村(泰)委員】 ご答弁ありがとうございます。

一番気になったのは小規模のところで、どれだ

け広がっていったのかというところをお答えい

ただきたいんですけど、県下全域に広がってい

るという認識でよろしいでしょうか。

【佐古観光振興課長】件数の多い、少ないはご

ざいますけれども、県下広くご利用いただいて

いるというふうに考えております。

【中村(泰)委員】 評価というところで、ＧｏＴ

ｏトラベルキャンペーンの時に294件の現地確

認を行ったと、これは本当にすごいことだとい

うふうに思うんです。こういった事前の対策が
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あったから、294件確認をして、ハード的なと

ころにおいては十分対策が行われていたという

評価でよろしいでしょうか、確認です。

【佐古観光振興課長】もちろん私どもの制度だ

けでそこまで進んだということではないだろう

と思います。早期に制度構築前に進められたと

ころもございますし、あるいは、もう制度を使

わずに独自にやられたところもございます。

ただ、今回の県の事業が、そういう県下全域

での拡がりをつくったというところは間違いな

いかなというふうに思っております。

【中村(泰)委員】 ありがとうございます。県の

施策によって、宿泊事業者の方が少しでも前向

きに取り組まれたということが、よくわかりま

した。

続いて②です。費用が非常に高額であるので、

ここはしっかりと議論が必要なのかなというふ

うに考えております。そこで施策を打つことで、

要は費用対効果というか事業効果みたいなもの

を考えておられるのか、ご教示願います。

【佐古観光振興課長】今回の②の施設整備に取

り組んでいただくことで、午前中も申し上げま

したけれども、県としてぜひ実現をしたいのは、

その宿の魅力を高めて、その宿があるから本県

に来ていただくと、1回だけじゃなくて2回、3
回来ていただくと。それから、当然ながら魅力

のある施設になりますので、平均客室単価もし

っかり上げて観光消費額の底上げにつなげてい

ただきたい。この2点は実現をしたいと強く思

っているところでございます。

実際に募集をかけまして採択する際に、要件

をどのように設定していくかというところも今、

並行して検討をしております。最もわかりやす

いのは、先ほど申し上げました平均客室単価を

従来から何％引き上げるのかというところを設

定できれば、非常にわかりやすい、私どもの目

的に照らした要件ということになります。

そこのところを要件としてしっかり設定でき

るのかどうかというところを、今、事業者の皆

様のご意見も聞きながら最終的な詰めをしてお

りますので、そういう効果をぜひ出していきた

いというふうには考えているところです。

【中村(泰)委員】 ご答弁ありがとうございます。

数値で表すというのはなかなか難しいところな

んだろうなと思います。

先ほど宅島委員からもこちらはございました。

高額な費用をかけてやるというところで、多く

の方に取り組んでいただきたいと思います。一

部の方に限定的になってしまったら、あまりよ

くないのかなというふうに私個人的にはちょっ

と思いますので、評価をする際には、本当に効

果が出るというところを踏まえて判断いただけ

ればと思います。

続きまして、次のページの観光客誘致対策事

業でございます。6地域ということですけれど

も、先ほど、行政なのか民間なのかというよう

な議論もございました。

そもそも6地域から出たということですけれ

ども、具体的にグルメのメニューとか、そうい

ったものが既に想定されているのかどうか、お

知らせいただけますか。

【佐古観光振興課長】事前のヒアリングを通じ

て積極的に取り組みたいと言っているところが

佐世保、西海、平戸、雲仙、対馬、島原の6地
域でございます。これは最終ではございません。

事前のヒアリングの結果です。

例えば佐世保であれば黒島の地魚をメインに

出したメニュー、西海市であれば「えべす鯛」

というブランドの活用、平戸はジビエというこ

とでイノシシ肉、雲仙については小浜地区のイ
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リコとかイチゴとか、そういうものです。対馬

はアナゴ、アカムツ、あるいは対州そば、島原

でいいますとタコ飯、ショウガとかですね。

これはまだ現時点での想定で、それぞれの地

域でこういったものを使いたいなという状況で

ございます。今のところの想定はそういうもの

でございます。

【中村(泰)委員】 これらの地域は、自治体と話

をしているものなんですか。それとも民間も含

めて話をしているところなのかをお知らせくだ

さい。

【佐古観光振興課長】私どもから直接はそれぞ

れの市町に、今の6地域に限らず全体に照会を

して、前向きなところは当然観光協会とか商工

会とか、民間も含めたところでお話をしていた

だいて想定していることでございます。

ただ、午前中にご議論がありましたように、

情報が最終的な事業者の方に届いていない可能

性も現状ではあると思いますので、そこも少し

掘り起こしながら事業に対応してまいりたいと

いうふうに考えます。

【中村(泰)委員】 ありがとうございます。それ

ぞれで既にもう、食材であるとかといったもの

が具体的にイメージされているので、そこはす

ばらしいなと思いました。実際、より民間の方

と連携をしていただけるように、そこは改めて

県の方からもしっかり確認をいただいて、ベス

トのものが開発というか、考えられるようにし

ていただければと思います。いずれにいたしま

しても、それぞれの地域で個性が発揮されるよ

うなものがぜひともつくられればというふうに

思います。

あと、情報発信力というところ、説明の中で

情報発信を県がするとあったんですけれども、

もちろん県も発信するし、やはり当事者がしっ

かりと発信をしていくことが何より大事ですの

で、そちらもフォローいただければと思います。

続きまして、9ページの県産品販路拡大対策

費、県産品消費拡大事業でございます。こちら

も前の補正の継続という認識でおります。これ

までの実績において、どういった品目が売上げ

を伸ばしたとか、企業ごととか具体的な個別製

品ごとではなかなか説明が難しいとは思うんで

すけど、可能な限り、情報があればお知らせ願

います。

【長野物産ブランド推進課長】ｅ－ながさき旬

鮮市場での売上げの状況でございますが、全体

的な売上げの中で大きいといいますか上位を占

めるのが、やはり人気があるのはカステラとか

角煮まん、こういった商品は非常に売れ筋でご

ざいまして、全体としても上位にある状況にご

ざいます。

そういった中で、全てというわけではござい

ませんが、今回、送料を無料とさせていただい

た中で、冷凍とか冷蔵、日ごろなかなか手を出

さないというか、そういった高い商品の方も少

し購入しているといったところが、実際にキャ

ンペーンをやってみて見えているところかなと

感じているところでございます。そういった意

味では、いわゆる海産物、加工品といったとこ

ろも売上げがございました。

あとは、べっ甲とか、工芸品も割引があった

こともあろうかと思います。そういったものも

今回を機に購入した実績はございましたので、

全体的に事業者ごとを見ると、売れ筋がござい

ますので偏りは当然ありますけれども、参加い

ただいた事業者で売上げが全くないというよう

な状況はなかったところでございます。

【中村(泰)委員】 多少は競争原理が働くところ

であろうとは思うんですけれども、しっかりと
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ですね。

カステラとか角煮まんというのは、ある程度

予想ができたところではあると思うんですが、

売れなかった商品において、その要因を分析し

て、9ページの下の方に、伸びていないものに

対してはセット商品を造成と書いておられます

が、そういった取組が非常に大事であろうと思

いますので、今後ともそこをしっかりしていた

だきいと思います。

この件について今回の取組というのは、もち

ろんコロナであるから、より大事であるとは思

うんですけれども、コロナ後も見据えた取組で

なければならないと考えます。そのあたりにつ

いては、展望も含めていかがでしょうか。

【長野物産ブランド推進課長】コロナ後のＥＣ

サイトの利用ということで、ｅ－ながさき旬鮮

市場の第1弾におきましては、それぞれの事業

者が単品で商品を出していくといった売り方を

中心に行っておりましたので、先ほどお話をさ

せていただいたとおり、売れるものと売れない

ものがやはり大きく分かれたのかなと考えてお

ります。

今回、先ほど委員からもございましたとおり

組合せを行うことで、一つモールみたいなペー

ジをつくりまして、県産酒と陶器、あるいはお

つまみ、またはお土産も幾つかございますので、

そういった種類を組み合わせて、売れるかどう

かといったことを今後のＥＣサイトの販売の方

法として検証していきたいとも思っております

し、それを今回第2弾ではやってみたいと考え

ております。

【中村(泰)委員】 今はある意味、実験というと

大変失礼なんですけど、いろんなデータが得ら

れると思いますので、いろんなことを考えて、

本当に売れるよう検討をする中で、それがきっ

とコロナの後に実になると思いますので、引き

続きよろしくお願いします。

最後の質問になります。先ほどから出ており

ます第118号議案の県立美術館の件でございま

す。事前にしっかりとヒアリングをいただいて、

私なりに理解をしたところでございます。

県立美術館の特性として、なかなか利益優先

にはいかないということです。ただ、長崎県と

しては、ほかの自治体より先に指定管理制度を

設けて県立美術館の運営を進めてきた。本県の

方々の入館者数であるとか満足度を見ても、本

当に全国に誇れるような数字であるということ

はしっかりとご説明をいただきました。

そういった誇れる県立美術館だからこそ、収

支の報告はございましたけれども、これからど

うやって攻めの施策を打つのかとなった時に、

私は、一つは県外からお客様を呼び寄せるとい

うことかなというふうに思います。

本県の美術でどれだけ引っ張れるのかという

のは、すごく難しいところではあるんですけれ

ども、文化であるとか伝統を重ねて、そういっ

た展望が描けないのかなというふうに思うんで

すけれども、最後にいかがでしょうか。

【村田文化振興課長】私どもも、先ほどアンケ

ートの結果でお答えいたしましたとおり、全体

の約8割は県内のお客様、2割が県外ということ

でございまして、できるだけ県外のお客様を多

く呼び込みたいというふうな考えは私ども、も

ちろん指定管理者もございます。

そうしたことで指定管理者と話をしておりま

すのは、まずは長崎市の中心部が再開発で大き

く変わっていくと、交流人口が増えて多くの県

外の方々がお見えになることが考えられますの

で、そういった方々を極力取り込んでいくとい

うことで、そういった施設関係者ともしっかり
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連携を図っていくということ。

もう一つは修学旅行向けのコンテンツです。

美術館には平和学習ができるような素材もござ

いますので、そういったものを活用して、ぜひ

修学旅行の方々にも来ていただくことで、県外

からの誘致に取り組んでいければというふうに

考えているところでございます。

【中村(泰)委員】 ありがとうございます。以上

です。

【山本(由)分科会長】 ほかにありませんか。

【ごう委員】 1点だけ、補正予算で確認をさせ

ていただきたいと思います。9月補正予算の資

料の7ページで、観光客誘致対策事業費、イン

バウンド向け戦略的プロモーション強化事業費

1,338万6,000円が計上されております。

この事業につきまして、今はなかなか呼べな

いインバウンドを、今後呼ぶ時のためにつくろ

うということで計画されていると思いますが、

どのぐらいのスケジュール感でお考えなのかを

まずお聞かせください。

【佐々野国際観光振興室長】こちらの予算につ

きましては、今回の議決をいただいた後、仕様

書をお示しして事業者を募って、年内に動画を

作成しまして、年明けから動画を使って動画サ

イト、ＳＮＳを使って発信をしていきたいとい

うふうに考えております。

【ごう委員】年内にはもう動画を作成してしま

うとお考えなんですね。

これから事業者を募集されるということでご

ざいますが、動画につきましては1者で制作す

るとお考えですか。

【佐々野国際観光振興室長】動画につきまして

は、既存の動画をインバウンド向けに再編集す

るというのもありますけれども、基本的には公

募をかけまして、その中から1者を選んで動画

を作成したいと考えております。

【ごう委員】 この1,338万6,000円の事業費の

内訳等はどのように、編集作業に幾らとか、個

別に考えていらっしゃるのでしょうか。

【佐々野国際観光振興室長】既存のものを再編

集するのにおよそ半分程度、新しくインバウン

ド向けに素材としてできたものを撮影するので

半分程度使って、基本的に制作にかかるもので、

発信については既定の予算を使わせていただき

たいと考えております。

【ごう委員】わかりました。既存のものの編集

作業が半分で、基本的には新しく制作をすると

いうことでございます。

新しく動画を制作していくに当たりまして、

私がいつも思っているのが、インバウンド向け

であるにも関わらず、外国人の視点がなかなか

入っていないことが多いなというふうに思って

います。今回、この制作をするに当たって業者

を募集する時に、何か外国人の意見が反映され

るような仕組みというものをお考えでしょうか。

【佐々野国際観光振興室長】委員からご指摘が

ありましたような視点についても、仕様書を作

成する段階で、今は海外の方をお呼びするのは

難しいので、国内にいらっしゃる外国人の方の

アドバイスをいただくとか、そういったところ

を仕様書に盛り込んで発注をしたいと考えてお

ります

【ごう委員】ぜひ、その部分をしっかりとおや

りいただきたいと思います。私たち日本人が思

っている視点と外国人の視点では、いいと思う

視点が多分違うと思いますので、そのあたりを

しっかり、今回新しくつくるのであれば重視し

ておつくりいただければと思っております。

それから、7ページの中に「長崎の“今”を

感じてもらえるもの」ということで、紅葉だっ
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たり霧氷だったり、お祭りとかとありますけれ

ども、年間の長崎を出していくというふうに考

えるのであれば、今年中につくり上げてしまう

のは難しいのではないかとちょっと感じたんで

すけれども、そのあたりは既存のものを利用す

ることになるんでしょうか。

【佐々野国際観光振興室長】基本的には国内向

けの素材もたくさんありますので、そういった

ものを再編集しながらですね。

それと、今は実際に日本に来られないという

ところがありますので、来られない中でも、例

えば香港とか台湾といったところは国土が狭い

こともあって、現状でもバーチャルで海外旅行

を楽しみたいというところがありますので、短

い動画でも、長崎の今を感じてもらえるような

ものをつくっていきたいというふうに考えてお

ります。

来年度以降につきましては、また改めて予算

は検討していきたいということで、まずは今年

度、今を感じていただけるものを作成したいと

いうふうに考えております。

【ごう委員】わかりました。また来年度以降は

再検討されるということですね。

情報の発信についてはＳＮＳを活用するとい

うことで、6か国語の本県公式ＳＮＳで発信さ

れるということでございますが、現状としまし

て、長崎県の公式ＳＮＳの6つのサイトは、ど

れぐらいのアクセス数があり、これまでの実績

として、例えばこのサイトから長崎に誘客でき

たというような実績があれば、お教えいただき

たいと思います。

【佐々野国際観光振興室長】昨年のデータでい

きますと、一番閲覧数が多いのは中国語の簡体

字で、2,500万ぐらいの閲覧があっております。

その次に多いのが英語で約930万の閲覧があっ

ております。

この動画を見て実際に長崎に来たというとこ

ろの把握が難しいこともありまして、実は今年

度、デジタルマーケティングということで、こ

ういった動画サイトを見ていただいた上でどう

いった行動をとっていったかと、予約をして実

際に飛行機に乗って長崎に宿泊したという後を

追っていくようなマーケティングまでする予定

だったんですけれども、今は移動制限がありま

すのでそこができないということで、今年につ

いては発信のところまでとなっております。

【ごう委員】今後はデジタルマーケティングま

でしっかりとおやりいただければと思います。

これは私からの要望になりますけれども、せ

っかくお金を使って動画をつくって、動画をイ

ンバウンド向けに配信していくのであれば、そ

こにもう一つ踏み込んで、今後は団体客ではな

くＦＩＴのお客様が増えると思いますので、そ

のサイトを見た人が、より長崎に引き込まれる

ような、例えば宿泊につながるとか、何か予約

につながるとか、そういう仕組み等も一方でお

考えいただくと、より長崎へのインバウンド客

の誘致につながっていくのではないかと思って

おりますので、ご検討いただきたいと思います。

以上です。

【山本(由)分科会長】 ほかに質疑はございませ

んか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

【山本(由)分科会長】 では、分科会長を交代し

ます。

【久保田副会長】 分科会長、発言をどうぞ。

【山本(由)分科会長】 1点だけ、デスティネー

ションキャンペーンのことでお伺いをしたいん

です。

前回は平成28年にあったんですけれども、こ
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れは熊本地震等がありまして、正直あまり実感

が残っていないんです。前回の実績という意味

では、どんなだったんでしょうか。

【佐古観光振興課長】 前回、平成28年秋に長

崎県単独で開催をいたしました。その時に最終

的に整理しましたのが、延べ宿泊者の増加数が

約4万4,000人、日帰り客数が約13万人という数

字を推計も含みまして算出をして、最終的に経

済効果として30億円の実績と整理をしており

ます。

【山本(由)分科会長】 わかりました。

この予算が最初に上程された時に、新幹線の

開通自体が平成4年度末のようなイメージで、

令和5年3月ぐらいをイメージしているのかな

と思っていたんです。このデスティネーション

キャンペーンが10月から12月ということなの

で、3か月ラグがあります。ここをどういうふ

うに埋めていくのかと考えていたんですけれど

も、先般、令和4年秋に新幹線が開通をすると

いう話になった。ということは、このキャンペ

ーンがまさに開通と一緒になるようなイメージ

があるんです。

そうすると、当初からキャンペーンと同時だ

というふうに考えておられたのか、それとも、

早まったので戦略を変えるというか内容を変え

ると、そういったところは今どういう状況でし

ょうか。

【佐古観光振興課長】 令和4年秋のタイミング

ですが、もともと設定をした際には、早ければ

令和4年3月に新幹線が開業をするという前提

で、開業したその瞬間は、もうそれだけでアナ

ウンス効果といいますか、パブリシティ効果も

ございますので、一定集客は可能であろうと。

そこから半年程度たった時に、もう一度大きな

キャンペーンを実施することで誘客を伸ばして

いくという考えでの令和4年秋でございました。

私ども、つい最近、開業自体が令和4年秋と

いうことで、少し想定外の状況になっておりま

す。

秋といっても、一般的にいいますと9月から

11月とか、受け取り方によっていろいろあると

思います。キャンペーン自体が10月から12月で

すので、その幅の中で、どのタイミングで実際

に開業するのかがなかなか、短い期間の中では

見えないという状況もあるようですので、開業

に合わせてキャンペーンを打つことがいいのか、

あるいは時期を見直して。

ただ、時期を見直すのは、これはＪＲのキャ

ンペーンでございますので非常に厳しい。ほぼ

無理ではないかというふうに私どもは思ってお

ります。ですから、時期をずらせないとすれば、

開業に合わせたキャンペーンをいかに効果的に

実施するかというところを工夫して、佐賀県と

もですけれども、県内の市町の皆さんのご意見

も聞きながら、至急検討していかないといけな

いというふうには思っております。

【山本(由)分科会長】 今言われたとおりで、当

初のイメージからすると、先にデスティネーシ

ョンキャンペーンを打って、3月の開業につな

げるということで、逆か、先に開業してからに

なるのかな、4年になるとですかね。

そうなると、今度はもう全部重なる形になる。

だから、短期的な効果としては非常に大きいん

だけれども、持続性という意味で逆に薄まって

しまうという懸念がありますので、そこについ

ては今言われたような形で進めていただければ

と思います。

この項の最後に、この費用について各市町に

も、旅行宿泊者、延べ宿泊者数とかに応じて負

担金が生じてくるかと思うんです。そうすると、
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県内全市町に負担がかかることになるわけです

から、二次交通対策が非常に重要になってくる

かと思うんです。

従来の二次交通対策に加えて、デスティネー

ションキャンペーンに関する二次交通対策とし

てどういうものを考えているのかということを

お示しください。

【佐古観光振興課長】 前回、平成28年に実施

した際は、市町、民間の皆様からも負担金を頂

戴して全体事業費を造成し、そのうえで実施を

いたしました。

令和4年のデスティネーションキャンペーン

につきまして、今はまだ最終的に21市町から負

担金をいただけるというご了解までいただいて

いる状況ではございませんで、市長会事務局、

町村会事務局と調整を進めているところでござ

います。基本的に県の考え方としては県を挙げ

て取り組みたいと思っていますので、県と21市
町でという形では考えているところであります。

それから二次交通対策は、前回も同様ですけ

れども、負担金でつくった事業費を有効に活用

しながらですね。二次交通が厳しいというのが

本県の長年の課題でもございますけれども、な

かなかに公共交通を二次交通としてというのは、

観光サイドからすると非常に厳しいものがござ

います。ですから、いわゆる着地型の観光商品

として交通もセットになったような、主要駅か

ら周辺に足を伸ばしていただけるような商品づ

くりといったところに、この事業費を有効に活

用してまいりたいというふうには考えていると

ころです。

【久保田副会長】 分科会長を交代します。

【山本(由)分科会長】 ほかに、予算議案、それ

から第118号議案及び第119号議案に対する質

疑はございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

【山本(由)分科会長】 それでは、質疑がないよ

うですので、これをもって質疑を終了いたしま

す。

次に、予算議案に対する討論を行います。

討論はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

【山本(由)分科会長】 討論がないようですので、

これをもって討論を終了いたします。

予算議案に対する質疑・討論が終了しました

ので、採決を行います。

第110号議案のうち関係部分については、原

案のとおり可決することにご異議ございません

か。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

【山本(由)分科会長】 ご異議なしと認めます。

よって予算議案は、原案のとおり可決すべき

ものと決定されました。

【山本(由)委員長】 次に、委員会による審査を

行います。

議案を議題といたしますが、所管事項等につ

いても併せて説明を求めます。

まず、文化観光国際部長より総括説明を求め

ます。

【中﨑文化観光国際部長】環境生活建設委員会

関係議案説明資料をお手元によろしくお願いし

ます。

先ほど議案はご説明しましたので、議案外の

所管事項について、主なものについてご説明い

たします。

新型コロナウイルス感染症拡大の影響と対策

について。

（1）観光振興対策について。

大きな打撃を受けた県内観光業界の早期回復

のため、6月1日から県民、6月19日からは全国
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の方を対象に宿泊割引キャンペーンを実施し、

7月31日をもって終了いたしました。当初、両

キャンペーンの対象を14万人泊としておりま

したが、大変好評であったため、24万人泊に拡

大しました。

このキャンペーンの効果もあり、九州経済調

査協会が発表した6月及び7月の宿泊施設の平

均稼働指数は、2か月連続で本県がトップとな

りました。改めてご協力いただいた皆様に感謝

申し上げるとともに、今後は、国の「ＧｏＴｏ

トラベルキャンペーン」での誘客につなげるた

め、様々なツールを活用した本県の魅力の発信

や周遊促進イベントなどを実施し、県内観光業

界のさらなる回復を図ってまいります。

（2）インバウンド対策について。

新型コロナ収束後に本県を訪問していただけ

るよう、インバウンド向け動画を新たに制作し、

動画サイトやＳＮＳによる情報発信を強化する

とともに、国際定期航空路線が就航している香

港において、情報の収集や本県観光情報の発信

等代行業務を、現地に拠点を置く事業者に委託

することとしております。

また、新型コロナ収束後を踏まえたインバウ

ンド向け受入セミナーの開催や観光コンテンツ

の掘り起し等受入環境の整備についても引き続

き取り組んでまいります。

（3）県産品の振興について。

県産品の消費拡大を図るため、6月1日から

「がんばらんば長崎 うまかもん！長崎プロジ

ェクト」として、県産品の購入代金の3割引等

を行う「長崎よかもんキャンペーン」及びＷＥ

Ｂサイト上で前売り食事券を購入した方に県産

品をプレゼントする「長崎よかみせキャンペー

ン」という2つのキャンペーンを実施しており

ますが、「長崎よかもんキャンペーン」の対象

サイトである「ｅ－ながさき旬鮮市場」につい

ては、多くの皆様にご利用いただき、当初予定

していた予算に達したことから、8月13日にキ

ャンペーンを終了いたしました。

今後も引き続き、ＷＥＢ物産展の支援やネッ

ト通販サイトを活用したキャンペーンの継続な

どオンラインも活用しながら、県産品の消費回

復・拡大やＰＲに取り組んでまいります。

（4）国際交流・多文化共生について。

現在、往来による交流事業はできないものの、

ＴＶ会議などを通じて今後の取組等について協

議を行っており、引き続き新型コロナウイルス

感染症の状況を見守りながら、収束した際には

速やかに交流事業を実施できるよう、関係者と

連携をしながら取り組んでまいります。

また、県内にお住いの外国人の皆様に新型コ

ロナウイルス感染症の発生状況等について、県

及び県国際交流協会のホームページにおいて、

やさしい日本語のほか、4か国語で関係情報な

どを掲載しております。今後も、県内在住外国

人に対し、多言語での情報提供を行うことによ

り、安心・安全な多文化共生社会の実現に取り

組んでまいります。

（5）文化の振興について。

8月14日から「ながさきオンライン文化祭」

として音楽、アート、ストリートダンスの3部
門の創作作品をＳＮＳ等で幅広く募集し、11月
には優秀作品を公式ホームページで公開するこ

ととしております。本県においても、段階的に

文化芸術活動は再開されておりますが、引き続

き、「新しい生活様式」の実践や国のガイドラ

イン等に沿った感染予防対策などに継続して取

り組んでいく必要があるため、オンライン配信

などの新たな手法の活用や若者の参画を通じた

文化芸術活動の活性化を図りながら、広く県民
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の皆様に文化芸術を鑑賞・体験する機会を提供

してまいります。

国民文化祭、全国障害者芸術・文化際につい

て。

去る7月20日、「長崎！県市町スクラムミー

ティング」において県内市町長と協議を行った

結果、被爆80年や長崎県美術館・長崎歴史文化

博物館会館20周年など大きな節目を迎える令

和7年度の誘致に向け、県・市町が一体となっ

て取り組むことで合意が得られたところであり

ます。

今後とも、県議会のご理解とご協力をいただ

きながら、市町や文化団体等とも連携のうえ、

「国民文化祭、全国障害者芸術・文化際」の開

催に向け力を注いでまいります。

世界遺産の保存活用について。

「世界遺産でつなぐ・つながるプロジェクト」

の一環で実施している、県内大学と連携した世

界遺産集落でのフィールドワークについては、

現在、長崎県立大学の学生たちにより平戸市の

春日集落内の棚田景観などをテーマとした現地

調査が進められているところであります。この

フィールドワークを通じて、若い力や視点を生

かした集落の魅力づくりや住民と学生との交流

による地域活動の活発化、活動を発信すること

で世界遺産の保存活用に向けた機運醸成にもつ

なげてまいります。

今後も遺産の価値や意義を広く発信するとと

もに、関係県市町や地域と一体となって、世界

遺産の保存と活用の両立に取り組んでまいりま

す。

観光の振興について。

観光人材の確保・育成に向けて、去る8月1日、

長崎市内において、本年度第1回目の「観光の

『ミライ☆ニナイ』塾」を開催いたしました。

講座では、宿泊施設の経営者や第一線で観光

客と接する長崎コンシェルジュ等による講話を

予定しており、旅館・ホテルで働くことの意義

ややりがい、また、宿泊施設における働き方改

革の取組等を紹介することとしております。参

加者には、働くうえでの心構えや現場の厳しさ、

働くことで得られる喜びなど、良い面も厳しい

面もしっかりと学んでいただき、1人でも多く

の高校生に観光産業を目指していただきたいと

考えております。

ユニバーサルツーリズムの推進につきまして

は、長崎空港内へのユニバーサルツーリズムセ

ンターの開設を進めるとともに、各ネットワー

クの構築など、高齢者や障害者等から選ばれる

観光地となるよう、市町とも連携しながら、持

続可能な受入体制の整備に向けて取り組んでま

いります。

国境離島地域における滞在型観光の推進につ

いては、「長崎しま旅 わくわく乗船券」は、「行

っ得！クーポン券」の効果もあり、昨年度の同

時期と比較して販売枚数が著しく増加しており、

今後も本制度の周知をさらに強化し、新型コロ

ナウイルスの影響で落ち込んだ国境離島地域へ

の誘客につなげてまいります。

ＪＲグループと地元自治体、観光関係団体等

が協力して実施する全国的な観光キャンペーン

「デスティネーションキャンペーン」が令和4
年10月から3か月間、本県と佐賀県の広域エリ

アで開催されることが本年3月に決定し、現在、

実行委員会の立ち上げに向けて準備を進めてい

るところであります。

九州新幹線西九州ルートの開業効果を沿線地

域だけでなく、県内全域に拡げるため、佐賀県

や県内各市町とも連携しながら誘客対策及び受

入態勢の整備に取り組んでまいります。
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今後とも、国内外からの誘客拡大に努めると

ともに、県内の市町、民間等とも連携を図りな

がら、国内外からの観光客の受入態勢整備に取

り組んでまいります。

平和行政の推進について。

8月9日には、「核兵器が存在することは人類

にとって何を意味するのか」をテーマとしたオ

ンラインイベントをＩＣＲＣ（赤十字国際委員

会）、長崎市との共催で実施し、世界各国の多

くの方々にオンラインで参加いただき、身近な

脅威である核兵器について考えていただきまし

た。今後とも引き続き、核兵器廃絶と世界恒久

平和の実現に一層取り組んでまいります。

新たな総合計画の策定について。

基本戦略のうち文化観光国際部部分では、基

本戦略2－2「交流人口を拡大し、海外の活力を

取り込む」において、地域住民が主体となって

取り組む魅力ある観光まちづくりの推進や県産

品のブランド化の推進などに取り組んでまいり

ます。また、基本戦略3－2「地域の特徴や資源

を活かし、夢や希望の持てるまちを創る」にお

いては、歴史や文化・芸術、スポーツによる活

性化、国際交流の推進などに取り組んでまいり

ます。

今後も引き続き、県議会や有識者懇話会のご

意見をお伺いするとともに、パブリックコメン

ト等により県民の皆様の声をお聞きしながら、

今年度中の計画策定に向けて検討を進めてまい

ります。

長崎県総合計画チャレンジ2020の数値目標

の進捗状況について。

文化観光国際部関係の数値目標28項目のう

ち、施策と事業群の指標が同じもの、令和元年

度目標値を設定していないものなど8項目を除

く20項目の令和元年度の進捗状況は、目標を達

したものが11項目、目標を達成できなかったも

のの総合計画策定時点から改善傾向にあり「や

や遅れ」と整理したものが3項目、目標を達成

できず進捗状況にも遅れが見られるものが6項
目となっています。

引き続き、最終目標の達成に向けて取り組み、

総合計画の実現を図ってまいります。

以上をもちまして、文化観光国際部関係の説

明を終わります。

よろしくご審議を賜りますようお願いいたし

ます。

【山本(由)委員長】 ありがとうございました。

以上で説明が終わりました。

議案に対する質疑につきましては、先ほど分

科会において一括して終了しておりますので、

これより議案に対する討論を行います。

討論はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

【山本(由)委員長】 討論がないようですので、

これをもって討論を終了いたします。

議案に対する質疑・討論が終了しましたので、

採決を行います。

第118号議案及び第119号議案については、原

案のとおり可決することにご異議ございません

か。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

【山本(由)委員長】 ご異議なしと認めます。

よって、議案は原案のとおり、それぞれ可決

すべきものと決定されました。

ここでしばらく休憩します。

― 午後 ２時３５分 休憩 ―

― 午後 ２時４１分 再開 ―

【山本(由)委員長】 委員会を再開します。

次に、陳情審査を行います。
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事前に配付しております陳情書一覧表のとお

り陳情書の送付を受けておりますので、ご覧願

います。審査対象の陳情番号は47、50、51、56、
59、75、76、79です。

陳情書について、何かご質問はありませんか。

【中村(泰)委員】陳情書50番の長崎市からの要

望書で、4の長崎開港450周年記念事業について

でございます。こちらは事業期間が令和3年4月
からということになっております。

私も、この件につきましては注意深くウオッ

チしておりまして、例えばＳＮＳを登録したり、

そういったところで情報を取りにいっているん

ですけれども、なかなかこれが、具体的にどう

いうふうなことがこれから実施されるのかとい

うのが、あと半年になっておりますけれども、

見えていないというのが本音でございまして、

今の進捗状況についてお知らせいただけないで

しょうか。

【佐古観光振興課長】 開港450周年事業につい

ては、県におきましては土木部と私ども文化観

光国際部が一緒に、幹事会とかワーキンググル

ープ等に出席をしております。

まだ具体が、市民、県民の皆様にあまり広く

お知らせできていないと。ちょうど先月ぐらい

ですか、具体をつくり込む委託業者からいろん

なご提案をいただいて、進めていこうと市の方

ではしています。現在まさに、来年度にどうい

う事業を実施していくかというところを議論し

ている状況でございますので、まだお示しでき

ないのかなというふうには理解しております。

私の方で把握している範囲では、1年間を通

じていろんな行事を、当然既存のものをうまく

活用しながらということにはなりますけれども、

できるだけ市民、県民の皆様に長崎港の開港の

記念というのを知っていただいて、これまでの

歴史はもちろんですけれども、次の50年に向け

てどういうものを残していくかというところも

含めて、市民の皆様も巻き込みながら進んでい

くというのが基本的な考え方であろうというふ

うに理解をしているところでございます。

【中村(泰)委員】 わかりました。なかなか進ん

でいないということが結論であろうかなと思い

ます。

こちらは当然県としてもしっかりと進めてい

く事業であるんだろうと理解しておりますので、

残り半年、事業期間が1年あるので、その1年の

中でどこかでどーんといくのかなというような

気もしているんですけれども、なかなかこうい

う機会もございませんので、特に長崎市におい

ては港をどうしていくのか、そのイメージをど

うつくっていくのかといったところはすごく重

要でございますので、今のスケジュール感が正

しいのかどうかわからないですけれども、県と

してもしっかりと進めていただければと思いま

す。以上です。

【山本(由)委員長】 ほかに、陳情に関して質疑

はございませんか。

【ごう委員】 今の50番の中で項目8「「長崎の

夜景」の魅力向上を図る県の取組みの推進につ

いて」ということで、1点だけ確認させていた

だきたいんです。

長崎市からは、浦上川線の街路灯とか足元灯

などの整備を、松が枝から元船地区につきまし

て優先的な整備をお願いしますという要望にな

っております。

現状としまして、昨年から今年にかけて、今

ここに上がった浦上川とか出島ワーフ周辺の電

灯（街路灯）が消えているという苦情が市民の

方々から多く届いているんです。

文化観光国際部にこの要望が上がっているん
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ですが、それを所管するのは土木部の港湾課と

か港湾事務所になると思うんです。こういった

要望がきているにもかかわらず、そういった現

状があるということで、観光と土木の港湾課と

の連携が今、どんな感じなのかというのを聞か

せていただいてよろしいですか。

【山本(由)委員長】 暫時休憩します。

― 午後 ２時４７分 休憩 ―

― 午後 ２時４８分 再開 ―

【山本(由)委員長】 再開します。

【佐古観光振興課長】現状で、私ども観光セク

ションと土木部で、夜景の魅力向上という切り

口で具体的なことをご相談しているという状況

ではございません。

ただ、私ども観光の立場からすれば、長崎市

内の夜景の魅力を上げていくのは夜型観光を進

めていくうえでも非常に重要だと思っておりま

す。

それから、私どもは21世紀まちづくり補助金

という市の取組を支援する制度も構えておりま

すので、ぜひ管理者と長崎市の調整がうまく進

んでいって、私どもの支援を活用いただけるこ

とを期待いたしますし、もし土木部サイドと市

のお考えが少し乖離しているような状況があれ

ば、私どもの立場からも関与してまいりたいと

いうふうには考えます。

【ごう委員】 ご答弁ありがとうございます。

長崎市としても、このエリアは観光にとても

重要だという観点から要望していると思います

ので、今の課長のご答弁にありましたように、

今後は調整をしっかりとお願いしたいと思いま

す。よろしくお願いいたします。

【山本(由)委員長】 ほかに陳情に関する質疑は

ございませんか。陳情に関してはよろしいでし

ょうか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

【山本(由)委員長】 それでは、ほかに質問がな

いようですので、陳情につきましては承ってお

くことといたします。

次に、法定報告で経営状況説明書について、

提出資料に対する質問を行います。

経営状況説明書としては、公益財団法人の長

崎ミュージアム振興財団、公益財団法人の長崎

国際交流協会に関する経営状況説明書でござい

ます。

何かご質問はありませんか。

この項はよろしいでしょうか、委員の皆さん。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

【山本(由)委員長】 それでは次に進みます。

次に、長崎県総合計画（仮称）の素案につき

まして、提出資料に対する質問を行います。

これにつきまして質問はございませんか。

【宮本委員】それでは、長崎県の総合計画素案

について、ちょっと質問をいたします。端的に

2項目だけ確認をさせてください。

まず、いただきました素案の資料の52ページ、

それと数値目標の設定根拠の参考資料につきま

しては13ページですが、スポーツ振興課の「ス

ポーツに親しめる環境づくりによる地域スポー

ツの活性化」についてお尋ねをいたします。

成人週1回以上のスポーツ実施率については、

スポーツ庁が定めた指標にのっとっての数値目

標と拝見しまして、こういったものになるんだ

ろうと思っているんですが、施策、取組として

4つのポツがある中で、現行からするとちょっ

と減っているのかなと、まとまっているんです

かね、と思うんですけど。

その中で総合型地域スポーツクラブというも

のが2つ、育成支援と活用ということで出てく
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るんですが、資料を見ると、平成21年は29、平

成26年には39団体があると記載があったんで

す。子どもから高齢者の方々まで気軽に楽しめ

るようなスポーツクラブが総合型地域スポーツ

クラブということですが、今現在でこれがどれ

くらいあるのか、最新の数字を教えていただけ

ればと思います。

【野口スポーツ振興課長】総合型地域スポーツ

クラブは、委員おっしゃるとおり県民の健康体

力づくり、スポーツ実施率の向上を図るととも

に、県民の誰もが親しめるスポーツ環境づくり

の一環として創設、育成を図ってきたところで

ございます。

現在、32クラブで、会員数が令和元年末で

5,278人という状況でございます。

【宮本委員】活動状況はどうなんですか。活発

にされているのかどうか、活動状況についても

確認をさせてください。

【野口スポーツ振興課長】活動に関しましては、

クラブごとの若干の温度差はございますけれど

も、多種目がもともと想定されておりまして、

地域の実情に合わせて多種目で実施しており、

中には文化プログラムも一緒にやられて、非常

に活動の幅を広げている団体もあるという状況

でございます。

【宮本委員】 わかりました。平成26年が39だ
ったと思うんです。ちょっと減っている状況で

すね、32ならばですね。これに力を入れるのも

よろしいかと思いますが、なかなか難しいんじ

ゃないかなと思います。

確認したいのは、環境づくりによる地域スポ

ーツの活性化なので、環境をつくっていくこと

が大事だなと思うんです。次期5年間について

は、例えば公園の整備であったり、誰でも気軽

に集えるような公園にいろんな健康遊具を少し

でもいいから設置して、どんどん、どんどん地

域の活性化に結びつけたりとか、例えばスケボ

ーを中心としたアーバンスポーツができるよう

な公園づくり、施設づくりが地域スポーツの活

性化につながり、成人の週1回以上のスポーツ

実施率の向上にもつながるんじゃないかなと思

って、ちょっと提案をさせていただきますが、

このような新しい取組を、今までもやってこら

れたかもしれませんけれども、銘打ってやって

いくことも大事かと思いますが、これについて

どうお考えでしょうか。

【野口スポーツ振興課長】総合型地域スポーツ

クラブの育成は、私どもの一つの大きな使命と

してやっておりますが、それ以外の活動、実質

的なスポーツ環境を育成しておくとか、スポー

ツができる環境の情報を提供するといったこと

も併せて取り組んでいるところでございます。

また、総合型スポーツクラブにおきましてア

ーバンスポーツを取り組んでいただくとか、例

えばボート、カヌー、マリンアクティビティと

いう新しい種目に取り組む動きも若干ございま

して、ですから種目を変えつつ、環境もしっか

りＰＲしつつ取り組んでまいりたいというふう

に考えております。

【宮本委員】 わかりました。そうですね、新し

い取組を打ち出していくことが重要じゃないか

なと思っています。

成人という名目は、恐らく15歳以上ですよね、

15歳以上が成人という定義だと考えますから、

そう考えれば、もっともっと若者に対するよう

な取組もですね。スポーツイベントの開催は増

えていると思いますし、レクリエーションの普

及活動についても増えているかと思いますが、

それとまた別の方向で若者に対する取組も、次

期総合計画の中に織り込んでいってもいいのか
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なというふうに考えます。

環境づくりということからすれば、既存の公

園、また新設の公園も視野に入れていただきな

がら、先ほど課長がおっしゃったような取組を

推進していただければと思います。要望だけさ

せていただきます。

これについて、次期総合計画に対するさらな

る思い、考えを聞かせていただければと思いま

す。

【野口スポーツ振興課長】次期総合計画もでご

ざいますけど、今年度までがスポーツビジョン

の5か年の終期になっておりまして、また来年

以降のスポーツビジョン、あり方についても、

スポーツビジョンの中身についても今、検討を

進めているところでございます。

その中で新しい種目、特に委員がご指摘され

たアーバンスポーツに関しましては、オリンピ

ックでもかなりいろんな種目が取り入れられて、

来年の東京オリンピックでＢＭＸとかスポーツ

クライミング等も新たに組み込まれると聞いて

おります。そこで日本のプレーヤーが、アスリ

ートがメダルを取るということになると、爆発

的に競技人口が増えることも考えられますし、

また、若者に非常に人気があるということで、

若者定着につながる施策としても可能性がある

かなというふうに考えておりますので、そこは

しっかり受け止めたうえで取組を、どういうこ

とができるかということを検討してまいりたい

と考えております。

【宮本委員】ありがとうございます。ぜひまた

新しい視点で取組を進めていただければと思い

ます。

もう1点だけ確認させてください。素案の資

料の100ページ、数値目標の設定根拠の資料の

30ページになります。クルーズ、インバウンド

観光の推進のところです。

101ページに目標等々書いてあります。数値

目標値の設定根拠についても書いてあります。

なかなか厳しい状況であることに間違いありま

せん。数値目標の設定根拠の30ページに、クル

ーズ客船の安全対策への関心が高まっているこ

とからと、令和3年においても早急な入港数の

回復が見込めないのでと書いてあります。まさ

しく厳しくなるのかなと思います。

令和3年は136隻を目標に掲げていらっしゃ

います。これ、今はどれくらいの段階にあるん

ですかね。予約はないのかな。幾らかあれば教

えていただければと思いますし、なければない

で結構ですから、よろしくお願いします。

【佐々野国際観光振興室長】来年のクルーズ船

の予約につきましては、港でしっかり予約を受

け付けたということではなくて、船舶代理店の

方からそういったオーダーがきている話をお聞

きすると、今年と同じようなくらいです。長崎

港、佐世保港について、今年の初めと同じ程度、

大体それぞれ200とか、そういったぐらいのオ

ーダーはきているとお伺いしております。

【宮本委員】わかりました。きているんですね。

非常に厳しいかと思っておりました。

先日、佐世保港の浦頭埠頭に新しく国際クル

ーズ拠点ができまして、党の方で視察をいたし

ました。非常に厳しい声が聞こえてですね。し

かし、きれいなものが、西日本最大級、九州最

大級と言っていましたかね、クルーズ拠点港が

できました。

意気込みは、県と一緒にという思いを聞いて

きたところでもあります。ここの安全対策、し

っかりと次回の計画には感染症対策等受入環境

の整備を踏まえたクルーズ客船の誘致という文

言も盛り込んでいただきましたので、またしっ
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かりとここは国と協議をしていただいてですね。

これは観光の大きな起爆剤ですので、鋭意取り

組んでいただければと思って確認をさせていた

だきました。以上です。

【山本(由)委員長】 ほかに、総合計画に関する

質疑はございませんか。

【中村(泰)委員】 1点だけです。29ページの国

際定期航空路線の利用者数でございます。

新型コロナウイルスのために、足元はなかな

か伸びないというのははっきりしているんです

けれども、最終目標として年間20万人をターゲ

ットとしておられます。各年ごとの伸び率も非

常に高くて、これはかなり攻めの施策だと思い

ます。

非常にそれはありがたいんですけれども、何

か展望であるとか、そういったところを踏まえ

たうえでの目標になっているのか、ご教示願い

ます。

【佐々野国際観光振興室長】 5年後の目標とし

ましては20万人ということで、かなり高めの目

標を設定させていただいているんですけれども、

設定するに至った根拠としましては、上海線が

増便になりました。残念ながらコロナで運休と

はなりましたけれども増便になったことと、香

港線につきましても昨年の夏までは好調に推移

していたということで、航空会社からは増便の

打診もいただいておりました。それから台湾線

につきましても、昨年、チャーター便で5か月

間運航して、今年には定期便というお話もいた

だいておりました。また韓国についても航空会

社と協議をしておりました。

コロナによって今後どうなっていくかという

ところは少し見通せませんけれども、そういっ

た動きがある中で、また今後、インバウンドで

成長市場といいますか伸びてくるという中で、

ＬＣＣで地方空港にもどんどん就航が進んでい

ますので、積極的な誘致活動を行って目標を達

成したいと思っております。

コロナの状況を見ながら、例えば来年度、再

来年度につきましては、今は素案の段階ですけ

れども、11月の最終的な案を出す段階では、少

し状況を見極めて数字の修正をさせていただく

ことも考えているところでございます。

【中村(泰)委員】 ありがとうございます。なか

なかコロナの状況でということで、修正はもう

しかるべきだと思います。そちらの方が正しい

目標になると思いますので、それはお願いをい

たします。

先ほど、各国との国際路線の具体的な名前も

出てきました。目標を高めに設定して、これか

らしっかりと具体的なアクションに多分移って

いくんだろうなと思います。県として、こうい

った高みを目指すということをしっかりと示さ

れていますので、県議会としてもしっかりとそ

こは応援をさせていただきたいと思います。以

上です。

【山本(由)委員長】 ほかに、総合計画に関する

質疑はございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

【山本(由)委員長】 それでは、質問がないよう

ですので、次に進みます。

最後に、議案外の所管事務一般に対する質問

を行うこととします。

暫時休憩します。

― 午後 ３時 ４分 休憩 ―

― 午後 ３時 ５分 再開 ―

【山本(由)委員長】 それでは、委員会を再開し

ます。

議案外の所管事務一般について、事前通告を



令和２年９月定例会・環境生活建設委員会・予算決算委員会（環境生活建設分科会）（９月２８日）

- 87 -

された委員からご質問をお受けします。事前通

告された方で、挙手の順に質問をお受けしたい

と思います。

【山田(朋)委員】 観光の動向についてというタ

イトルで質問通告をさせていただいておりまし

た。

先ほどからご説明があったように、6月、7月
と、全国でも長崎県がナンバーワンとか高い水

準で宿泊者数が伸びたということは、癒し旅と

か、ふるさと再発見の旅とか、こういったもの

が功を奏したものというふうに理解をしており

ますが、残念ながら、一転して8月に13.5％減と、

かなり大きく低下をしたとニュース等でもあり

ました。

今、ＧｏＴｏトラベルキャンペーンも始まっ

て、どのような効果が長崎県に出ているのか。

併せて、一旦落ちた8月以降にどのような対策

を、特別な対策を何か打っているのか、今後の

見通し等についてお聞きをしたいと思います。

【佐古観光振興課長】まず、ＧｏＴｏトラベル

キャンペーンの本県における効果ですけれども、

なかなか数字的なものが私ども県の立場から把

握ができないという現状でございます。県内の

宿泊施設の方にお聞きしたりして、できるだけ

把握に努めているところではございます。

ＧｏＴｏトラベルキャンペーンが7月22日に

始まりまして、それがちょうど全国的な感染の

再拡大といいますか、感染者数の増加の時期と

重なったことが一つはあろうかと思います。そ

ういうことで、事業者の方にお聞きしても、Ｇ

ｏＴｏトラベルキャンペーンの実感があまりな

いというお話が8月にございました。

実際、九州経済調査会の数字でも8月には落

ち込みをしておりまして、これが九州ブロック

でも、九州と沖縄のみが前月から落ちていると。

新規感染者数が、九州の場合は、東京を含む南

関東よりも増え方が7月から8月にかけて多か

ったというのもございますので、そういった影

響もあって、数字が少し落ち込んだのかなとい

うふうに分析をしております。

それから、本県の状況で申し上げますと、6
月、7月に県の独自のキャンペーンを実施して、

非常に効果があったと考えております。8月は

県の単独キャンペーンがなくなって、その分の

反動減。一方で、全国的にはちょうど7月ぐら

いから県民向け、あるいは九州でいえば九州各

県向けのキャンペーンを展開しています。その

キャンペーンが、よその県では8月に実施され

ているけれども、長崎県では実施されていない

というところが、少し影響としては出ているか

なと。

ただ、長いスパンで見ますと、私どもとして

は6月、7月に需要をしっかり取り込めておりま

すので、例えば年内はどうかという長いスパン

で見れば、他県に負けるものではないのかなと

いうふうに分析をしているところでございます。

【山田(朋)委員】 わかりました。九州が軒並み

悪いとセンセーショナルな報道があったので、

気になって聞いてみました。

8月は九州で佐賀県と鹿児島県がいいみたい

なんですけど、それは言われたように県民の割

引が始まったからという理解でよろしかったで

すか。

【佐古観光振興課長】私どもとしては、そのよ

うに理解しております。

【山田(朋)委員】 今日のニュースでは、宿泊税

を150円ですか、長崎市は取るような話もある

ようです。

先んじて長崎県は行ったから、需要をしっか

り取り込んでいるから、全体で見るといい結果
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が出るだろうということではありましたが、観

光は基幹産業の本当に大きな一つだと思ってお

りますので、大変な中だとは思いますが、事業

者の皆様の声を聞いていただき、また、旅行者

の方の直接の声をいろんなものを使って吸い取

って、さらに魅力的な長崎県をアピールしてい

ただきたいということをお願いして終わりたい

と思います。

【山本(由)委員長】 質問通告をされている方、

どうぞ、随時挙手をお願いいたします。

【宮本委員】それでは、2項目質問いたします。

1つ目、ながさきオンライン文化祭について

お伺いいたします。非常にいい取組です。これ

は非常に大事なので、周知方法をもうちょっと

徹底して幅広くしていくことが大事じゃないか

と思っています。周知方法と現在の募集状況に

ついてお聞きいたします。

【村田文化振興課長】まず、現在の応募状況に

ついてでございますが、まだほとんど申し込み

がないというふうな状況でございます。

ただ、音楽とダンス部門については、専用の

ホームページから楽譜とか動画をダウンロード

していただく仕組みにしておりまして、そのダ

ウンロードの件数は250件程度出ておりますの

で、それぐらいは少なくともご応募いただける

んじゃないかというふうに考えております。

それから周知につきましては、先般、企画会

社といいますか広告会社と契約が済みまして、

今後、テレビの情報番組とかラジオ、新聞、県

の広報媒体等々を利用しつつ、さらにＳＮＳな

どを活用した広報を多岐にわたってやっていき

たいと考えております。

【宮本委員】ありがとうございます。周知を徹

底していただければと思います。

説明資料に、オンライン上で優秀作品につい

ては公開するとありました。最終的に県庁等々

で表彰式を行ってもいいんじゃないかと思いま

すが、この点についてはいかがでしょうか。

【村田文化振興課長】優秀作品につきましては、

今、企画会社とお話をしているのが、テレビな

どにご出演いただいてご披露いただくとか、そ

ういったことは考えております。また、表彰式

等を例えば県庁のエントランスロビーでやると

いうのは非常に効果的だと思っておりますので、

私どもとしても検討はしていきたいと、そのよ

うに考えております。

【宮本委員】ぜひとも、表彰式を県庁で行って

いただくようにお願いをいたします。

こういった取組については、本県ゆかりのア

ーティトにも何らかの形でご協力をいただけれ

ばと考えるんです。例えば福山雅治さんとかさ

だまさしさんとか、エグザイルのタカヒロさん

に挨拶をもらうとか、激励をもらうとか、そう

いった取組がこの中でできないかなと思うんで

す。そういうものもあっていいかと思うんです

けど、いかがですか。

【村田文化振興課長】県民の皆さんの文化・芸

術活動の場とか鑑賞の機会が失われているとい

うところで、そうした県ゆかりのアーティスト

の皆さんに激励のメッセージ等をいただくとい

うことは、一定効果があるんじゃないかとは思

います。

一方で、私どもは音楽団体の方々と様々な議

論をしているところですけれども、そういった

中で、やはり発表の場が欲しいということで、

ラジオを活用した県内ゆかりの音楽家の皆さん

によるリレーメッセージコンサートというのを

実施しております。これは音楽団体の方から強

くご要望をいただいたところでございますので、

まずはこういったことから取り組んでいるとこ
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ろでございまして、今後様々な機会を捉えて、

例えば連携協定を締結しております東京の芸術

大学とか、本県ゆかりの文化人にもご協力をい

ただくなどについては、引き続き検討していき

たいと思っております。

【宮本委員】わかりました。対象が若者の方が

中心になっているかと思うんです。私が言った

ような方々にメッセージをいただくとなれば、

非常にまた活気づいてくるかと考えますから、

ここはひとつ挑戦していただきたいと思ってお

りますので、よろしくお願いいたします。

時間なので、終わります。

【宮島委員】また美術館の話で恐縮なんですけ

れども、政策等決定過程等の提出資料の22ペー

ジ、県北地域における文化芸術の振興について、

お尋ねをいたします。

この件につきましては、さきの定例会の折に

宮本委員からご質問がありまして、回答があっ

たことも承知いたしておりますけれども、正式

にこうして書面として提出をされますと、どう

しても一言申し上げざるを得ないと、このよう

な思いで通告をさせていただきました。

この書面を見ますと、回答につきましては、

文字どおり「けんもほろろ」という感じがして

なりません。

改めてお聞きをしたいのは、この困難である

という理由が、予算面の話なのか、あるいは、

そもそもこうしたものをつくる意思がないのか、

そうしたことについてお聞かせいただきたいと

思います。

【村田文化振興課長】県北地域における県の美

術館についてのお尋ねでございます。いわゆる

ハードの整備につきましては、やはり今の財政

状況等を様々な観点から勘案しまして、美術館

の分館を県内の各地に設けるというふうなこと

は非常に難しい状況だと考えております。

先般の委員会でもご説明いたしましたが、一

方でソフト面で様々な対応をしていくことは非

常に重要だと思っておりまして、これまで以上

に佐世保市ともしっかりと連携をして取り組ん

でまいりたいというふうに考えているところで

ございます。

【宮島委員】午前中の課長のお話の中で、県美

術館の来館者の地域別のお話がありました。全

体のアンケートの数が900ぐらい、40万人の中

の900でありますので、もう少しアンケートも

聴取してほしいと重ねてお願いをしておきたい

と思います。

それを改めて見てみますと、長崎県内から来

館した方で、県北から来た方が大体8％になり

ます。県北地域の人口は県全体の23％ぐらいあ

りますので、やっぱり著しく低いと思います。

午前中には、各地区から呼ぶような取組をして

ほしいというふうに申し上げましたが、一方で

地理的なハンディはどうしてもぬぐえないとこ

ろがあるのではないかと。そういう意味では、

身近に触れられる場所があるのは大変重要では

ないかというふうに思います。

また、この書面の「参考」という部分に佐世

保市の島瀬美術センター、そしてまた親和アー

トギャラリーというものが書いてありますけれ

ども、これはもうご承知のとおりに、県美術館

と比べたら、もう一目瞭然のハード面の差があ

るということであります。

今、島瀬美術センターでは、館長、スタッフ

の皆さん方、また地元の美術協会の皆さん方が

一生懸命に、一丸となって涙ぐましい努力をさ

れて、いろいろな美術、芸術のことを発信され

て集客をされている。私は本当に評価をしたい

と思うわけでありますが、それを見るにつけ、
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何とかそういう活動にふさわしい場所をつくっ

てあげたいなと、そういう場所で活動してほし

いなという思いがものすごく強くするんです。

やっぱり芸術というのは、地域の民度と比例

をすると私は思うんです。今、県は、一番の課

題として人口減少対策の中でＵターン、Ｉター

ンを強化しているということでありますが、都

会から地方に来る時に、ぬぐえない差がこうし

た芸術・文化の面。この面は、私もそうであっ

たんですけれども、やっぱり痛感することであ

りまして、その差をできるだけ、少しでも埋め

ていくことが、これから人口を増やしていくこ

とにつながっていくのではないかというふうに

思っております。

また、コロナ禍において、これは新聞記事の

引用で恐縮でありますけれども、小坂美術館長

がご講演の中で、このコロナ禍で気づいたこと

として、やっぱり普段の業務はオンラインでは

できないと、実作品を鑑賞する経験を提供する

とおっしゃっているんです。私は、まさにその

とおりで、美術に直接接する、特に一流の美術

に接することの感動は、やっぱりオンラインな

どでは経験できないと、特にそういう経験を若

い人たち、子どもたちにしてもらいたいと、子

どもたちが将来に向けて豊かな心を持つために

は、こうした美術品にどんどん、どんどんと接

する機会があることが必要であり、そのために

芸術度、文化度というものを上げていくことが

重要ではないかというふうに考えております。

言いたいことはいっぱいあるわけであります

けれども、県北の文化、芸術のレベルというも

のを県としてどう認識しておられるのか、この

ことについて部長、お答えをいただきたいと思

います。

【山本(由)委員長】 部長、時間になっておりま

すが、答弁で終わりますので。

【中﨑文化観光国際部長】午前中も申しました

とおり、これは長崎県美術館でございますので、

県民の貴重な税金が使われておりますので、で

きるだけ県内に、そういった美術館ができた受

益を幅広く波及させてまいりたいと思っており

ます。

小坂館長さん、新しい館長で、非常にいろん

な感性をお持ちでございますので、小坂さんの

思いをぜひ汲み取りたいと思っています。

先ほど委員からお話がありましたとおり、コ

ロナ感染症を踏まえて、観光とか物産の産業面

の影響はもちろんですけれども、文化とかスポ

ーツといった分野にも多大な影響が出ておりま

す。こういった分野は、県民の方に元気である

とか潤いであるとかを与える。コロナを踏まえ

まして、特に私の部で所管しておりますので、

そういった分野についてもやっぱりきちんと県

としても後押ししていかなければいけないと強

く感じているところでございます。

これも委員からお話があったように、ふるさ

とへのいろんな思いというのは、歴史とか文化

とかといった長崎の強みを子どもの時からしっ

かりと提供していくことで、人口減少対策にも

貢献できる分野ではないかと思っています。

先ほど部長説明で申しましたとおり、5年後

が美術館20周年で、国民文化祭の開催を予定し

ている年でございますので、その年に向けまし

て、できるだけ各地域とも連携しながら、文化

振興の後押しができるように全力を挙げて取り

組んでまいりたいと思っております。（発言す

る者あり）

【山本(由)委員長】 もう5分過ぎたので、答弁

までしましたので、よろしいですか。

【ごう委員】 私からは2点、質問をさせていた
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だきたいと思います。

午前中にもありましたけど、本明川のボート

練習場の整備についてということで、今回は練

習場のセンターブイの整備事業に関する予算が

ついておりました。

このことは、諫早市から、合宿や大会の誘致

による交流人口の拡大や競技力向上等に寄与す

るために公認コースの整備が必要だとの要望が

あってから、県が事業の一部を助成するという

ことでありました。

私は、実は5年ぐらい前に、本明川ボート場

の整備に当たっては、障害者のボート競技であ

るパラローイングも共に利用できるようなユニ

バーサルデザインにすべきだと提案させていた

だいておりました。

そこでお尋ねをいたしますが、今後、パラロ

ーイングの合宿や大会誘致に向けた練習場の整

備などの予定はありますでしょうか。

【江口スポーツ振興課企画監】パラローイング

に対応した整備の予定があるかというお尋ねで

ございます。

現在、本明川のボート練習場は、風や波の影

響を受けにくくて年間を通じてコンディション

がいいとか、市街地からのアクセスが非常にい

いとか、数々の利点があるわけです。それに加

えて、現在の状況でも水面までの距離が非常に

近く、ボートに乗り移るための桟橋のすぐ手前

まで自動車の進入が可能となっております。

それで、陸地と桟橋の継ぎ目に少し段差があ

るんですけれども、そういったところにラバー

シートなどを敷くことによって、工夫をすれば

車椅子の方でも桟橋まで入ることができるよう

な状況に既になっているものと思われます。

それで、今の状態でもパラローイングのアス

リートの方でも合宿に来ていただくことは可能

だと考えておりますけれども、障害の種類とか

程度に応じまして、宿泊施設の設備とか移動の

対応、そのほかトレーニングをサポートする方

の人材の確保など、そういった受け入れ面での

課題はあると考えています。地元の諫早市、ボ

ート協会ともご相談のうえ、今後、パラローイ

ングの合宿誘致についても積極的に検討してま

いりたいと考えております。

【ごう委員】ありがとうございます。前向きな

ご答弁をいただきました。

実は3年前の11月に、パラローイングの協会

の方が現地視察をしてくださったようで、その

時にも、今答弁にありましたようにスロープを

設置すればできるんじゃないかと、非常に有効

な土地であるという見識を持たれたようです。

今、パラローイングの選手が日本には100人
に満たないと非常に少なくて、パラリンピック

に出る選手が一緒にこげる選手を探すのも非常

に難しいということで、実はもっと広めて選手

層を厚くしたいという思いがあるようなんです。

長崎がパラローイングのメッカみたいになっ

て、ここでジュニアから育成をしていくことも

できるかもしれないので、そういう意味では交

流人口の拡大、競技力の向上は、健常者と同じ

ようにできていくと思います。

そして今、人数が少ないことが幸いして、個

別の大会ができないので、一般の競技と一緒に

大会が行われていますので、そういったパラの

大会を本明川で行えるようになっていくと、こ

れは長崎県、そして諫早市にとって大きなこと

につながるのではないかと思っておりますので、

よろしくお願いしたいと思います。

それから、これにつながることですけれども、

続いてはユニバーサルツーリズムについてお尋

ねしたいと思います。県はこのたび、長崎空港



令和２年９月定例会・環境生活建設委員会・予算決算委員会（環境生活建設分科会）（９月２８日）

- 92 -

内にユニバーサルツーリズムセンターの開設を

計画されていますが、障害者スポーツという視

点でユニバーサルツーリズムを展開していくと、

長崎を訪れる人数が増えるのではないかと思っ

ております。

なので、今回のユニバーサルツーリズムセン

ターの中に障害者スポーツにも対応できるよう

な機能を持たせてあるのかどうかということを

お聞かせいただければと思います。

【佐古観光振興課長】現時点では長崎空港内の

センターにつきましては、どちらかというと介

護が必要な高齢者をメインターゲットに想定を

しております。

ユニバーサルスポーツという視点については、

現状は私も考えておりませんでしたので、今の

ご意見を踏まえて、今はそこの運営をする事業

主体を決定した段階でございますので、併せて

そういうことも、今、ちょうど事業の具体の組

み立てをしておりますので、話をしてまいりた

いと思います。

【山本(由)委員長】 ごう委員、もう5分たちま

したので、最後にしてください。

【ごう委員】前向きなご答弁ありがとうござい

ます。ぜひユニバーサルスポーツツーリズムと

いう視点を持っていただくと、かなり多くの

方々がお見えになると思うんです。介助をされ

る方々等も来られると思いますので、ぜひこの

ユニバーサルツーリズムセンターをつくるに当

たっての外部委員の中に、パラスポーツの方々

のご意見を取り入れていただればと思いますの

で、よろしくお願いいたします。

【山本(由)委員長】 委員長を交代します。

【久保田副委員長】 委員長、発言をどうぞ。

【山本(由)委員長】 すみません、1項目だけ、

災害時の外国人の方への情報提供と支援につい

てお伺いをしたいんです。

本県も留学生とか技能実習生などの在留外国

人といわれる方が年々増加をして、今、1万
1,000人ほどいらっしゃるということで、県でも

多文化共生に取り組んでおられると聞いており

ます。

先ほど、部長説明の中で、コロナウイルス感

染症の発生状況等についての情報提供の説明が

あったんですが、今年はこれまでにないような

豪雨や大型の台風が接近しておりますけれども、

避難を呼びかける放送は、私が知る限り日本語

だけだと理解をしています。

外国人の方に安全・安心に暮らしていただく

ためには、こうした台風等の情報を適切に伝え

ることが重要と考えますけれども、外国人への

情報提供はどういうふうになっているのか、ご

説明をお願いします。

【永橋国際課長】県内にお住まいの外国人に災

害情報を迅速かつ正確に伝えることは、非常に

重要なことだと思っております。

先ほどありました住民の方々への避難勧告は

一義的には市町が行いますので、ほとんど日本

語で行われていると認識しております。

中には、技能実習生や日本語を学習している

留学生、まだまだ日本語が十分ではない外国の

方々もいらっしゃるのは事実でございます。こ

うした方々のサポートについては、例えば技能

実習生であれば企業や監理団体、留学生であれ

ば学校関係者、教員、職員が事前にいろんな情

報を伝えて生活支援を行っているところでござ

います。

また、県、市町では、国際交流協会がつくり

ました「災害が起こるその前に」という、留学

生、外国の方に注意喚起を行いますリーフレッ

トを、やさしい日本語、英語、中国語、韓国語
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とベトナム語で配布をしておりまして、ホーム

ページでも常時情報を出しております。

今回の台風が接近した場合にも、国際交流協

会のフェイスブック、ＳＮＳの中で、気象庁が

出しておりますホームページ、官公庁のアプリ、

セーフティチェック、ＮＨＫが外国人向けに出

しておりますＮＨＫワールドなどの情報をご紹

介する情報を発信しまして、その閲覧件数は

1,400件を超えたとお聞きしております。

【山本(由)委員長】 避難所などにおける外国人

への対応は、基本的には市町ということになる

かと思うんですけれども、外国人の方にも不安

なく過ごしていただくために、県としてはどの

ような対策をとっているのか、ご説明をお願い

します。

【永橋国際課長】災害時は自宅にいても不安で

しょうし、避難所に行っても日本人でも非常に

不安であると考えております。言葉がわからな

いで、そうした中に外国の方が入ると、ことさ

ら不安であることは間違いないと思っておりま

す。

県では、今年の3月に国際交流協会と協定を

締結いたしまして、外国人の方々が不安を少し

でも解消できるように、県が災害対策本部を立

ち上げるような大規模災害が予想される時は、

県と国際交流協会で連携して県災害多言語支援

センターを立ち上げて、24時間体制で19言語で

の支援を行うようにしております。

今回、7月の豪雨災害では2日間、9月の台風

10号では4日間、24時間体勢で対応に当たりま

した。結果的には台風の時に1件だけお問い合

わせがあったという状況でございます。

災害時に外国の方々をサポートしていただく

ために災害時多言語ボランティアを募集してお

りまして、現在、21名の方にご登録をいただい

ております。今後、この登録数を増やして、災

害時における外国人の方々の不安解消に努めて

まいりたいと思います。引き続き、県、国際交

流協会、市町、関係団体と連携しながら取り組

んでまいりたいと考えております。

【山本(由)委員長】 わかりました。最近、防災

無線が非常に多く使われているんです。災害の

情報であるとかコロナの情報であったりと。

特に災害時における外国人の方の支援は、命

にも関わる重要な問題でありますので、今後と

も市町、それから国際交流協会、かなりいろん

な形でやっていただいていますので、そういっ

た関係団体とも連携をしながら、しっかり取り

組んでいただきたいとご要望しまして終わりた

いと思います。よろしくお願いします。

【久保田副委員長】 委員長を交代します。

【山本(由)委員長】 ほかに、議案外に対する質

疑はございませんでしょうか。よろしいでしょ

うか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

【山本(由)委員長】 それでは、ほかに質問がな

いようですので、文化観光国際部関係の審査結

果について整理したいと思います。

しばらく休憩します。

― 午後 ３時３５分 休憩 ―

― 午後 ３時３５分 再開 ―

【山本(由)委員長】 委員会を再開します。

これをもちまして、文化観光国際部関係の審

査を終了いたします。

本日の審査はこれにてとどめ、明日は午前10
時から委員会を再開し、県民生活環境部及び交

通局関係の審査を行います。

本日は、これをもって散会します。

お疲れさまでした。
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― 午後 ３時３６分 散会 ―



第 ３ 日 目
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１、開催年月日時刻及び場所

  令和２年９月２９日

自  午前１０時 ０分

至  午後 ２時 ３分

於  委 員 会 室 ３

２、出席委員の氏名

委員長(分科会長） 山本 由夫 君

副委員長(副会長） 久保田将誠 君

委 員 田中 愛国 君

〃 溝口芙美雄 君

〃 徳永 達也 君

〃 山田 朋子 君

〃 ごうまなみ 君

〃 宅島 寿一 君

〃 宮島 大典 君

〃 宮本 法広 君

〃 中村 泰輔 君

３、欠席委員の氏名

な  し

４、委員外出席議員の氏名

な  し

５、県側出席者の氏名

県民生活環境部長 宮﨑 浩善 君

県民生活環境部次長 田中紀久美 君

県民生活環境部次長
兼地域環境課長

重野  哲 君

県民生活環境課長 本多 敏博 君

男女参画・女性活躍推進室長 有吉佳代子 君

人権・同和対策課長 丸田 哲久 君

交通・地域安全課長 永尾 俊之 君

統計課長（参事監） 笠山 浩昭 君

生 活 衛 生 課 長 嘉村 敏徳 君

食品安全・消費生活課長 峰松美津子 君

水環境対策課長 本田喜久雄 君

資源循環推進課長 吉原 直樹 君

自 然 環 境 課 長 石川 拓哉 君

交 通 局 長 太田 彰幸 君

管 理 部 長 安藝雄一朗 君

営 業 部 長 濵口  清 君

経営戦略室長(参事） 柿原 幸記 君

６、審査の経過次のとおり

― 午前１０時 ０分 開議 ―

【山本(由)委員長】 おはようございます。

委員会及び分科会を再開いたします。

これより県民生活環境部関係の審査を行いま

す。

審査に入ります前に、理事者側から、8月の

人事異動に伴う新任幹部職員の紹介を受けるこ

とにいたします。

【宮﨑県民生活環境部長】おはようございます。

8月の人事異動によりまして新たに就任いた

しました県民生活環境部の幹部職員を紹介させ

ていただきます。

〔各幹部職員紹介〕

以上でございます。よろしくお願いします。

【山本(由)委員長】 ありがとうございました。

それでは審査に入ります。

【山本(由)分科会長】 まず、分科会による審査

を行います。

予算議案を議題といたします。

県民生活環境部長より、予算議案の説明を求

めます。

【宮﨑県民生活環境部長】県民生活環境部の予
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算決算委員会環境生活建設分科会関係議案説明

資料の1ページをお開きください。

県民生活環境部関係の議案についてご説明い

たします。

今回、ご審議をお願いいたしておりますのは、

第110号議案「令和2年度長崎県一般会計補正予

算（第7号）」のうち関係部分の1件であります。

歳出予算額は、1ページに記載のとおりであ

ります。

補正予算の内容につきましては、人権尊重社

会づくり推進費において、新型コロナウイルス

感染症の感染者等への誹謗中傷や差別といった

人権侵害事案に対する支援体制の整備に要する

経費といたしまして、1,566万円を計上いたして

おります。

以上をもちまして、県民生活環境部関係の説

明を終わります。

よろしくご審議賜りますようお願いいたしま

す。

【山本(由)分科会長】 次に、人権・同和対策課

長より、補足説明を求めます。

【丸田人権・同和対策課長】 それでは、私のほ

うから、今回の補正予算議案の補足説明をさせ

ていただきます。

お手元に、「予算決算委員会環境生活建設分

科会補足説明資料」と頭に記載しております一

枚物の資料をお配りさせていただいております。

今回、補正予算として計上しておりますのは、

新型コロナウイルス感染者等への誹謗中傷等に

対する支援体制整備に要する経費1,566万円で

ございます。

この事業は、新型コロナウイルスの感染者や

そのご家族等に対する誹謗中傷や差別等の人権

侵犯事案について支援を実施するものでござい

ます。

事業内容といたしましては、1点目が、専門

の相談窓口の設置でございます。県の会計年度

任用職員として雇用いたしました相談員2名を

配置し、庁内担当部局や関係機関と連携し解決

に向けた実効的な支援を実施いたします。

また、弁護士による相談、調査等の支援を行

い、相談料につきましては上限5万円まで、調

査等費用につきましては30万円を限度に、その

2分の1を県が支援するものでございます。これ

らの経費として、1,202万円を計上いたしており

ます。

次に、ネットパトロールの実施でございます。

ＳＮＳなどインターネット上の誹謗中傷等の投

稿を監視する中で、悪質と思われる投稿の画像

を保存し、相談者から保存している画像の提供

を求められた場合は、これを提供していくとい

うものでございます。これのＷｉ-Ｆｉ通信料と

して4万円を計上いたしております。

また、この相談窓口等の周知のために、テレ

ビコマーシャルの放送に係る経費として、360
万円を計上いたしております。

なお、これらの支援は早急に対応する必要が

あると判断いたしまして、去る8月26日に相談

窓口を開設したところでありまして、ネットパ

トロール実施等のためのパソコン等のリースな

ど、準備に係る経費等については、既定予算に

より対応したところでございます。

以上で私からの補足説明を終わらせていただ

きます。

【山本(由)分科会長】 ありがとうございました。

以上で説明が終わりましたので、これより予

算議案に対する質疑を行います。

質疑はありませんか。

【中村(泰)委員】 先ほどのネットパトロールの

件でございます。今、ＳＮＳで非常に誹謗中傷
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が広がっておりまして、ある意味、抑止力にな

ると思いますので、こういったネットパトロー

ルによって、しっかりと見ているんだというこ

とを県民の皆様にお知らせをして、それがきっ

かけで誹謗中傷がなくなり、そして仮に、感染

をしていたとしても、また感染のあるリスクが

あったとしても、申出がしやすくなるような状

況になるということは極めて大事なことである

と理解をいたしております。

しかしながら、一方で、私もＳＮＳなどをし

ておりますと、この件について県民の皆様から

いただいたお声としては、実際具体的にどうい

ったパトロールがなされているのかがよくわか

らないと。県民の皆様も、決してこのパトロー

ルについて批判的なご意見ではなくて、ただ行

政が監視をしているというようなことしかまだ

伝わっていないので、それでは逆に不安という

のか、どこで誰が、どう見ているのかがわから

ないといったお声を聞きました。また、警察で

はなくて行政が監視をするということの違和感

といったお声も伺っております。

質問です。今回のネットパトロールを実施す

るに当たって、どのような基準でそれを見よう

とされているのか。なぜならば、見る方が異な

れば基準も変わってくるだろうと思いますので、

そういった基準がもしあれば、お知らせいただ

けないでしょうか。

【丸田人権・同和対策課長】ご質問ございまし

た基準等々につきまして、どのような投稿が誹

謗中傷に当たるのか、悪質であるのか、その辺

につきましては、その個々の投稿の内容、それ

からそれの前後の投稿の内容、それらをつぶさ

に分析をいたしまして、個々、総合的に判断す

べきと考えております。どのような表現を悪質

なのかどうかというような基準をあらかじめ定

めていくということはなかなか難しいのではな

いかと思っております。現在、相談窓口の相談

員が相談対応の間にこのパトロールを実施して

いるわけでございますけれども、私どもの課の

ところに在籍をして、私どもの課の中でそうい

ったパトロールを実施しておりまして、常に人

権・同和対策課と連携をして監視、パトロール

を実施しているという状況でございます。

【中村(泰)委員】 ありがとうございます。

基準というものを定めるというのはすごく難

しいものであるというのは重々承知いたしてお

ります。ケース・バイ・ケースの対応にならざ

るを得ないところもあろうかと思います。しか

しながら、県民の皆様としては、大義はわかる

けれども、もう少し情報が欲しいというお声も

ございますので、そこに対して、それでもしっ

かりと大義を伝えることで、この役割をご理解

いただくということも一つの方法であろうとは

思います。

このものがどういうものなのか、そしてこれ

を実施することで得られるものをもう少ししっ

かりご説明するような場面、またホームページ

などで記載をいただければ県民の皆さんにご理

解いただけるかと思いますので、その点につい

てはいかがでしょうか。

【丸田人権・同和対策課長】先ほども委員のほ

うからご発言ございましたけれども、新型コロ

ナウイルスに関係する誹謗中傷等が増幅してい

けば、例えば、感染者からの感染経路の解明の

ために必要な情報提供などをいただけなくなる

というようなことを危惧しているわけでござい

ます。そういった感染拡大から県民を守るとい

う公益的な観点からも、県として、新型コロナ

ウイルスに関係するインターネット上の誹謗中

傷に限定したモニタリングを実施していくと。
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それと、先ほどご説明いたしましたけれども、

監視をしていく中で、悪質と思われるような投

稿の画像の保存をして、その画像の提供依頼が

あれば、その求めに応じて提供していくという

ことでございまして、県が保存した画像を基に、

例えば、削除要請など何らかのアクションを起

こすというために実施するものではないという

ことで、あくまでも被害者の支援のために実施

するということでございます。そういった部分

につきましても、県民の皆様に理解をしていた

だくように、周知等々には努めてまいりたいと

思っております。

【中村(泰)委員】 ありがとうございます。

なかなか全県民の皆様にご理解をいただける

というのは難しいかと思うんですけれども、そ

の役割と果たすべきことをもう少し言っていた

だければ、わかっていただける方はわかってい

ただけると思いますので、引き続き、どうかよ

ろしくお願いいたします。

【宮本委員】 いただきました第110号議案につ

いて質問いたします。この事業は一般質問とか

総括質疑でも議論がなされておりましたので、

それを確認しながら質問いたします。

まず、1つ目の相談窓口の設置であります。

頂きました予算案の概要のポンチ絵のところに

もあるんですけれども、今日頂いた資料にもあ

ります。2名配置ということであります。この

相談窓口の実施日時、いつからいつまで、何時

から何時までやっているのかお聞かせください。

【丸田人権・同和対策課長】相談窓口につきま

しては、平日の月曜から金曜の午前9時から午

後5時45分まで開設をしております。ただ、水

曜日につきましては、午後8時まで延長して実

施をいたしているところでございます。

【宮本委員】土日祝日はやっていないんですよ

ね。相談される方々、どうなんでしょう。働い

ていたり、平日になかなか休みが取れずに、も

しかしたら土日祝日、電話がかかっていること

もあるかもしれないということを考えて、相談

員2名なので難しいかもしれませんが、今後、

土日祝日とかのある程度の対応も必要じゃない

かと考えますが、この点についてはいかがでし

ょうか。

【丸田人権・同和対策課長】ただいまご質問ご

ざいましたけれども、平日に開設をしたという

ことにつきましては、即時に対応、対処すると

いう必要もございまして、人権・同和対策課の

職員も在籍して、また関係部局、関係機関等が

機能している時間帯、曜日、そういうこともご

ざいまして今、平日ということにいたしており

ますけれども、今後の感染症の発生状況、今後

の相談状況を見ながら、必要に応じた相談体制

の見直しも検討してまいりたいと思っておりま

す。

【宮本委員】 わかりました。今後を踏まえて、

土日祝日の対応も考えていく必要があるんじゃ

ないかと考えていました。平日のみならず、祝

日で、お1人で、もしくはご家族でいろいろ話

し合われて、それをそのまま伝えたい方もいら

っしゃるので、ちょっと柔軟に今後の推移を見

て取り組んでいただきたいと思います。

あと、ＳＮＳについても展開をするというこ

とも聞いております。相談窓口のほうですか。

例えば、今、これは電話対応だけなんですが、

ＳＮＳ、ＬＩＮＥ、メールとかでの取扱いにつ

いてはいかがでしょうか。

【丸田人権・同和対策課長】 現在、原則として

電話でご相談いただくと。当然、面談も可能な

んですけれども、今後、より相談しやすい環境

づくりというのも必要かと思っております。そ
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ういった中で、ＳＮＳ等の新たな受付、そうい

ったものについても検討してまいりたいと思っ

ております。

【宮本委員】早急にこういったものも使って対

応いただければと思います。

同時に、相談窓口等の周知なんですが、こう

いったものにも関わってくるかと思います。テ

レビコマーシャルの放映とあります。総括質疑

だったか、一般質問だったか、広報活動の強化

ということも県民生活環境部長からだったです

か、答弁であったかと思います。広報活動の強

化について具体的にお聞かせいただければと思

いますが、テレビコマーシャルだけではなかな

か周知徹底ができていないかと思います。あら

ゆる広報媒体とか、広く知ってもらうためには、

今後どのように取り組んでいくのかお聞かせく

ださい。

【丸田人権・同和対策課長】 現在、9月10日か

らテレビコマーシャルを実施しているところで

ございます。また、それに加えまして、10月号

も各戸配布を順次されておりますけれども、県

の全世帯広報誌に掲載をしていただいておりま

す。それから、長崎新聞、西日本新聞で、広報

課の事業で県からのお知らせというのがござい

ます。その欄に、9月10日から、当面毎週木曜

日に、この相談窓口等のお知らせ、ご案内を掲

載いたしているところでございます。また、Ｎ

ＢＣラジオの県庁タイムス、県政番組ですけれ

ども、朝にございますけれども、これについて

も随時、この番組の中でお知らせをいたしてお

り、今後も続けていきたいと思っております。

また、このほか報道数社、ＮＢＣラジオ等々か

ら取材とかインタビューも私どもは受けており

まして、そういうインタビューを受ける中で取

り上げられるということで周知にもつながって

いるのではないかと思っております。また今後

とも、様々な広報媒体を活用しまして周知に努

めていきたいと思っております。

【宮本委員】せっかくこういったいい窓口を開

設していますから、周知徹底を十分にやってい

ただきたいと思っております。

ネットパトロールの実施について確認をいた

しますが、これは画像保存と書いてあって、そ

の画像については、相談者から依頼があれば提

供するということです。正直申しまして、ネッ

トパトロールというのは非常に難しいと思うん

ですけれども、この相談員のお2人の方だけで

ネットパトロールが果たしてできるのか、高度

な技術を持った、それこそパソコンとかネット

サイバーに適したような方がいないとできない

ようなイメージなんですけれども、そうではな

くて、より簡単な方法でこういったものができ

るのかどうかお聞かせください。

【丸田人権・同和対策課長】私が把握している

ところによりますと、他県でも、十数件の県レ

ベルの自治体で、このモニタリング、ネットパ

トロールを実施しております。そういった中で、

既に実施をされているところの情報等も収集を

いたしまして仕組みを立てたところでございま

して、大体主なサイト、例えば、5ちゃんねる

とか、爆サイ、ツイッターとかございますけれ

ども、そういったものを特定のキーワードで検

索すれば、コロナに関連した部分の誹謗中傷と

かだけじゃない部分も当然いっぱいございます

けれども、そういったサイトの関連した部分、

そういうものを見られるような形になっており

ます。それを今、相談員2名でパトロールして、

監視しているところでございます。ですので、

専門的なという、そこまでのスキルまでは必要

ないのかなと思っているところでございます。
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【宮本委員】そういったサイトを確認している

という状況ですか。

ちなみに、これは8月26日からやってこられ

て、実際にこういったものを保存されて、提供

されたという実績というのはあるんですか。

【丸田人権・同和対策課長】それほどの実績は

ございません。

【宮本委員】 わかりました。

これは必要に応じて提供なので、こういった

もので相談者の方が、探してください、あった

ら教えてくださいと言った時は提供する。相談

員の方2名が探していて、あったぞと。それを

保存して、積極的に提供するというものではな

いという理解でよろしいでしょうか。

【丸田人権・同和対策課長】そのとおりでござ

います。

【宮本委員】 わかりました。

ネットパトロールするなら、洗いざらい検索

して、削除とかというのが適当なのではないか

と思いますが、そこまではせずにという今の段

階ですね。

今後、誹謗中傷がどこまでいくかわかりませ

んけれども、悪質なものがあったら、必要に応

じて提供する体制を取ってもいいんじゃないか

と思っておりました。こういったものも今後の

推移を見て取り組んでいただければと思ってお

ります。

県民生活環境部長、この事業は非常に大事な

事業で、今後、周知徹底を図っていただきたい

と思っています。今後の推移を見てということ

ではありますけれども、現状と、また今後の対

策を最後にお聞かせいただければと思います。

【宮﨑県民生活環境部長】この相談窓口の開設

に当たりましては、コロナウイルスに関連いた

しまして、感染者の方、そして医療に携わって

いる方、さらには感染をしていない方、濃厚接

触者でない方、そういう方たちにまで誹謗中傷

というものが及んでいる状況でございます。で

すから、今後とも幅広くこの相談窓口を活用い

たしまして、県民の皆様の誹謗中傷を防ぐこと、

そして誹謗中傷を受けられた方に対します支援

というものを充実していきたいと考えておりま

す。

【山本(由)分科会長】 ほかに、質疑はありませ

んか。

【宅島委員】 この事業につきましては、9月10
日の県議会開会日に、県議会としても、この誹

謗中傷に関する決議をしたわけでありますけれ

ども、非常に大事な事業だと思っております。

その中で、メニューはこう書いてあるんです

けれども、実際、誹謗中傷を受けられた方が本

当に思うのは、要は、法的に対抗できる手段と

いうのは、弁護士に相談をして、名誉毀損で訴

えるのか、それと例えば、ネットの書き込みを

消していただく依頼をするのかということにな

ると思うんです。その中で、人権・同和対策課

長の説明を聞いていると、このネットパトロー

ルは、見て、保存して、削除することまでは考

えていないとおっしゃったんですけれども、や

っぱり削除のところまで含めて、きちっと行政

が支援してやるというのが大事だと思うんです。

相談窓口の設置で、これだけで1,200万円要求

してあるわけですけれども、これは例えば、上

限5万円、調査等費用が2分の1で上限30万円と

いうことになっているんですけれども、被害者

の方を何十名想定されているのですか、教えて

ください。

【丸田人権・同和対策課長】 まず、弁護士によ

る相談につきましては、相談時間を平均2時間

としまして、月10件、合計20時間。これは30
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分5,000円ですので、1時間とすれば1万円とい

うことで、毎月1時間の20時間分の6か月分、120
万円ということで計上しております。また、そ

の10件のうちの5～6件が調査に進まれるので

はないかという想定で、30万円の6件というこ

とで積算をさせていただいております。

【宅島委員】ちょっとわかりにくかったんです

けれども、おおよその時間だったり、どのくら

いの人数を想定されていらっしゃるのか、教え

ていただければと。

【丸田人権・同和対策課長】人数といいますか、

事案ごとに、相談の事案が月10件、調査の事案

が月6件ということでございます。

【宅島委員】 わかりました。

それで、一般的ですけれども、こういう誹謗

中傷じゃなくて、例えば、全国に蔓延している

ような誹謗中傷の書き込みとかを弁護士に削除

をするという依頼をした時に、おおよそ幾らぐ

らいかかるか、ご存じでしたら教えていただけ

ればと思います。

【丸田人権・同和対策課長】削除のみの依頼に

つきましては、弁護士費用につきまして、1件3
万円というふうに聞いております。その他もろ

もろ、例えば、投稿した情報の開示請求、ＩＰ

アドレスですとか、氏名等の開示請求、そうい

ったものを含めまして、もろもろ含めて、おお

よそ60万円ぐらいになるのではないか、県の弁

護士会にもご相談しまして、ということで、そ

の2分の1の30万円を上限という形でスキーム

を立てさせていただいております。

【宮﨑県民生活環境部長】若干補足をさせてい

ただきたいと思います。

まず、委員ご質問の、例えば、誹謗中傷を受

けて被害を受けたと。まず、その被害を回復す

るために、どういう手続が要るかというふうな

ことでございますけれども、ＳＮＳに書き込ま

れた場合に、まずは通常は、先ほど言われたよ

うに、削除依頼を掲示板の管理者あたりにやる

んですけれども、一般的に、それはなかなか応

じていただけないということで、そうした場合

に、その掲示板の管理者に対しまして、まずＩ

Ｐアドレスを開示してくださいと、そういうふ

うな訴訟を訴えます。これは１つ目ですけれど

も、裁判所がそれを開示するように命令がなさ

れたら、ＩＰアドレスが取得できます。次は、

このＩＰアドレスをもって、プロバイダーに対

して、住所なり氏名を開示していただきたいと

いうふうな申入れをします。ただ、これも通常

あまり受けていただけないので、これも開示請

求という訴訟の行為になります。ですので、ま

ず誹謗中傷書き込みを行った方の特定をするた

めには、この2段階の訴訟に、要するに2連勝し

なければいけないと。そして初めてやっと相手

が見つかると。先ほど言いましたように、被害

を受けたその回復を求めるための例えば名誉毀

損であるとか、損害賠償請求、これについては

改めてまた訴訟を起こす必要があるということ

でございます。ですから、実際の被害の回復の

ためには、訴訟で3連勝しなければいけないと

いうふうな形になります。

このような状況でございますので、一般の人

がお金をかけて、そしてまた時間をかけて開示

をしてもらうというのは、なかなか困難なとこ

ろがありますので、今回、私どもとしては、そ

の開示請求に対する費用負担を2分の1支援し

ようとするものでございます。

【宅島委員】ネットのそういう削除をするだけ

で総額約60万円ぐらいかかるということで、そ

れの支援の半分を県が補助するということです

ね。理解をいたしました。
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とにかく傷つく方が、今後、コロナにかから

れた方たちが受けるということは間違いないと

思いますので、しっかり行政として感染者の方

たちのフォロー、支援をお願いしたいと思いま

す。

【宮島委員】ただいまの質問に関連をいたしま

して質問させていただきます。

ただいま、いわゆる法的な部分の対応につい

ては理解をいたしました。

一方で、この相談というものは、法的から外

れる部分というのも多くあるのではないかなと。

それがゆえに、今回、庁内担当部局、関係機関

と連携し、解決に向けた実効的な対応を実施す

るというようなことを明記されております。こ

の実効的な対応というものを、どのように具体

的に考えておられるのかというのをお聞かせい

ただきたいと思います。

【丸田人権・同和対策課長】ご質問がございま

した実効的な対応ということでございますけれ

ども、例えば、実際に相談等もあっております

けれども、感染者でもなく、濃厚接触者でもな

いという方が職場から自宅待機の要請を受けた

り、過度な行動制限を受けたりというようなご

相談もあっているところでございます。そうい

った場合につきましては、長崎労働局に内容を

お伝えして、長崎労働局に、そのご相談者から

相談いただくというようなことで、そのつなぎ

をやるという対応をしております。また、関係

部局等にも関係するご相談も実際ございました

けれども、そういった部分は、関係部局から直

接相談者に連絡をして、事情等を詳しく聞いて

対応するというような形で対応しているという

状況でございます。

【宮島委員】 わかりました。

今は第2波も終息しつつあるような状況でも

ありますので、具体的な相談というのもそんな

に多くないのかなと思いますが、特に、第1波
であった時に、本県でも、私の友人の医療機関

で感染者が出まして、その時に非常に厳しい対

応を迫られたということがございました。特に、

その後も、感染をされたご家族は既に長崎から

出ていかれたというような話やら、またその後

には、自殺をされたというような風評が流され

まして、非常に厳しい問題だなということを改

めて痛感したところでありますので、こうした

いわゆる法的な部分、また法に外れている部分

でも、きめ細かい対応を、これから第3波など

が起こって、またそういうような大変厳しい環

境に置かれる皆さん方も出てくると想定をされ

ますので、しっかりと対応を取っていただきた

いということを重ねてお願いしたいと思います。

【山本(由)分科会長】ほかに、質疑はありませ

んか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

【山本(由)分科会長】 ほかに、質疑がないよう

ですので、これをもって質疑を終了いたします。

次に討論を行います。

討論はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

【山本(由)分科会長】 討論がないようですので、

これをもって討論を終了いたします。

予算議案に対する質疑・討論が終了しました

ので、採決を行います。

第110号議案のうち関係部分については、原

案のとおり可決することにご異議ございません

か。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

【山本(由)分科会長】 ご異議なしと認めます。

よって予算議案は、原案のとおり、可決すべ

きものと決定されました。
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【山本(由)委員長】 次に、委員会による審査を

行います。

県民生活環境部におきましては、委員会付託

議案がないことから、所管事項等についての説

明を受けた後に陳情審査、法定報告、計画案件

の審査及び議案外の質問を行うことといたしま

す。

まず、県民生活環境部長より、所管事項の説

明を求めます。

【宮﨑県民生活環境部長】環境生活建設委員会

関係議案説明資料、県民生活環境部をお開きく

ださい。

今回、ご審議をお願いする議案はございませ

んので、議案外の報告事項及び主な所管事項に

ついてご説明いたします。

はじめに、議案外の報告事項について、ご説

明いたします。

1ページをお開きください。

（和解及び損害賠償の額の決定について）

これは、公用車による交通事故のうち和解が

成立した1件につき、損害賠償金合計3万5,321
円を支払うため、去る9月1日付けで専決処分さ

せていただいたものであります。

続きまして、主な所管事項についてご説明い

たします。

2ページをお開きください。

（女性の活躍推進について）

県内企業における女性職員の管理職登用を促

進するため、「ながさき女性活躍推進会議」と

連携し、女性の中間管理職及びその候補者を対

象に、管理職としての基本的な考え方や部下の

育成、チーム運営方法などを学ぶ「女性のため

のミドルマネジメント講座」を開催しておりま

す。

今後とも、県内企業における女性の人材育成

に努め、本県の女性活躍を推進してまいります。

（新型コロナウイルス感染症に関する人権への

配慮について）

本県においても、新型コロナウイルス感染症

の感染者の発生に伴い、感染者や医療従事者、

またそのご家族や周囲の方々などへの誹謗中傷

や差別を受ける事案が発生しております。

県としては、引き続き、人権への配慮に係る

広報啓発並びに誹謗中傷対策に取り組んでまい

ります。

4ページをお開きください。

（令和2年国勢調査の実施について）

我が国に住んでいるすべての人を対象に、人

口・世帯の実態を明らかにする最も基本的で重

要な統計調査である国勢調査を、本年10月1日
を調査期日として実施いたします。

国勢調査員が世帯を訪問する際には、新型コ

ロナウイルス感染防止対策のため、国勢調査員

はマスクを着用するなど対策を講じたうえで、

紙の調査票やインターネットで回答する場合に

必要な情報が記載された利用ガイド等を世帯に

配布しております。

特に、前回の調査から導入されたスマートフ

ォンやパソコンによるインターネット回答を更

に推進しております。

今後とも、県民の皆様のご理解とご協力を得

られるよう広報活動を行うとともに、国や市町

と連携を図りながら、円滑な実施に努めてまい

ります。

5ページをご覧ください。

（汚水処理人口普及率について）

県では、汚水処理人口普及率の令和8年度の

目標を90.2％とする「長崎県汚水処理構想

2017」を策定し、市町とともに下水道や浄化槽

などの汚水処理施設の早期整備を推進しており
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ます。

今月公表いたしました令和元年度末の県汚水

処理人口普及率は、81.7％となり、前年度より

0.8ポイント増加しましたが、全国平均91.7％に

比べて低い状況にあります。

今後とも、県と市町が一体となって、汚水処

理施設の整備を進め、県民の生活環境の向上及

び河川や海域等の公共用水域の水質保全を図っ

てまいります。

このほかご報告いたしますのは、1ページか

ら順に、次期長崎県環境基本計画について、次

期長崎県男女共同参画基本計画について、犯罪

のない安全・安心まちづくりの推進について、

令和元年度の各種環境調査の結果について、廃

棄物不適正処理対策について、国立公園雲仙の

活性化に向けた取組について、新たな総合計画

の策定について、長崎県総合計画チャレンジ

2020の数値目標の進捗状況についてであり、内

容は、記載のとおりであります。

以上をもちまして、県民生活環境部関係の説

明を終わります。

よろしくご審議を賜りますようお願いいたし

ます。

【山本(由)委員長】 ありがとうございました。

次に、県民生活環境課長より、補足説明を求

めます。

【本多県民生活環境課長】私のほうから、次期

長崎県環境基本計画の素案の骨子について、ご

説明をいたします。

補足説明資料1の「次期長崎県環境基本計画

の策定について」をご覧いただきたいと思いま

す。

本計画の位置づけでございますが、長崎県環

境基本条例第9条に基づき、環境の保全に関す

る施策を総合的かつ計画的に推進するため策定

するもので、県の総合計画の個別計画であり、

本県環境施策全般に関するマスタープランとも

言うべきものでございます。

現行計画の計画期間が本年度で終期を迎える

ことから、昨年度から、長崎県環境審議会の意

見を伺いながら、次期計画の策定作業を進めて

おりますが、その基本的な考え方といたしまし

ては、大きな方向性につきましては現行計画を

継承することとし、ただし、具体的な施策を検

討するに当たっては、地球温暖化や海洋プラス

チックなどの地球規模の課題から人口減少、活

力の低下といった地域課題に至るまでの様々な

視点・角度から検証することとしております。

また、国の第5次環境基本計画やSDGsの理念も

踏まえた内容としたいと考えております。

次に、本計画の概要（案）でございますが、

計画期間につきましては、令和3年度から令和7
年度までの5か年とし、めざすべき環境像とし

ては、現行の計画をさらに推進するという観点

から、引き続き「海・山・人 未来につながる

環境にやさしい長崎県」としております。

この環境像の実現に向けて、基本目標として、

低炭素社会づくり、人と自然が共生する地域づ

くり、循環型社会づくり、安全・安心で快適な

環境づくり、この現行の4つの柱は継承しつつ、

それぞれの具体の施策の方向性を県民の皆様に

お示ししていきたいと考えております。

次に、2ページをお開きいただきたいと思い

ます。

次期計画の構成を図で示しております。

第1章では、計画の策定趣旨、役割、期間及

び目標を明らかにし、第2章では、基本目標ご

とに、これまでの取組と課題を整理し、目指す

社会の姿を示すとともに、地域レベルで環境、

経済、社会の統合的向上を目指す新しい概念と
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して提唱された地域循環共生圏の考え方も記載

したいと考えております。

3ページをお開きいただきたいと思います。

先ほど申し上げた目指すべき環境像、基本目

標を達成するための主要な施策の方向性及びそ

れに沿った事業群を示した施策体系図となって

おります。

ポイントをご説明いたしますと、まず地球温

暖化による気候変動や海洋プラスチックの問題

など地球規模の課題への対応といたしまして、

基本目標Ⅰ、低炭素社会づくりの施策の方向性

1の地球温暖化防止対策（緩和策）の推進にお

きまして、温室効果ガス排出量のさらなる削減

に取り組むとともに、2の気候変動への適応策

の普及促進におきまして、気温上昇、豪雨や海

面水位の上昇など、今後数十年は避けられない

地球温暖化による影響の軽減に取り組み、いわ

ゆる緩和策と適応策を車の両輪として進めるこ

ととしております。

また、海洋プラスチック問題につきましては、

基本目標Ⅲ、循環型社会づくりの施策の方向性

の1、プラスチックごみ対策の推進におきまし

て、海岸漂着ごみの回収に加え、プラスチック

ごみの発生抑制に努めることとしております。

一方、本県の地域特性に応じた対策といたし

ましては、基本目標Ⅱ、人と自然が共生する地

域づくりの施策の方向性の2、自然の恵みがも

たらす地域資源の活用におきまして、国立公園

をはじめとした本県の優れた地域資源を活用し、

交流の拡大につなげる取組をさらに進めること

とし、基本目標Ⅳ、安全・安心で快適な環境づ

くりでは、施策の方向性2の水環境の保全とし

て、本県の地域課題であります大村湾・諫早湾

干拓調整池の水質の改善や島原半島の地下水の

保全を図ることを掲げております。

そして、これらの取組を実効性のあるものに

していくために、この図の右のほうに掲げてお

ります共通的な取組といたしまして、環境保全

の重要性を県民お1人お1人に認識を深めてい

ただくための環境教育の充実や県民、事業者、

ＮＰＯ、行政など多様な主体が連携、協働して

取り組むことの必要性などを盛り込んでまいり

たいと考えております。

今後、さらに環境審議会の意見等も踏まえな

がら、これに肉づけを行っていき、作成した素

案を次の本委員会でご報告をして、改めてご意

見をいただきたいと考えております。

併せて、パブリックコメントも実施し、それ

らの意見を踏まえ、来年1月に環境審議会から

の答申等を受けた上で、2月に議案として上程

させていただく予定としております。

以上で、次期環境基本計画の骨子案の説明を

終わらせていただきます。

よろしくお願いいたします。

【山本(由)委員長】 ありがとうございました。

次に、男女参画・女性活躍推進室長より補足

説明を求めます。

【有吉男女参画・女性活躍推進室長】「長崎県

男女共同参画基本計画」の骨子素案についてご

説明いたします。

お手元には、「次期長崎県男女共同参画基本

計画の策定について」、補足説明資料2をお配

りしております。

まず、本計画の概要についてご説明いたしま

す。

1ページに、本計画の位置付け、改定にあた

っての基本的な考え方、概要（案）及び今後の

スケジュールを記載しております。

本計画の位置付けですが、長崎県男女共同参

画推進条例第7条に基づき、男女共同参画の推



令和２年９月定例会・環境生活建設委員会・予算決算委員会（環境生活建設分科会）（９月２９日）

- 106 -

進に関する施策を総合的かつ計画的に推進する

ため策定するものであります。

現行計画の計画期間が本年度で終期を迎える

ことから、長崎県男女共同参画審議会に諮問し、

策定作業に着手しており、社会情勢の変化や新

たな視点等も踏まえ、本年度中に新たな男女共

同参画基本計画を策定することとしております。

次に、改定にあたっての基本的な考え方です

が、男女共同参画社会の形成のための基本的な

取組の方向性は現行計画を継承することとし、

現行計画策定以降に発生した新たな課題や社会

情勢、昨年度の女性活躍推進法の改定などの変

化に対応すること、国が現在策定している第5
次男女共同参画基本計画及びSDGsの理念を踏

まえた内容とすることとしております。

次期計画の概要（案）でございますが、計画

期間につきましては、令和3年度から令和7年度

までの5年間としております。

本計画の目指す姿ですが、「男女が性別にか

かわりなく、個性と能力を発揮できる社会の実

現」とし、あらゆる分野における女性の参画拡

大、誰もが能力を発揮し、多様な働き方ができ

る環境づくり、安全・安心な暮らしの実現、推

進体制の整備・強化の4つの基本目標を設定し

ております。

2ページをお開きください。

次期計画の骨子（案）でございますが、4つ
の基本目標と、その下に12の政策目標を設けて

おります。

まず、基本目標Ⅰにつきましては、政策・方

針決定過程への女性の参画拡大、地域における

男女共同参画の推進、女性のライフステージに

応じたキャリア形成の支援といった女性の登用、

人材育成、就業支援など、あらゆる分野におい

て女性が参画していくための施策に取り組みま

す。

基本目標Ⅱにつきましては、雇用の場におけ

る男女共同参画の推進と仕事と生活の調和の実

現、子育て・介護等の支援体制の充実、教育を

通じた男女共同参画の推進、意識改革に向けた

啓発・普及の推進といったトップ層の意識改革、

就業環境の整備、両立支援の充実など、多様な

働き方を実現するための環境づくりに取り組み

ます。

基本目標Ⅲにつきましては、女性に対するあ

らゆる暴力の根絶、生活上の困難を抱える人が

安心して暮らせる環境の整備、生涯を通じた健

康支援、防災・復興における男女共同参画の推

進といった女性に対する暴力の根絶、生涯を通

じた健康支援など、安全・安心な暮らしを実現

するための基盤の整備に取り組みます。

基本目標Ⅳにつきましては、男女共同参画や

女性活躍を分野横断的に取り組むために、市町、

関係団体等との連携強化を図ります。

以上が骨子（案）の概要ですが、今後、さら

に男女共同参画審議会の意見なども踏まえなが

ら作成した素案を次の本委員会でご報告し、改

めてご意見をいただきたいと考えております。

併せて、パブリックコメントも実施し、それ

らの意見を踏まえ、男女共同参画審議会からの

答申などを受けた上で、来年2月に議案として

上程させていただく予定としております。

以上で次期男女共同参画基本計画について、

説明を終わります。

よろしくお願いいたします。

【山本(由)委員長】 ありがとうございました。

以上で、説明を終わります。

次に、陳情審査を行います。

事前に配付しております陳情書一覧表のとお

り、陳情書の送付を受けておりますので、ご覧
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願います。

審査対象の陳情番号は、51番、56番、57番、

76番になります。

陳情書について、何かご質問はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

【山本(由)委員長】 それでは、質問がないよう

ですので、陳情につきましては、承っておくこ

とといたします。

次に、知事専決事項報告（地方自治法第180
条関係）及び経営状況説明書について、提出資

料に対する質問を行います。

対象は、知事専決事項報告、それから公益財

団法人県民ボランティア振興基金、一般財団法

人長崎県浄化槽協会の経営状況説明書になりま

す。

何かご質問はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

【山本(由)委員長】 それでは、質問がないよう

ですので、次に進みます。

次に、計画案件として資料の提出があってお

ります長崎総合計画（仮）素案、次期長崎県環

境基本計画の策定について、次期長崎県男女共

同参画基本計画の策定について、この3つの計

画案件について質問を行います。

何かご質問はありませんか。

【宮本委員】 1点だけ確認をさせていただきま

す。次期長崎県総合計画の分になりますが、頂

いた資料の長崎県総合計（仮）素案の153ペー

ジになります。参考資料の数値目標の設定根拠

については65ページになります。これは間違っ

ていたら申し訳ないのですが、⑤のプラスチッ

クごみ対策の推進、これは今回から新しく追加

された項目ということでよかったでしょうか。

まず、確認をさせてください。

【吉原資源循環推進課長】委員ご質問のこのプ

ラスチックごみ対策の推進に関しましては、前

計画におきましても、ボランティアによる活動

等による回収事業ではなくて、ボランティアの

参加人数ということで、新しく追加したわけで

はなくて、これは継続の事業ということで考え

ていただいて結構です。

【宮本委員】 指標も一緒ですか。前は、先ほど

言われた参加人数が指標だった、今回は、事業

数になったということでよろしかったでしょう

か。

【吉原資源循環推進課長】委員がおっしゃった

とおり、新しい計画におきましては事業数で出

しておりますが、現計画におきましては、ボラ

ンティアの参加者数ということで設定しており

ました。

【宮本委員】それはなぜ事業者数に変えたのか、

この数値目標の設定根拠を見てもわからなかっ

たものですから、その参加人数から事業者数に

変更したというところを再度確認させてくださ

い。

【吉原資源循環推進課長】事業への参加者数と

いうことでこれまで設定してきておりましたが、

海岸漂着ごみの対象の市町が15市町あります。

できるだけそういった事業を市町のほうにやっ

ていただきたいということで、事業数を増やす

ということで整理をしております。

【宮本委員】 わかりました。

この指標の書き方で、「ボランティア活動等

による回収事業数」と書いてあるものですから、

私の印象、ボランティア活動だけに任せている

ような感覚があって、行政でも取り組んでいく

べきではないかと思っていたものですから、「ボ

ランティア活動等」、「等」というのがついて

いるので、これはそこの上にも書いてあります

けれども、県、市町、その他ＮＰＯ・ボランテ
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ィア団体もという総まとめという認識でよろし

かったでしょうか。

【吉原資源循環推進課長】委員がおっしゃると

おりでございます。

【宮本委員】 わかりました。

指標の書き方なんでしょうけれども、これは

行政が主導していくべきではないかと思ってい

ます。ボランティアの方ももちろん大事であり、

92事業を100事業まで目指すということも目標

を固められています。今、プラスチックごみ対

策は非常に大事なので、富山市だったですか、

行政が率先して河川にバリアを張って、ネット

を張ってプラスチックごみを回収してという事

業も始まっていると聞いています。長崎県でも

やっているところはもちろんあるんでしょうけ

れども、そういった取組も大事で、そういった

姿勢をボランティアの方々に示していくという

のも必要かと思っていて、書きぶりでは、行政

は見ているだけというようなイメージが見受け

られるのですが、この文言についてはどんなで

しょうか。

【宮﨑県民生活環境部長】ここの海岸部分のご

み、プラスチックごみに関しましては、実は、

昨年行われました大阪サミットで国のほうが指

針を示しておりまして、2050年には海岸に流れ

出るごみをゼロにするというふうな基本的な考

え方が示されております。当然、本県も2050年、

それに沿ったところでゼロを目指すというふう

な考え方がございまして、これまでは海岸に漂

着したごみを繰り返し回収してきたわけでござ

いますけれども、今後は、発生の抑制をしなけ

ればいけないと。特に、今、委員おっしゃられ

たとおり、河川から海に流れ出るごみというの

が大宗を占めるところでございますので、その

河川からの流出防止のために、ここに書いてい

ますように、県、市町、ＮＰＯ団体、そしてボ

ランティアの方々、それとほかの関係団体、例

えば、農業団体であるとか、そういうふうなと

ころの関係団体も参加していただいて、そうい

うふうな組織をつくって計画的にやろうと考え

ておりまして、そこで回収の事業数というふう

なことを目標に定めて今回設定したところでご

ざいます。

【宮本委員】 わかりました。

長崎県は、プラスチックごみのみならず漂流

物も多いという本県ですので、こういった指標

を掲げて、行政が先頭に立ってというか、しっ

かり指揮管理を取って対応していただければと

思いますので、よろしくお願いいたします。

【山本(由)委員長】 ほかに、質問はありません

か。

【溝口委員】 153ページ、汚水処理人口普及率

ということで出ているんですけれども、部長説

明のほうでは5ページなんですけれども、令和8
年度までに目標を90.2％とするということにな

っているわけです。それで、令和7年度までの

目標値は85.6％ということで、普及率を大体1％
ずつ見ていっても、この8年度目標にかなり遠

くなるんですけれども、令和7年度までの目標

をもう少し上げていかなければいけないんじゃ

ないかという気がするわけです。その辺につい

ての考えをお尋ねしたいと思います。

【本田水環境対策課長】委員からご指摘があり

ましたように、目標の数値が不整合となってい

る要因なんですけれども、「汚水処理構想2017」
につきましては、平成26年に国のほうから、汚

水処理の10年概成という概念が示されまして、

もう全国的に一定の水準まで来ているので、や

るなら10年間特に力を入れてやってしまいな

さいというふうなことがありまして、その時に、
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本県では55か所の未着手の処理区がございま

した。「汚水処理構想2017」のための作業を市

町のほうで平成27年から平成28年にかけて行

ったんですけれども、その時に、55から35の処

理区を廃止にしまして、20処理区まで絞って、

それに基づいて、令和8年に90.2％という目標を

設定しておりました。

しかし、その後も国のほうからは、要は、財

源的に今までと違うようにしていくというよう

なアナウンスが矢継ぎ早に出てまいりまして、

具体的に言いますと、汚水処理事業について企

業会計の適用をしなさいとか、経営を合理化す

るために広域化・共同化計画の策定をしなさい、

施設更新も踏まえた料金水準の適正化を図りな

さいという形で矢継ぎ早に来ておりまして、そ

の状況の中で、その国からの通達というのは今

後の少子化を見据えた中で避けては通れない改

革というのを求める動きでございまして、各市

町においても、集合処理区域のさらなる見直し

を避けて通れないという意識が働いてきており

ます。

そして、目標だけを高く設定して、実際にそ

れをなしていくということができないというの

は、かえって不適切な目標設定だと考えました

ので、昨年の10月に、その最近の動きも踏まえ

て見直しをするとすれば、どういうふうな計画

になるのかという調査を各市町に行いました。

その結果によりまして、今回、総合計画の目標

としましては、令和7年度に85.6％とさせていた

だいている次第です。

【溝口委員】国からの通達があって、早目に進

めていきなさいということと思いますけれども、

私としては、矛盾に感じるわけです。総合計画

は今度の2月、決定していくわけでしょう。そ

れで、令和8年度に90.2％を目標にしますよと今、

県民生活環境部長はちゃんと説明したんですよ。

1年ぐらいでこれができるかといったら、やは

り総合計画のほうから上げてきておかないと、

この達成には至らないと思うんですけれども、

県民生活環境部長の今言った説明と矛盾するの

が私はあるんじゃないかと思うんです。例えば、

これを87％とか88％とかにしておくなら、90.
幾らに順調に1年から見ていけば、できるかな

という感じがするんですけれども、このままで

は、矛盾というより、おかしい計画の立て方と

私は思うんです。

【本田水環境対策課長】委員のご指摘のとおり、

現在、我々は「汚水処理構想2017」に基づいて

進めてきたということでございまして、その数

字としましては、令和8年に90.2％というのを目

指してやってきたわけですけれども、状況の変

化がしっかりございますので、汚水処理構想自

体の見直しを今しなければいけないと考えてお

ります。その時期につきましては、先ほどの広

域化・共同化の計画、今年から予算を計上させ

ていただいて作業を進めておりますけれども、

これを令和4年度までに作成するようにしてお

りますので、それを作成した後、すかさず汚水

処理構想、これが本当の意味でかなり煮詰まっ

た今後の目標になると思いますけれども、それ

を改定したいと思っております。それを先取り

する形で、今回、総合計画については、実態的

な建設的な目標ということで、85.6％というこ

とを令和7年度の目標に掲げさせていただきた

いと考えております。

【溝口委員】 わかりました。2017の構想では

90.2％にしていたけれども、なかなか難しいと

いうことで、ちょっと低く令和7年度までには

85.6％までしかできないですよということです

けれども、全国平均も91.7％なんですよね。そ



令和２年９月定例会・環境生活建設委員会・予算決算委員会（環境生活建設分科会）（９月２９日）

- 110 -

のような中にあって、この目標を最初からでき

ないという形をつくるということは、私はちょ

っと納得できないんです。目標に向かってやっ

ていくということになれば、この総合計画の5
年計画、やっぱりこれらについて、もう少し見

直して先々に進めていかなければいけないと思

うんです。何で比率が高くなっていっていない

のかというその原因も探っていかなければいけ

ないと思うんです。その原因が何かといったら、

個々でまだなかなかつけていくことができない

というものもあるかもわからないんですけれど

も、合併浄化槽を進めていく必要があると思う

んです。これは一般のほうに入るようになるん

ですけれども、この数字が私はどうしても納得

がいかなかったもので、ここで質問させていた

だきました。

それと、大気環境基準の適合率というのが平

成27年度から87％とか、そして152ページなん

かもこの適合率ということが、それは国が定め

た率だから、この86％という形になるわけです

か。水質汚濁に係る環境基準とか、適合率とし

たのは、全部何年間も同じなんですよね。それ

をよくしようという形じゃなくて、これが国で

定められた数値になっているわけですか。

【重野県民生活環境部次長兼地域環境課長】委

員ご質問の件ですけれども、この86％というの

は、平成27年度から令和元年度までの平均値で

出しております。環境基準につきましては、あ

る程度、環境については良好に推移していると、

この基準を維持することが大事だというふうな

形でこの平均値を維持していくということで、

令和7年度までしていくという形で今回、設定

をさせていただいております。

【溝口委員】 87％だったらもういいというこ

とですね。大体それを保っているということで、

ずっと例えば86％とか、87％、それでいいとい

うことですね。わかりました。目標だから、少

しでもよくしていこうというのが目標かなと思

ったけれども、それが国の定めた基準というこ

とで、県もそれでいいということですから、い

いわけですね。

【重野県民生活環境部次長兼地域環境課長】県

として、あらゆる施策でここまで上げてきたと

いうふうなところで、あとは外的要因で、県と

して施策で対応できないところがどうしても水

の環境、大気の環境とかはありますので、そち

らを踏まえた上で、現状を維持していくという

ふうな形で設定をさせていただいております。

【溝口委員】工場とか、そういうところをよく

監視しながらいかないと、大気汚染とかはきれ

いになっていかないと思うんです。それを今の

ままでいいと。新しく今度つくる時には、どう

いう指導をするとか、そういう形の中で大気と

いうのはきれいになっていくと思うんですけれ

ども、それはもうこれを維持しているからいい

ということになってくるような感じがするんで

す。ただ、書いてはあるんですよね。工場とか

事業所の監視、指導等を行いながら、ちゃんと

保全していきますということはあるんですけれ

ども、そこを少しでもよくなるのが目標かなと

思っておりましたので。そこら辺については、

わかりました。

ただ、汚水処理の人口普及率については、も

う少し改善の余地があるなら、数値を上げて努

力をしていただきたいと思っております。

【本田水環境対策課長】我々のほうも、汚水処

理人口普及率、これは文化的な生活をするため

にぜひ必要だと思っておりますので、確実に進

捗するように努力をしてまいりたいと思います。

先ほどの普及率の全国との比較に関しての補
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足でございますけれども、県内では、周りにす

ぐ海がある離島・半島が非常に多くございます。

その場合、私自身も、昨年度こちらに異動する

前は上五島のほうにおりましたけれども、汚水

処理に対する感じ方というのが、すぐ海に流れ

ていくようなところですと、必ずしも陸地だけ

のところと比べますとニーズがなかなかござい

ませんで、そういうものを反映していると思い

ますけれども、離島と半島を除いた地域で見ま

すと、本県の場合も91.4％にまでもう既になっ

ておりますので、ほぼ全国並みということで、

あと離島・半島の部分を今から確実に少しでも

上げていくということを市町のほうとも一緒に

取り組んでおりまして、個人設置型の浄化槽に

対する上乗せの補助も、今、県下で19市やって

おりますけれども、そのうち16市は既に実施し

ておりますし、あと維持管理に対する補助につ

いても、5市町でもう実施していただいており

ます。これにも関連した国への要望というのも

並行して行っておりますので、浄化槽に頼らな

いと最後は上げていけないというのは十分認識

しておりますので、今後とも、市町と一緒に取

り組んでいきたいと思っております。

【山本(由)委員長】 ほかに、質問はありません

か。

1時間過ぎましたので、ここで5分休憩します。

― 午前１１時１１分 休憩 ―

― 午前１１時２０分 再開 ―

【山本(由)委員長】 委員会を再開します。

【中村(泰)委員】 それでは、総合計画の数値目

標の設定根拠についてお尋ねをさせていただき

ます。

まずは、41 ページの「『夫は外で働き、妻は

家庭を守るべき』との考え方に反対の人の割合」

ということでございます。なかなか本県が男女

平等という観点から見れば、全国と比べて劣っ

ているという現実にあるというのは認識してお

ります。こちらの設定根拠の中に、本県が全国

と比べて 15％低いというような記載もござい

ますが、今後、これを上げていくと、最終目標

としては、全国平均に近づけるんだということ

でやっていただいておりますけれども、改めて、

本県がそういうふうに至っている要因も含めて、

ご回答をいただけないでしょうか。

【有吉男女参画・女性活躍推進室長】男女共同

参画の推進には、やはり根強く残る性別による

固定的役割分担意識の解消、そういったものが

求められると考えております。令和元年度に県

民意識調査を行いました。その結果、夫は外で

働き、妻は家庭を守るべきであるという考え方

に反対の方が 45％いらっしゃいまして、内訳を

申し上げると、男性で 40.7％の方が反対、女性

で 48.9％の方が反対、年代別に見ると、20 か

ら 50 歳代で 5 割以上が反対というふうな回答

が出ている状況にあります。そういった令和元

年度の調査結果は出ているんですけれども、国

の全国調査で、令和元年度に行われた内閣府の

世論調査によりますと、59.8％という反対の率

が出ておりまして、本県においては、全国より

も性別による固定的役割分担意識がまだまだ解

消が求められるという状況にあると考えており

ます。

【中村(泰)委員】 ご回答ありがとうございます。

個別具体的な施策を打ちながら、このギャッ

プを埋めていくということが重要であろうと思

います。個別具体をここで問うのは、時間もご

ざいませんので控えさせていただきますが、ぜ

ひ積極的に取り組んでいただいて、何とか全国

の平均に近づけるというような取組をお願いい
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たします。

続きまして、同設定根拠の 54 ページでござ

います。「食品の安全性に関する意見交換会等の

開催回数」でございます。過去の実績をベース

にして、この目標を設定しておられるようです。

しかしながら、直近では、徐々に開催回数が増

えていますので、これはきっと必要なものであ

ろうと認識をいたしております。ですが、目標

の設定としては 20 回以上ということで、非常

に曖昧な目標の設定のされ方をしておりまして、

これは目標として正しいものなのかということ

がまず 1 点。

そして、上がっている中で、もう少しこれを

上げていくということを示していくべきだと思

いますが、ご回答をいただけますでしょうか。

【峰松食品安全・消費生活課長】 20 回以上と

設定いたしましたのは、平成 28 年度からＲ元

年度でこういう意見交換会等を実施しました実

績の平均値、それを上回る目標として設定した

ものでございます。委員ご指摘のように、だん

だん増やしていく、それも確かにあると思いま

すけれども、いろいろマンパワー等を考えます

と、やはり毎年毎年 20 回以上頑張ってやって

いくという設定の仕方もあるのかなと考えてお

ります。この数値目標につきましても、例えば、

効果でございますけれども、隣の 55 ページで

も、「県・市町の消費生活センター及び相談窓口

における相談件数」の目標値につきましても、

この 5 年間、毎年 1 万 1,200 件以上というよう

な設定の仕方をさせていただいております。そ

ういうことで、どんどん、どんどん数字を上げ

ていくというのではなくて、毎年毎年 20 回以

上そういう意見交換会をしていくというような

形を目標に設定をさせていただいているところ

でございます。

【中村(泰)委員】 ご回答ありがとうございます。

たまたま丸まった数字として平均がジャスト

20 だったといったところで私、目についたとこ

ろではあるんですけれども、ただ、先ほども申

し上げましたが、今おっしゃられたリソースの

件は理解いたしますが、これが直近で増えてい

っているので、果たして、この目標の設定の仕

方が本当にこれで正しいのか、まだちょっと納

得感が得られておりませんので、よろしければ、

もう少し考えていただければと思います。

最後の質問です。67 ページの「県内における

エネルギー消費量」についてでございます。こ

ちらは過去の県内の実績から数値を計算されて

いるようですが、本来、エネルギー消費量の目

標というのは国が設定をするようなものなのか

なと思うんです。それをベースにして目標を立

てたほうがよいのではないかと思うんですが、

もし、国が設定されているのであれば、そちら

も含めてご回答いただけますでしょうか。

【重野県民生活環境部次長兼地域環境課長】国

のエネルギーの目標につきましては、来年度、

計画を策定するようにしておりますけれども、

この目標値につきましては、エネルギーにつき

ましては 26％削減というふうな国のＣＯ₂の削

減目標がございますので、それに見合ったよう

な形で設定をさせていただいているところでご

ざいます。今後、国の状況等を踏まえながら、

この数値に変化が出そうであれば、その辺は随

時見直していきたいということで考えておりま

す。

【中村(泰)委員】 今、国の目標に基づいてこの

数値を設定されたというふうに理解いたしたん

ですけれども、こちらの設定根拠では、平成 25
年度から平成 29 年度の 4 年間で 3,000 テラジ

ュール削減したという実績を踏まえてというふ
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うにあるんですけれども、そこをお願いできま

すでしょうか。

【重野県民生活環境部次長兼地域環境課長】温

室効果ガスの排出量につきましては、国の目標

が、2030 年までに 26％削減というものがござ

いますので、それを設定根拠としたというふう

なところでございます。エネルギー消費量につ

きましては、今、委員が言われたように、平成

25 年度から平成 29 年度までの 4 年間で削減し

た実績を踏まえて、今後もエネルギー消費量を

随時削減していくというふうな形で目標を設定

しております。

【中村(泰)委員】 すみません、多分、私の理解

力が不足していると思うんですけれども、いず

れにいたしましても、国の施策に一致するよう

に目標を設定いただければと思います。

【山本(由)委員長】 ほかに、質問はありません

か。

委員長を交代します。

【久保田副委員長】 山本(由)委員長、発言をど

うぞ。

【山本(由)委員長】 1点だけ、目標設定、数値

目標の52ページの消費生活センターにおける

斡旋解決率というのがあります。12.7％以上と

いうことで、全国平均の6.8％に対しては非常に

上回っているということで、この数字自体はい

いと思うんですけれども、そもそもの斡旋解決

率自体が、斡旋解決率280件に対して、相談件

数が2,300件と、これを分母にして計算している

ということではないかと思うんです。資料を見

ると、あっせん自体は308件やられているわけ

ですから、そのうち280件を解決しているとい

うことであれば、斡旋解決率としては、9割ぐ

らい解決しているのではないかと思ったんです

けれども、この目標を設定する時に、12.7％、

どうしても相談件数が分母にあるということは、

相談件数が増えれば、自動的に下がってしまう

ということになりはしないのかなと。ですから、

結局、目標として自分たちが努力で上げられる

数字だけではないのではないかと思うんです。

ですから、全体の相談件数に対する解決率では

なくて、別の方法、あっせんを依頼されたもの

に対する解決率とかいうふうな形にしたほうが

効果としてわかりやすいのではないかと思うん

ですけれども、この点だけお願いします。

【峰松食品安全・消費生活課長】今のご指摘の

件でございますけれども、確かにそのような見

方もあると思います。こちらの12.7％の見方に

つきましては、全国で比較した時に、このよう

な斡旋解決率の見方をしておりますので、それ

でこういう12.7％という相談件数分のあっせん

解決件数というような形を取っているところで

す。おっしゃいますとおり、あっせんに持って

言った分で解決した分となりますと9割近くの

数字というのは取っておりまして、本県として

も、そのあたりはＰＲしていきたいところでは

あると思います。

【山本(由)委員長】わかりました。全国と比較、

全国がこういう係数を取っているから、比較の

ためにこういうふうにやっているということで

あるんですけれども、ぱっと数字を見た時に、

10％しか解決していないの、と思うんですよね。

相談はますます複雑化しております。その中で、

相談しても1割ぐらいしか解決しないのかとい

うふうなイメージを持たれてもいけないと思い

ますので、補足指標でも構いませんけれども、

そういったところを取り入れていただきたいと

いうことで要望して、終わります。

【久保田副委員長】 委員長を交代します。

【山本(由)委員長】ほかに、質問はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕
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【山本(由)委員長】 ほかに、質問がないようで

すので、次に進みます。

最後に、議案外の所管事務一般に対する質問

を行うことといたします。

しばらく休憩いたします。

― 午前１１時３２分 休憩 ―

― 午前１１時３３分 再開 ―

【山本(由)委員長】 委員会を再開いたします。

それでは、議案外の所管事務一般について、

事前通告をされた各委員の方で、ご質問はあり

ませんか。

【溝口委員】先ほど、汚水処理人口普及率につ

いて質問させていただきましたけれども、県の

方としては、先ほどは、都会のほうでは全国平

均に大体いっているという話だったと思うんで

すけれども、島や半島が多いから、その辺が達

成できていないんだと、そういう話の中で、県

の方としては、今後、浄化槽の設置拡大に向け

た協議を個別に行うということですけれども、

それでどのような取組をしていこうとしている

のか、その個別というのは、どういう形になっ

ているのか、そこら辺についてお尋ねをしたい

と思います。

【本田水環境対策課長】個別に市町とお話をす

るというのは、昨年度は9市町行いまして、今

年度も8市町、60％未満のところについて、今、

市町が抱えている状況というようなものを聞き

取りまして、少しでも上げていくためには、ど

ういう取組をすれば効果が上がるかとかいうこ

とを市町の担当者の方と話をしております。

その内容としましては、最近、上乗せ補助を

実施したようなところのデータとかをお示しし

まして、明らかにその効果がありますので、そ

ういうものも取り組んでいただきたいというふ

うな要請をしましたり、あと国のほうでも昨年

度から少し力を入れております市町が複数の家

の処理をするための浄化槽を設置するという公

共浄化槽というのがあるんですけれども、それ

は個人の負担としては、個人設置型よりも安く

ございます。それと、あと交付金の手当も個人

設置型よりも高いものですから、その辺が有利

になる公共浄化槽を導入していくことを考えて

ほしいというような要請をしております。公共

浄化槽につきましては、島原市が具体的な取組

を始めておりまして、その辺の中身、情報など

も積極的にお伝えしていきたいと考えておりま

す。

【溝口委員】個別の指導というのは、市とか町

に対しての指導ということで理解していいわけ

ですね。私は、個人個人にという捉え方をして

いたんですけれども、市や町に指導を行ってき

たということで理解いたしたいと思います。

ただ、市町については、半島とか離島がたく

さんあるということになれば、さっき言った、

何人かで公共浄化槽をつくれば、その方が個人

でつけている合併浄化槽より安い経費で運営し

ていかれるということになるのですか。その辺

の合併浄化槽と公共浄化槽の違いを。

【本田水環境対策課長】どちらも合併処理浄化

槽ではあるんですけれども、公共浄化槽と申し

ますのは、基本的な考え方としては、浄化槽自

体は集合処理ではございませんので、将来のこ

とを考えれば、やはり1軒1軒に個別の浄化槽が

適当だというふうに市町の方も私のほうも考え

ております。と申しますのが、人口がどうして

も減っていく社会というのは避けられないもの

ですから、その家にお住まいにならないという

ことになった場合に、その浄化槽をただ使わな

いようにすればいいというのが各戸に設置する
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浄化槽でして、それに対して公共浄化槽と申し

ますのは、浄化槽を設置したいけれども住家が

密集しているようなところ、島原市の中心市街

地とか、五島の市街地、ああいうところはどう

しても場所がないと。家自体の玄関先を掘って

入れなければいけないとかいうふうになります

ので、そういうところにはどうしても個人設置

型というのは難しい、各戸に設置するのは難し

いということなので、公共浄化槽をそういうと

ころには取り組んでいけばいいんじゃないかと

いうことで勧めております。

コストに関しましては、複数の家庭の分を一

度に処理するということで、浄化槽自体は1軒
当たりで言いますと確実に安くなります。ただ、

あまり分散したような形になりますと、そこま

で引き回す管路のほうもございますので、その

辺も含めて、その場に適した方法を選びながら

普及を進めていくということを今、一緒に協議

しているところでございます。

【溝口委員】私は、やはり合併浄化槽をできる

だけ進めてほしいと思うんです。それがこの普

及率につながっていくと思うんです。ただ、個々

でつけるのはかなり高額になるものですから、

国に対しても、その辺の補助を少し上げてもら

うような要望をぜひ力強くしていただいて、個

人でつけることができるような対策をしていた

だきたいと思っております。よろしくお願いし

ます。

【山本(由)委員長】 ほかの事前通告をされた各

委員の方で、ご質問はありませんか。

【徳永委員】 通告書を出しておりましたので、

私のほうからも、下水、浄化槽の件で質問した

いと思っております。先ほど、水環境対策課長

がおっしゃるように、普及がなかなか進まない

のは、島原市のような密集地での、これはやっ

ぱり公共しかできないわけですね。それと、も

う一つ雲仙市からも要望が上がっている個人浄

化槽、合併浄化槽の設置、これは補助金をもっ

と上げてくれということ。これはなかなか浄化

槽の場合には、例えば、公共浄化槽においても、

そこの本線につなぐには、個人の支出は大きい

んです。例えば、水回りをいろいろ変えなけれ

ばならないとか、やはりあるものですから、そ

の家庭環境によっていろいろ違うわけです。だ

から、その辺は県の方でもしっかり整理をされ

て、普及が今、なかなか上がらないところは、

もう最終的な段階に来ているわけですよ。それ

を整理されているのに、なかなか進まないとい

うのが私たちにとっても、もっと補助金のアッ

プ、それで密集地での対策、根本的にそこをし

っかり整理をされてやるべきだと思うんですけ

れども、それをどう思われておりますか。

【本田水環境対策課長】 委員ご指摘のとおり、

浄化槽と申しますのは、個人の方がそれを使用

したい、汚水処理をしたいというふうな意思が

ないことには、どの方式であろうが進まないと

いうところがございますので、それを少しでも

進めて、汚水処理をしたいというふうに考えて

いただけるためには、やはり負担の軽減という

のが欠かせないと考えておりますので、国の交

付金の要望などにつきましても、市町の方で、

自分の市町の汚水処理を進めたいということで

上乗せの補助を行っていらっしゃるようなとこ

ろ、16市町ございますけれども、そういうとこ

ろについては、国のほうの基準額も引き上げて

いただけないかという要望も昨年度から行って

おります。

それと、加えまして、維持管理に関しまして

も、直接浄化槽の管理にはある意味関係ない法

律で決まっております法定検査について補助し
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て……。

【徳永委員】 そこはわかっている。だから、そ

こは何をやらなければならないかということな

んです。例えば、公共の下水と個人の場合、比

べた時に、ランニングコスト、維持コストは絶

対個人が安いんですよ。合併浄化槽のほうが個

人管理ですから。都市下水なんかは、市の方の

財政というのは、ここに相当の負担をやるわけ

なんです。こういうものがあるからこそ、例え

ば、雲仙市でも、旧7町の場合、先に合併する

前にやられた市町は、これは都市下水を遂行し

なければならないけれども、その後の宅島委員

のところの小浜町、私の国見町とかは、都市下

水よりも合併浄化槽という、小浜は特殊なとこ

ろもありますけれども、コストがかかるものだ

から、そういうふうに切り替えたわけなんです

よ。合併浄化槽がコストがかからないというこ

とははっきりしていますから、そういう意味で

も、合併浄化槽は、密集地と違って、例えば、

私の国見町なんかやりやすいところであるから

こそ、例えば、もっと補助金をアップしても、

その後のランニングコストを考えれば、こちら

のほうが安いんですよ。だから、そういうもの

をもっと積極的に市と連携をしてやるべきだと

思うんですけれども、その辺、最後に県民生活

環境部長、どうなんですか。

【宮﨑県民生活環境部長】まず、浄化槽の財源

構成でございますけれども、基本的に、個人負

担の割合が6割でございます。その残りの4割を

国と県と市町が持つようになっています。ちな

みに、例えば、これは東彼杵町でございますけ

れども、平成26年から平成30年までの5年間と、

その前の平成21年から平成25年を比較してい

ます。というのが、東彼杵町が平成26年から上

乗せ補助をされています。そうしたら、その効

果といたしまして、前5年間と比較しますと4.6
倍合併処理浄化槽の設置が増えている。このよ

うに、実は、上乗せ補助をすることで設置の効

果が見られます。ですから、私どもは、先ほど

も言いました個人負担6割、補助対象経費4割に

なっておりますので、この補助対象経費の4割
をさらに拡大していただきたいというふうに国

に現在、お願いをしているところでございます。

それと、先ほど委員からお話がありました、

実は、浄化槽のほうが下水よりも平均しますと

7,000円程度維持費が高くなっています。という

ことは、逆に言えば、自治体の負担がそれだけ

軽いというふうなことになりますので、そうい

うふうな観点からというのもおかしいんですけ

れども、いずれにしましても、汚水処理人口普

及率を伸ばすためには、今後は、浄化槽の設置

を求めていく、これが必要であると考えており

ます。

【徳永委員】私がちょっと言い方を間違ったん

ですけれども、確かに個人の方がかかるんです

けれども、ただそれは個人負担なものだから、

今おっしゃったように、実際市がそこまで負担

をすれば、当然、個人浄化槽はかかるわけです

けれども、これは個人が負担をしているという

ことで、その分、市の財政は、都市下水をやる

よりは絶対合併浄化槽をした方が、個人所有者

が責任を持って管理するということで、裏を返

せば、これは非常にいいわけです。だからこそ、

私は何回も言うように、さっきも県民生活環境

部長から答弁があったように、それだけの補助

金を拡大すれば、それだけ合併浄化槽が増えて

いくということは、イコール市の財政も非常に

助かるということでありますし、浄化槽の普及

率も上がるということですので、これはひとつ

さっき県民生活環境部長が言われたように、国
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にもしっかりと要望しながら、市町と連携をし

てやっていただきたいと思っております。

【山本(由)委員長】 ほかの事前通告をされた各

委員の方で、ご質問はありませんか。

【山田(朋)委員】 先ほど、予算議案の中でも質

疑がありました感染症関連の人権相談窓口の件

でお尋ねをしていきたいと思っております。

先ほど、画像とかを保存して、要請があれば

提供するということでありましたが、提供した

事例はなかったようですが、保存した実績があ

るかどうかをお尋ねします。

【丸田人権・同和対策課長】悪質といいますか、

誹謗中傷ではないか、個人名とか書かれた分が

ありましたので、そこは一旦保存しているもの

がございます。（「何件ですか」と呼ぶ者あり）

今、2件です。

【山田(朋)委員】 2件の保存をいただいている

ようであります。

先ほど来話があったように、私も個人的に、

特殊なスキルとかが必要なのかなと思っており

ます。検索キーワードの中で検索したら誰でも

できるよ、みたいな感じの答弁だったかと思い

ますが、やっぱり大変な仕事だと思うので、他

県の事例を参考にはされているようであります

が、今後は、しっかり専門家の方からも意見を

求めて、よりいい方法でネットパトロールをお

願いしたいと思っております。

それと、この相談窓口のチラシがこれですが、

このチラシを感染された方、そしてそのご家族

に、どのタイミングで配付をされているのか、

またこれは感染をされた方やご家族に限らず、

医療従事者など、様々な方が誹謗中傷を受けら

れているかと思いますが、そういった医療機関

の方々へとかも今、もうお届けはされていると

思いますが、どういった形でこのチラシなど、

広報活動をされているのかをお尋ねします。

【丸田人権・同和対策課長】ご質問ございまし

た感染者の方々等へのチラシの配付等でござい

ますけれども、9月初旬から、福祉保健部の障

害福祉課と連携をいたしまして、障害福祉課の

ほうは、こころのケアという形で保健所等を案

内しておりますけれども、こういったことと連

携いたしまして、例えば、感染して病院に入院

された方、それから軽症で宿泊療養施設に入所

された方、そういった方々に対しまして、療養

施設については、入所時にお手元に持たれてい

るチラシをお配りしております。また、病院に

入院された方につきましては、その方々の個々

人の容体等も医師とか看護師が考慮の上、入院

時にお渡ししたり、退院時にお渡ししていると、

適時に配付しているというところでございます。

また、医療従事者の方々に対しましては、9
月上旬だったと思いますけれども、各病院には

このチラシも配付をいたしておりまして、医療

従事者にも届くように対応しているところでご

ざいます。

【山田(朋)委員】 重症の方とかへは退院時とか

いう話でありましたが、これは保健所の職員が、

入院をされる段階で、それぞれ軽症の方とかに

はお配りをしているのか、あと重症の方のご家

族、どなたかいらっしゃるかと思うんですけれ

ども、私は、早い段階でご家族の方とかにもお

渡しをされたほうがいいのかなと思っておりま

す。感染をしたら、残念ながら、一気に名前が

出て、顔出しでばんとネットとかに載っている

ような状況を見ると、早くからそのような取組

をしていただきたいと思っております。

あと、医療機関ですけれども、コロナの関係

の大きな医療機関だけじゃなくて、恐らく、小

さな医療機関で働く方々も、受診控えをされて
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いたり、医療従事者の方に対して偏見が、小さ

な病院、コロナの患者を受け入れていないよう

な病院でも今後、かかりつけ医での検査ができ

るようになるので、そういった中で、また「あ

の病院では検査ばしとるけんが、もう行かんど

こう」とか、何かそういういろんなことが起き

得ると思うので、医師会を通して、小さな病院

の医療従事者の方にも届けていただきたいと思

っております。

あと、保育とか、いろんな仕事に従事されて

いる方々が、それぞれの誹謗中傷を受けている

と思いますので、いろいろそのような方々に届

くようにお願いをしたいと思います。

【山本(由)委員長】 ほかの事前通告をされた各

委員の方で、ご質問はありませんか。

【ごう委員】私からは、ペットに関することで

2点質問をさせていただきたいと思います。

まず、コロナウイルス感染者のペットの預か

り体制について確認をさせていただきます。今、

厚生労働省のパンフレットなどが自治体の方に

届けられていると思いますが、その中では、も

し感染した場合のペットの預かり先というのは、

まず飼い主自身が見つけることが大前提である

というふうに書かれております。しかしながら、

どうしても見つからないような方々からご相談

等もあると思うんですが、現在、長崎県として、

どのような体制を取っているのかお聞かせくだ

さい。

【嘉村生活衛生課長】委員がおっしゃったよう

に、ペットを飼っておられる方には、日頃より、

もしもの時に備えて親類や知人など預かり先を

事前に検討しておいていただくということが基

本な考えでございます。しかしながら、新型コ

ロナウイルス症に感染して、急に入院や宿泊療

養の必要が生じた時に、どうしても預かり先が

見つからないといった場合には、管轄の保健所

にご相談いただけばと考えております。

県立保健所で対応いたします場合には、飼い

主の方とは接触しないような形を取りまして、

職員がペットを引き取りに伺いまして、保健所

でケージであるとか、動物の体表等の消毒など

必要な措置を行った上で、あらかじめ協力の了

解をいただいておりますボランティアの方に預

かっていただく、あるいは保健所または県の動

物管理所で世話をするといったような方策を取

りたいと考えております。

【ごう委員】まずは保健所へ連絡をするという

ことが決まっているということですね。

その後、ボランティアさんが預かってくださ

るということですが、今、長崎県内に、その預

かりのボランティアさんが何名ぐらいいらっし

ゃいますか。

【嘉村生活衛生課長】一時的に預かってもいい

とおっしゃってくださっているボランティアは

16名いらっしゃいますが、このコロナの件に関

しましては、了解いただいたのは4名というこ

とになっております。長崎地区に2名、県南地

区に1名、県北地区に1名ということになってお

ります。

【ごう委員】このボランティアさんに関しまし

ても、完全ボランティア、無償でということで

すよね。今後、第2波が来る可能性もあります

ので、このあたりは今のうちに少し体制を整備

していく必要があると思いますので、よろしく

お願いします。

それから、その周知をしっかりと飼い主さん

にこの情報が届くように、ホームページ等アッ

プされておりますけれども、また別の形で、獣

医師さんを通してとか、動物病院を通してとか

と、そういうやり方をしていただきたいと思っ
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ておりますが、今後、周知についてはどのよう

に考えていますか。

【嘉村生活衛生課長】今のところ、ホームペー

ジの掲載ということになっておりますが、そう

いった周知の方法についても、今後検討してい

きたいと思っております。

【ごう委員】ぜひ皆様のところに情報が届くよ

うにしていただきたいと思います。

続いて、もう一点ペットに関することで、災

害時の同伴避難所の開設についてということで

お尋ねしたいと思います。今回、私も多くの方

からご相談を受けたのですが、ペットとともに

避難できる場所が少ないということで相談を受

けました。まず、現状についてお聞かせくださ

い。

【嘉村生活衛生課長】今回の台風で、ペットと

の同行避難につきまして市町のほうに聞き取り

を行いました。その結果、事前に引き受けの準

備をしておいたというのは4市町でございまし

た。そのほか、緊急に対応したという市町が9
市町ありまして、合計で13市町がペットの受入

れの対応を行ったということでございます。

【ごう委員】環境省では、東日本大震災の教訓

から、同行避難を呼びかけております。しかし

ながら、今ご回答ありましたように、まだまだ

進んでいないという現実があります。やはりペ

ットがいるがゆえに避難を躊躇される方々がた

くさんいらっしゃって、その方々が被災される

可能性もかなり高いと思います。ですので、県

としては、マニュアルは作成して市町に提供し

ているようですが、まだ市町のほうの意識が高

まっていないのではないかと感じております。

今後、どのように市町の認識等を高め、同行

避難、そしてその後の同伴避難までつなげるの

か、方向性をお聞かせください。

【嘉村生活衛生課長】先ほど申しました聞き取

りを行いました結果、今回受入れを行ったとこ

ろでも、受入れのルール化がまだまだ不十分で

あって、混乱を生じたということであったり、

人との居住区域を区別できずに受け入れてしま

ったといったような実態もあるようでございま

す。

現在、市町に対しまして、台風10号でのペッ

トとの同行避難の対応についてアンケートを行

っているところでございます。その結果につい

て検証しまして、10月中旬頃に、市町と、どの

ような問題があって設置できなかったのか、あ

るいは設置した際に明らかになった課題等、こ

ういったものをまずは共有いたしまして、こう

した課題等をどうクリアしていく必要があるか

といったことを協議したいと考えております。

【ごう委員】ご答弁ありがとうございます。ぜ

ひ一歩進むようにお願いしたいと思います。

先進的な市町、他県によりますと、ペットと

の避難をするだけの避難所というものを設けら

れたりしていますので、そのような方向で進む

のがいいかと思いますので、要望して、終わり

たいと思います。

【山本(由)委員長】 しばらく休憩します。

― 午前１１時５８分 休憩 ―

― 午前１１時５８分 再開 ―

【山本(由)委員長】 再開します。

【山本(由)委員長】 ほかの事前通告をされた各

委員の方で、ご質問はありませんか。

【宮本委員】動物愛護対策についてお尋ねをい

たします。今月20日から26日まで動物愛護週間

となっておりますが、今回このような形でコロ

ナ禍ではありますけれども、今年度の県の取組

をどのようにされているのか教えてください。
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【嘉村生活衛生課長】例年は、動物愛護週間に

おきましては、長崎県獣医師会の8つの支部単

位で、各市町とも連携をしまして、動物愛護フ

ェスタというものを計画して実施しているとこ

ろでございます。具体的には、動物との触れ合

いであるとか、犬のしつけ方教室、犬猫の譲渡

会、ペットの相談コーナーの設置、講演会等を

行っているところでございます。ところが、今

年度は、コロナウイルス感染症の影響を受けま

して、多くの地区で中止といったような状況に

なっております。一部の地区で、規模を縮小し

てやっているような状況でございます。縮小し

てやっておりますのが長崎地区、佐世保地区、

五島の3地区でございまして、いずれの地区で

も、ポスターの掲示のみを行うような規模でや

っているような状況でございます。

長崎地区におきましても、25日から始めまし

て、10月2日まで、県庁の1階イベントエリアで

ポスターやリーフレットの掲示を行っておりま

す。よろしければご覧になっていただきたいと

思っております。

【宮本委員】 ありがとうございます。

このようなコロナ禍の中で、譲渡会というの

はなかなかできないというのは非常に残念では

あります。

このようなコロナ禍で、ペット需要が増えて

いるというお話も聞いております。巣籠もりに

なってペットを飼って癒やすというようなもの

が全国的に増えているというのも聞いているの

ですが、長崎でそういったものが把握できてい

るのかどうか、わかれば教えていただければと

思います。

【嘉村生活衛生課長】現在のところ、引き取り

依頼が増えているといったような状況はござい

ません。ただ、仮に、引き取り依頼があったと

しても、基本的には、飼い主からの引き取りは

できるだけ行わないという方針でやっておりま

す。

【宮本委員】 ありがとうございます。

先ほどのごう委員の質問にもありましたとお

り、犬猫が増えて、避難する時だとか、災害時、

やはりどうしても飼い主の方に対する周知徹底

が必要であると思いますから、今後、飼われる

際には、そういった形で飼い主に対して周知徹

底をしていただければと思いますので、どうぞ

よろしくお願いいたします。

【中村(泰)委員】 先ほどから、ペットの避難に

ついての話が進んでおります。台風 10 号の時

には、特に私のところにもＳＮＳを通してペッ

トの避難について、多くの県民の方がお困りに

なっておられました。恐らく、ご回答としては

同じものになると思いますので、要望だけとさ

せていただきたいんですけれども、私の方でも、

21 市町にアンケートを取らせていただきまし

た。半分ちょっとしか子細を回答はいただけて

いないんですけれども、21 市町の状況を見ると、

物すごく温度差が明確に出ているというのがは

っきりわかります。多分、担当者の熱意とか、

首長の考え方、そういったところが要因なのか

なというふうには感じております。

そこで、幾つか気づいたことをお伝えさせて

いただきます。回答をいただいたところだけな

んですけれども、犬のみしかどうも私のところ

では実は避難をしていないということと、問題

点については、回答をいただけた市町は、そこ

についてはすごくしっかり回答をいただきまし

た。ただ、気になることとしては、実際避難を

した時の音、ペット同士がけんかをしたり、鳴

きとか、あとは臭いですね。そこに避難をした

方がおられた場合に、動物アレルギーの方がい
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らっしゃるとか、そういった不安があるという

ことを聞いております。あと、避難が長期化し

た時、餌とか、あとは囲い、ゲージ、そういっ

たものが必要になるだろうというようなお声を

いただきました。

先ほど、ごう委員からも最後にございました

けれども、ペット専用の避難所ということが多

分キーワードになるのかなと思っていまして、

ペットがおられる方は、恐らく、市町に 1 か所

2 か所あれば、時間をかけてでも、そこに行く

んだと思うんです。なので、事前にそこをしっ

かりお伝えさえしていれば、決めて伝えるとい

うことが重要であろうと思いますので、ぜひと

も次の災害までにはそこを整えていただくこと

で、県民の皆様へのサービスというのは物すご

く上がると思いますので、ご要望としてお伝え

させていただきます。よろしくお願いします。

【山本(由)委員長】 委員長を交代します。

【久保田副委員長】 山本(由)委員長、発言をど

うぞ。

【山本(由)委員長】 私も通告していたので1つ
だけお伺いします。

犯罪被害者等の支援についてなんですけれど

も、本県では、昨年の7月に「犯罪被害者等支

援条例」を施行して、それについて、11月にま

た新たに犯罪被害者等の支援計画を策定してい

るんですけれども、この条例とか支援計画の策

定後、県として、どのような取組を行ってこら

れたのか、そしてこの条例をつくる時に、各市

も並行してやっていきましょうというお話だっ

たんですけれども、今、市町の策定、策定予定

についての状況をお知らせください。

【永尾交通・地域安全課長】県としての取組に

つきましてですけれども、条例制定後、さらに

支援計画の策定後、さらなる充実を図るという

意味合いで、主に、いわゆる支援体制の整備、

それと県民の理解の増進を図るための広報啓発

を中心に取り組んでまいりました。

具体的に、支援体制の整備につきましては、

関係部局と市町の連携、これが一番であります

ので、まず庁内各部で構成する長崎県犯罪被害

者等支援推進会議というものを設置いたしまし

て、さらに市町に関しては、長崎県市町犯罪被

害者等支援推進協議会、2つの会議を設置いた

しました。それはそれぞれ今年度まで2回ずつ

開催しております。この中でも、いろんな取組

とか、情報共有という意味合いで、事前に準備

をしていただいて発表してもらう、それで共通

認識を持ってもらうというふうな対策を取って

おります。

その他、各市町に関しては、総合的な対応窓

口ということになりますので、その担当職員を

呼んで研修会を行っております。これに関して

は、犯罪被害者の遺族の講演とか、グループ討

議、ここまで計画をして、内容を含んだところ

で実施を行っております。

次に、犯罪被害者の県民の理解の増進を図る

ための広報啓発につきましてですけれども、昨

年は、10月に、これも犯罪被害者遺族を講師に

招いてのシンポジウムを開催しております。そ

のほか、浜町の観光通りでパネル展、これは命

のミニメッセージ展ということで、結構な人数

の方が見えられたと伺っております。今年は、

7月に、県庁1階で、被害者遺族の手記のパネル

展を開催しております。あと今後、11月に、検

察庁との共同主催によるシンポジウム、これ

は・・・に応じてということで、これを開催す

る予定にしているところでございます。

もう一点の市町の条例制定の関係につきまし

てですけれども、本年度の4月以降、12の市町



令和２年９月定例会・環境生活建設委員会・予算決算委員会（環境生活建設分科会）（９月２９日）

- 122 -

が条例を制定いたしました。本日現在で、21市
町の中で16の市町が制定をしているというふ

うな状況であります。残り未制定のところも5
自治体あります。これにつきましては、1つの

自治体は、今回9月の議会で条例案の可決をい

ただいておりますので、間もなく制定に結びつ

く、残り4自治体に関しましては、2つについて

は今年度内の見込みと、さらにあと2自治体に

ついても、今年度内に、ある程度、案の確定を

して、関係機関の調整を行って、来年度早期に

制定見込みと伺っております。

ただ、県としましては、これは足並みそろう

のが一番ということで当初、始めたところであ

りますので、それを待ってという形ではなくて、

当然、それぞれ様々な分野での支援をいただき

ますので、県民がどこにいてもひとしく支援を

受けられるようにという趣旨で、さらに早期制

定に向けての働きかけを行ってまいりたいと考

えております。

【山本(由)委員長】 ありがとうございました。

私も先日またシンポジウム、これは4回目な

んですけれども、島原市で開催されたので行っ

てきたのですが、まだまだ問題点が多いと感じ

ました。あと、ほかの市からも来られていたん

ですけれども、うちの市は、こういうものをな

かなかされていないというふうな声も聞いてお

ります。各市町によってまだかなり温度差はあ

るかなと思います。

いろんな問題があるんですけれども、まずは

住民の皆さんが、この条例の目的である共有を

するというようなところがないとなかなか広が

っていかないなというふうに感じましたので、

今、施策についてはどんどん充実をされてきて

いる、連絡体制も行政の中では取られてきてい

ると思っているんですけれども、これを市民の

方に落としていくためには、やっぱり市町、早

急な制定と、それからいろんな形での広げてい

くような取組というのをご指導いただければと

思いますので、よろしくお願いいたします。

【久保田副委員長】 委員長を交代します。

【山本(由)委員長】 これで議案外の質問を終わ

ります。

ほかに質問がないようですので、県民生活環

境部関係の審査結果について整理したいと思い

ます。

しばらく休憩いたします。

― 午後 零時 ９分 休憩 ―

― 午後 零時 ９分 再開 ―

【山本(由)委員長】 委員会を再開いたします。

これをもちまして、県民生活環境部関係の審

査を終了いたします。

午前中の審査はこれにてとどめ、しばらく休

憩いたします。

午後は、13時30分から委員会を再開し、交通

局関係の審査を行います。

お疲れさまでした。

― 午後 零時１０分 休憩 ―

― 午後 １時２９分 再開 ―

【山本(由)委員長】 委員会を再開いたします。

これより、交通局関係の審査を行います。

委員会による審査を行います。

交通局においては、委員会付託議案がないこ

とから、所管事項についての説明を受けた後、

陳情審査、法定報告の審査及び議案外の質問を

行うことといたします。

まず、交通局長より所管事項の説明を求めま

す。

【太田交通局長】 令和2年9月定例県議会環境
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生活建設委員会関係議案説明資料の交通局の1
ページをお開きください。

今回、交通局関係の議案はありませんので、

主な所管事項につきましてご説明いたします。

（新型コロナウイルス感染症の経営への影響等

について）

交通局の経営状況については、緊急事態宣言

が発せられた4月、5月の減収を底として、若干

の回復傾向にはあるものの、空港リムジンバス

や県外高速バス、貸切バスなどにおいてビジネ

ス客や観光客の戻りが鈍く、大幅な減収が続い

ております。今年4月から6月までの第1四半期

においては、バスの運休や経費節減、給与見直

し等の効果で昨年度に比べ営業費用が約2億円

の減少となりましたが、運輸収入等の営業収益

は昨年度に比べ約7億円の減少となっておりま

す。

7月以降においては、新型コロナウイルス感

染症の感染者数が増加していることもあり、同

様に厳しい状況が続き、一般路線バスについて

も、企業等によるリモートワークの実施や公共

交通機関を使った移動そのものを控える動き、

また、県民の皆様における外出自粛意識の浸透

などから、利用客の減少が続いております。

現在、交通局では全職員が一体となってこの

危機的な経営状況に対応しておりますが、当該

感染症の流行前の輸送人員数に戻るには、相当

程度時間がかかるのではないかと危惧しており、

高速バス等の一部運休の継続や、一般路線バス

についてはその路線の維持を前提としつつも、

一時的な減便等については行わざるを得ないも

のと考えております。

交通局としては、今年の厳しい経営状況から

の立て直しに向け、コストの更なる縮減などの

検討を進めてまいります。

（新ＩＣカード「ニモカ」及び夏休みこども定

期券について）

交通局及び長崎県央バス株式会社においては、

新ＩＣカード「ニモカ」を去る6月21日から運

用を開始いたしました。9月30日まではスマー

トカードとの併用期間とし、10月以降はニモカ

へ移行する予定としております。ニモカへの移

行については大きな混乱もなく順調に進んでい

るものと考えており、8月までにカード利用者

の約9割が新ＩＣカードでご利用いただいてお

ります。今後も新ＩＣカードの周知に努めると

ともに、定期券の自動継続機の設置についても

検討を進めており、利便性の向上に努めて参り

ます。

小学生を対象とした「夏休みこども定期券」

については、バスの利用機会の少ない小学生に

夏休み期間を利用してバスに親しんでいただく

とともに、バス利用の際のマナーなどを知って

いただくため平成29年から毎年実施しており

ます。

今年は、新型コロナウイルス感染症の影響か

ら学校の夏休み期間が短縮されたことや、路面

電車との共同販売を行わなかったことなどもあ

り、145名の利用にとどまり、昨年の966名から

大幅な利用者の減少となりましたが、今後も、

バスの利用促進を図る様々な取組を通じて、地

域の皆様に愛される県営バスを目指してまいり

ます。

2ページ中ほどの高速バスの運休等、貸切バ

スの状況につきましては、記載のとおりでござ

います。

3ページ中ほど、新型コロナウイルス感染症

防止対策については、記載のとおりでございま

す。

4ページをご覧ください。
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（事故防止の取組について）

交通局では、昨年度、度重なる重大事故が発

生したことから、従来からの事故防止の取組に

加え、「右左折時の横断歩道手前での一旦停止」、

「行動に移す前の3秒確認」、「信号機のイエ

ローストップ」、「市街地での時速40キロメー

トル走行」、「ターミナルや車庫内での時速10
キロメートル未満の走行」の5つの重点項目を

掲げ、その周知と励行の徹底に取り組んでおり

ます。

周知に当たっては、所属長と乗務員の個別面

談や幹部職員による早朝点呼時における乗務員

との対話の機会を増やすなど、乗務員一人ひと

りが事故防止に対する理解を深めるための意識

付けを図っているところです。

このような取組を行った結果、事故件数は今

年8月末現在で9件と前年度同時期の21件と比

較して12件減少し、重大事故の発生は0となっ

ており、取組の成果があったものと考えており

ます。今後も、気を緩めることなく、事故防止

と安全運行に継続して取り組んでまいります。

（バス乗務前の呼気検査におけるアルコール反

応に係る職員の処分について）

交通局の子会社である長崎県央バス株式会社

において、去る7月24日早朝のバス乗務前の呼

気検査において運転士から呼気1リットル中

0.175ミリグラムのアルコール分が検出されま

した。乗務前のアルコール検出が出たことは、

バス乗務員としてあってはならないことであり、

同社において7月31日付けで停職2月の懲戒処

分を行っております。

交通局及び長崎県央バス株式会社においては、

これまで職員の飲酒運転防止対策を一体として

行っており、「飲酒運転防止対策マニュアル」

の策定、職員への積極的な指導や家族に対する

協力要請、「コンプライアンス・ハンドブック」

の作成・職員への配布、毎年セルフチェックシ

ートによる内容確認の実施などにより、周知徹

底を図ってきたところでありますが、バスの乗

務は行っていないとはいえ、今回の不祥事が生

じたことは誠に遺憾であり、公共交通を担うバ

ス事業者として県民の皆様に深くお詫び申し上

げます。

今回の事案発生を踏まえ、改めて交通局及び

長崎県央バスの全職員から「法令等遵守にかか

る誓約書」を徴取し、職員の自覚を促すととも

に、その家族に対しても協力要請を行ったほか、

引き続き、個別面談やミーティング等において、

職員の健康管理とあわせ飲酒状況の確認や飲酒

に対する指導を実施していくこととしておりま

す。このようなことが二度と起こることがない

よう、再発防止に徹底して取り組み、県民の皆

様の信頼回復に全力で努めてまいります。

以上もちまして、交通局関係の説明を終わり

ます。

よろしくご審議を賜りますようお願いいたし

ます。

【山本(由)委員長】 ありがとうございました。

以上で説明を終わります。

次に、陳情審査を行います。

事前に配付いたしております陳情書一覧表の

とおり、陳情書の送付を受けておりますので、

ご覧願います。

審査対象の陳情番号は、55番です。

陳情書について、何かご質問はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

【山本(由)委員長】 質問がないようですので、

陳情につきましては、承っておくことといたし

ます。

次に、経営状況説明書について、提出資料に
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対する質問を行います。

経営状況説明書は、長崎県央バス株式会社に

ついて提出がなされております。

何かご質問はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

【山本(由)委員長】 質問がないようですので、

次に進みます。

最後に、議案外の所管事務一般に対する質問

を行うことといたします。

議案外の所管事務一般について、事前通告を

された各委員の方で、ご質問はありませんか。

【宮本委員】 それでは、通告に従って、5分以

内で質問をいたします。2点だけお聞きをいた

します。

説明資料の中にもあります1ページそして3
ページと関係しますが、やっぱり新型コロナウ

イルスでいろいろ影響が出ているというのは前

の議会でも確認をさせていただきましたが、新

型コロナウイルス感染症に伴う乗合バスそして

貸切バス、高速バスの直近の営業収益に対する

影響をお聞きしたいと思います。そして、今年

度、どのような形で見込んでいるのかも併せて

お聞きいたします。

そして、3ページに書いてあるんですけれど

も、ＧｏＴｏキャンペーン、ＧｏＴｏトラベル

があっております。貸切バスについては利用促

進策を検討するということで説明もあったとこ

ろですけれども、今後、ＧｏＴｏキャンペーン

にどのような形でつなげていくのかをお聞きい

たします。

【濵口営業部長】委員ご質問の件でございます

けれども、まず運輸収入の状況でございます。

乗合につきましては、8月までの最新の実績で

前年度と比較しまして、全体で約10億円の減収、

減少率としてマイナス50％となっております。

減少率は5月のマイナス60％をピークに、7月が

マイナス41％と減少しておりますけれども、8
月はマイナス42％と、大体横ばいの状況でござ

います。

内容としましては、観光客あるいはビジネス

客の減少の影響が大きくて、空港リムジンバス

で約2億3,000万円の減、県外高速バスで約1億
5,000万円の減、貸切バスで約3億円の減となっ

ております。いずれも減少率は約8割程度とな

っております。

それから、それ以外の一般定期路線につきま

しても、8月までで約2億7,000万円の減、減少

率がマイナス29％程度となっております。減少

率は、4月がマイナス47％で、それがピークだ

ったのですが、8月はマイナス19％、回復傾向

にあるのかなと考えております。

それから、今後どうやっていくのか、今後の

見通しといいますか、まず乗合のほうといたし

ましては、依然として回復の兆しがなかなか見

えないというところで、まず費用を圧縮してい

かなければいけない、抑えていかなければいけ

ないということで、県外の高速バスにつきまし

ては、長崎～宮崎線を10月1日から当分の間、

運休ということでやっていきたいと考えており

ますし、またほかの北九州線、熊本線につきま

しても、継続して減便して運行させていただこ

うと考えております。それから、空港リムジン

につきましても、まだ飛行機の減便がされてい

るということと、利用者が増えないということ

で、利用状況に合わせて減便して継続して運行

する予定でございます。それから、市内線の路

線バスでございますが、こちらのほうが夜が遅

かったり、あるいは昼間帯、比較的利用者が少

ない便の減便、そういったダイヤ改正もやって

いこうと考えております。もちろん、その上で、
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輸送力の確保というのは念頭に置きながら減便

等もやらせていただこうと考えております。

それから、貸切の方が、春に運行予定でござ

いました県外からの修学旅行の団体が秋以降に

延期を検討して、一時的に9月以降が予約が昨

年を上回る状況が続いていたのですが、新型コ

ロナウイルスの感染拡大というのがなかなか収

まっていないということもあって、さらにまた

延期あるいは中止というものが相次ぎまして、

8月末現在におきましては、9月、10月の予約が

収入で対前年度比5割、それから11月から12月
にかけて、こちらも同様に7割から8割程度の予

約状況となっております。1月から3月にかけま

してが、秋から冬にさらに延期とかいうことも

ございまして、そういうことで冬の方が増えて

おりまして、昨年度2月以降、新型コロナの影

響が出ていますので、単純比較はできないので

すが、いずれも前年の月を上回る予約状況とな

っております。

今後につきましては、状況等を見ながら、い

ろんな情報収集しながら、各旅行代理店とかと

協力しながら対処していきたいと考えておりま

す。

それから、ＧｏＴｏキャンペーンの件でござ

いますけれども、まず貸切につきましては、利

用者が旅行会社へ申込みする際にＧｏＴｏキャ

ンペーンが適用されるということがあって、キ

ャンペーンの利用実態というのが、なかなか貸

切バス事業者の中では見えにくい、見えないと

いうものがございますが、複数の旅行業者から

聞き取りをした結果、情報としては、貸切バス

を利用するような団体というのが動きが少ない

と、それよりも個人旅行が増加傾向にあると聞

いております。旅行代理店とかに問合せをされ

る内容としては、近距離の旅行に対して問合せ

が中心になっているという情報を聞いておりま

す。それで、九州外から九州へ訪れる利用者と

いうのは動きが少ないと聞いております。今後

も動向把握に努めたいと思っております。

それと、一方で、交通局の子会社でございま

す長崎県営バス観光では、長崎及び諫早市内の

小学校の修学旅行において、ＧｏＴｏキャンペ

ーンを活用しているということと、それから例

年、1月から3月にかけまして、長崎県営バスよ

か余暇ツアーというものを実施しておりますが、

ＧｏＴｏキャンペーンが1月末までという期限

がございますので、それを前倒しして、11月か

ら県営バスよか余暇ツアーを開催予定としてお

りまして、県内の松浦、平戸、佐世保を周遊す

るコースに活用していきたいと考えております。

あと、乗合のほうにつきましては、10月1日
から、地域クーポンが適用されるようになって

います。それで、それを利用して県外高速、リ

ムジン等が購入できるというふうになっており

ますので、それをぜひ活用していただければと

期待しているところでございます。

【山本(由)委員長】 ほかの事前通告をされた各

委員の方で、ご質問はありませんか。

【溝口委員】もう宮本委員の方に説明もあった

と思うんですけれども、新型コロナウイルス感

染症の経営への影響等についてです。6月に10
億円の借入れということで議決したわけですけ

れども、先ほどの説明の中で、10億円の減収を

見込んでという形であると思うんですけれども、

その後、現状と今後の取組について、どのよう

な形でいこうとしているのか、お尋ねをしたい

と思います。

【安藝管理部長】先ほど営業部長も申し上げま

したけれども、4月から8月までの5か月間の運

輸収入は、昨年度と比較して約10億円の減収と
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なっております。今後、コロナ感染症の終息し

たと言えない状況の中で、見通しを立てるとい

うところも非常に困難な状況ではありますけれ

ども、今後、コロナ感染症の影響次第では、6
月議会でお示しした14億円の減収というとこ

ろを大きく上回るおそれもあるというふうに考

えております。

コロナでの厳しい状況でありますけれども、

今後、経費削減に努めてまいりますけれども、

状況によっては、6月補正で設定させていただ

いた特別減収対策企業債の限度額の増額という

ところも検討しなければいけないのかなと考え

ているところであります。

【溝口委員】 わかりました。

10億円で足りないということであれば、早目

にその計画を作り直していかなければいけない

と思うんですけれども、今、管理部長が言った

ように、経費削減していかなければいけないと

いうことですけれども、その経費削減をどのよ

うなところに力を入れてやっていこうとしてい

るのか、お尋ねしたいと思います。

【安藝管理部長】今、経費削減といたしまして

は、6月議会でもお話をしたとおり、4億円経費

削減をするというところで取組を進めていると

ころでございますけれども、4月から8月までの

5か月間では、全体で3億円を超える営業経費の

削減というものを行っているところでございま

す。

具体的には、バス購入の先送りとか、県外高

速バスの運休等に伴う軽油費や減価償却、通行

料などを削減しているところであります。また、

人件費についても、期末勤勉手当や時間外の削

減に取り組んでいるところでございますけれど

も、今後、今、交通局におきましては、経営戦

略室長をリーダーとして、組織、事業規模、ダ

イヤ等、あらゆる分野について抜本的な経営の

見直しというところを検討しているところであ

りまして、起債の償却についても、そこを含め

てきちんと計画立てられるように検討を進めて

いきたいと思っております。

【溝口委員】新型コロナウイルス感染症によっ

て、なかなかバスを利用する人たちがいなくな

ってきている中、大変な経営をしていかなけれ

ばいけないと思うんですけれども、交通局職員

一丸となって、この危機を乗り越えていただき

たいと思いますので、しっかりとした計画を立

てて頑張っていただきたいと思います。

【山本(由)委員長】 ほかの事前通告をされた各

委員の方で、ご質問はありませんか。

【徳永委員】コロナウイルス対策、収入対策に

ついて質問いたしたいと思います。

先ほどは、交通局長の方から現状について説

明がありました。いろいろとご苦労はされてお

りますけれども、収入等が厳しい中、さらに経

営の改善が必要なところではないかと思ってお

りますけれども、具体的に、どのようなことに

取り組み、またどのような効果が出ているのか、

お尋ねいたします。

【太田交通局長】現在、職員一丸となって経営

の効率化に対応しております。先ほど、管理部

長からもご説明をいたしましたけれども、現在、

経費の削減については、期末手当の削減、それ

からバスの運休等によりまして職員が少し余裕

が出てまいりました。そういう職員を各営業所

に配置をいたしまして、時間外手当を削減する

ということで、まずは出費を抑えると。それか

ら、バスの運休等によりまして、軽油費それか

ら通行料、そういう面が削減できます。それと、

現在、各ターミナルの営業時間につきましても

少し見直しをいたしまして、全体的な経費の削
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減というのもやっていきたいと思っております。

現在、なかなか収支の状況が見通せない状況

にあります。まだコロナの影響がどこまで続く

のかというのが見通せない状況でありまして、

コロナ以前の姿に戻るかどうかと非常に危惧す

るところでございます。そういうこともありま

して、さらなる効率化を図るためにどうやって

いくかというのを現在検討しております。大き

な借金を抱えることになりますので、その返済

に当たっては、まず資産の売却等も含めて資産

の活用を図っていくということと、現在、中期

経営計画の中で、いろんな投資をやっていくよ

うにしております。バスの更新、それから営業

所の建替え等、その辺の投資計画もやはり見直

しをしていかざるを得ないであろうと思ってお

ります。それから、先ほど営業部長からも言い

ましたように、今、乗客数がかなり減っており

ますので、それに見合ったバスの便数、その辺

を考えていかざるを得ないだろうと思っており

まして、今年度中に、できるだけ早目に皆様に

将来の計画というのをお示ししたいと思ってお

りますので、よろしくお願いいたします。

【徳永委員】今回のこのコロナの感染について

は、一番影響を受けているのが交通関係、そし

てホテル、飲食ということで、非常に大変だろ

うと思っております。そしてまた、バス運営に

ついても、今までの不況というのは経済不況で

すので、ある一定の時期が過ぎれば、また元に

戻ってくるという一つの計算を基に運営も経営

もできたわけなんですけれども、今回、コロナ

という、さっき交通局長がおっしゃったように、

先が見通せないという中で、いろんな資産を売

却、そしてまたいろんな削減によってとありま

すけれども、やはり県営バスの県民へ対しての

役割、公共交通の重要性というものを、特にこ

ういった時代であるからこそ、県営バスの役割

が非常に大きいものですから、大変でしょうけ

れども、どうかご努力をしていただいて、一生

懸命取り組んでいただきたいと思っております。

【久保田副委員長】私のほうから、バスの運転

手さんの雇用状況についてお尋ねしたいのです

が、減収と、先行きの見通しがつかない厳しい

状況の中でありますが、バス運転手さんの雇用

状況で、例えば、リストラ、あるいは給料が減

っているとか、そういったことについてお尋ね

したいのですが。

【安藝管理部長】運転士等の雇用状況でござい

ますけれども、コロナの影響で減収になったと

いう理由で職員の解雇というものは行っており

ません。

コロナの影響によりまして経営は厳しい状況

にありますけれども、先ほど申し上げたように、

期末手当をカットしたり、時間外縮減などによ

り人件費を削減することによって、職員の雇用

を維持しているところでございます。

職員の収入源というところによりましては、

期末手当カットが、令和2年6月、今度の12月、

そして来年の6月、3回にかけて合計1.3か月分期

末手当をカットするというところで職員組合と

合意したところでございます。

【久保田副委員長】 ありがとうございます。

バスの運転手さんも生活がかかっていらっし

ゃいますので、皆さん方も大変だということは

わかっておりますけれども、リストラとか、収

入が減るということができるだけ最小限に抑え

られるように、皆様方も工夫していただいて、

バスの事業の方をよろしくお願いいたします。

【山本(由)委員長】 以上で、議案外の質疑が終

了いたしましたので、交通局関係の審査結果に

ついて整理したいと思います。



令和２年９月定例会・環境生活建設委員会・予算決算委員会（環境生活建設分科会）（９月２９日）

- 129 -

しばらく休憩いたします。

― 午後 １時５９分 休憩 ―

― 午後 １時５９分 再開 ―

【山本(由)委員長】 委員会を再開いたします。

これをもちまして、交通局関係の審査を終了

いたします。

引き続き、委員間討議を行います。

理事者退室のため、しばらく休憩いたします。

交通局の理事者の皆様におかれましては、大

変お疲れさまでした。

― 午後 ２時 ０分 休憩 ―

― 午後 ２時 ０分 再開 ―

【山本(由)委員長】 委員会を再開いたします。

これより、決算審査の日程について協議を行

います。

それでは、審査の方法について、お諮りいた

します。

協議につきましては、本委員会を協議会に切

り替えて行うことといたしたいと存じますが、

ご異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

【山本(由)委員長】 ご異議ないようですので、

そのように進めることといたします。

それでは、ただいまから委員会を協議会に切

り替えます。

― 午後 ２時 １分 休憩 ―

― 午後 ２時 １分 再開 ―

【山本(由)委員長】 委員会を再開いたします。

予算決算委員会環境生活建設分科会の決算審

査の日程については、お手元に配付いたしてお

ります審査日程案のとおりでよろしいでしょう

か。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

【山本(由)委員長】 ご異議ないようですので、

そのように決定させていただきます。

次に、閉会中の委員会活動について協議した

いと思いますので、しばらく休憩いたします。

― 午後 ２時 ２分 休憩 ―

― 午後 ２時 ２分 再開 ―

【山本(由)委員長】 委員会を再開いたします。

閉会中の委員会活動について、何かご意見は

ありませんか。

〔「正副委員長一任」と呼ぶ者あり〕

【山本(由)委員長】 それでは、正副委員長にご

一任願いたいと存じます。

これをもちまして、環境生活建設委員会及び

予算決算委員会環境生活建設分科会を閉会いた

します。

大変お疲れさまでした。

― 午後 ２時 ３分 閉会 ―
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環境生活建設委員会委員長　　山本　由夫

１　議　　案

件　　　　　　　　　　　　　　　　名 審査結果

訴えの提起について 原案可決

公の施設の指定管理者の指定について 原案可決

本明川ボート練習場センターブイ整備事業に対する諫早市
の負担金について

原案可決

計　３ 件（原案可決３ 件）

番　　号 

第 117 号 議 案

第 118 号 議 案

第 119 号 議 案

記

環 境 生 活 建 設 委 員 会 審 査 結 果 報 告 書

　本委員会に付託された事件について審査の結果、下記のとおり決定したので報告する。

令和2年9月29日

　　　　議長　　瀬川　光之　　様

－131－



－132－
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委員長（分科会長）     山 本  由 夫

副委員長（副会長）     久保田  将 誠

署 名 委 員      溝 口 芙美雄

署 名 委 員      ご う  まなみ

書  記   坂 井  文 孝

書  記   永 井  美佐子

速  記   (有)長崎速記センター
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